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令和３年度予算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

令和３年３月８日（月曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 議案第 ２０号 令和３年度大樹町一般会計予算について 

 第 ３ 議案第 ２１号 令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予

算について 

 第 ４ 議案第 ２２号 令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第 ５ 議案第 ２３号 令和３年度大樹町介護保険特別会計予算について 

 第 ６ 議案第 ２４号 令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計予算について 

 第 ７ 議案第 ２５号 令和３年度大樹町水道事業会計予算について 

 第 ８ 議案第 ２６号 令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算について 

第 ９ 議案第 ２７号 令和３年度大樹町下水道事業会計予算について 

  

○出席委員（１１名） 

  １番 寺 嶋 誠 一   ２番 辻 本 正 雄   ３番 吉 岡 信 弘 

  ４番 西 山 弘 志   ５番 村 瀬 博 志   ６番 船 戸 健 二 

  ７番 松 本 敏 光   ８番 西 田 輝 樹   ９番 菅   敏 範 

 １０番 志 民 和 義  １１番 齊 藤   徹     

 

○欠席委員（０名） 

  

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     酒 森 正 人 

 副 町 長                      黒 川   豊 

 総 務 課 長                     鈴 木 敏 明 

 総 務 課 参 事                     杉 山 佳 行 

 企画商工課長兼地場産品研究センター所長         伊 勢 厳 則 

 企画商工課参事                     大 塚 幹 浩 

 住 民 課 長                     林   英 也 

 保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立 

 尾田認定こども園長兼学童保育所長            井 上 博 樹 

 保健福祉課参事                     瀬 尾 さとみ 

 農林水産課長兼町営牧場長                佐 藤 弘 康 
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 町営牧場参事                      梅 津 雄 二 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             水 津 孝 一 

 会計管理者兼出納課長                  小 森   力 

  

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     板 谷 裕 康 

  

＜農業委員会＞ 

 農業委員会会長                     穀 内 和 夫 

農業委員会事務局長                   吉 田 隆 広 

 

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                     澤 尾 廣 美 

 

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     松 木 義 行 

 主     事                     八重柏 慧 峻 
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開議 午前 １０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ただいまの出席委員は１１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○齊藤予算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 ３番 吉 岡 信 弘 委員 

 ４番 西 山 弘 志 委員 

を指名します。 

 

   ◎日程第２ 議案第２０号から日程第９ 議案第２７号まで 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、日程第２ 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についてから、日程第

９ 議案第２７号令和３年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件について審

査に入ります。 

 お諮りします。 

 本委員会での審査ですが、一括議題となりました議案第２０号から議案第２７号までの８

件の議案については、去る３月２日の本会議において提案理由の説明が終了しています。                                           

よって、本委員会では、はじめに関係説明員から事項別明細書についての説明を求めた後、

歳入歳出全般に関する質疑、総括質疑、討論、採決の順で審査を進めます。 

 歳入歳出全般に関する審査ですが、一般会計は、歳出、歳入の順とし、歳出は款ごとに、

歳入は一括として進めます。 

特別会計については、歳入歳出を一括して、これを進めます。 

 なお、本委員会での審査に際しては、同一議題に対する質疑を３回までとする会議規則第

５４条の規定は、これを適用しないで行うこととしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま決定のとおり、予算審査特別委員会を進めます。 
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各会計予算の審査に入る前に報告いたします。 

理事者より、本委員会での審査にあたり、主幹、係長等を説明員として会議に出席させた

い旨の要請がありました。 

なお、主幹、係長等による説明は、理事者から特に申出があった場合で、委員長において

指名したときにこれを認めることとするので、ご了承願います。 

質疑の進め方ですが、事項別明細書等に記載されていない事項は、総括質疑でお受けしま

す。 

関連質疑については、先の質疑者の質疑終了後にお受けします。 

 日程第２ 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についての件の審査を行います。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 はじめに、事項別明細書２９ページ・３０ページ、１款議会費について内容の説明を求め

ます。 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算における歳入歳出予算、事項別明細書の歳出

について説明させていただきます。 

 説明にあたりましては、款、項、目、本年度予算額を申し上げ、新たなもののほか、内容、

予算額に大幅な変更のあるものを中心に、それぞれ目ごとに担当説明員から順次説明させて

いただきます。 

 最初に、２９ページ、３０ページをお開きいただきたいと思います。 

１款、１項、１目ともに議会費で５,６７０万円、前年比７０万円の減。報酬から負担金、

補助及び交付金まで、議会運営に要する予算を計上し、減額の主な理由は、条例改正に伴う

手当の改定と議員共済会負担金、負担率の変更によるものでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、１款議会費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、議会費の質疑を終了します。 

 次に、２９ページから５８ページまで、２款総務費について、順次、内容の説明を求めま

す。 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 ２款総務費、１項総務管理費、２９ページから３４ページ下段まで、１目一般管理費９億

２,８６１万１,０００円、前年比５４３万１,０００円の増。特別職を含む職員の人件費、
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役場業務全般に係る事務的経費や庁舎の維持管理費、町長交際費、職員の福利厚生や研修に

要する予算を計上してございます。 

主な内容といたしましては、１節報酬、前年比６５３万７,０００円の減。会計年度任用

職員報酬は、庁舎清掃業務パートタイムで２名分、再任用職員報酬は１名分となってござい

ます。再任用職員につきましては、令和２年度は３名分の計上でございましたが、令和３年

度は１名の計上となったことにより大きく減となってございます。 

２節給料７４１万３,０００円の増。特別職給料は３人分、町長部局が前年比１人減の８

６人分でございますけれども、管理職が３人増であるため８３６万９,０００円の増。議会

費は前年同数の３人分で２８万８,０００円の減、教育委員会は前年同数の２０人分で１２

６万６,０００円の減、農業委員会は前年同数の３人分で２４６万５,０００円の減、合計で

は前年比１人減の１１２人分の計上でございます。再任用職員給料は５分の５勤務の職員１

名分を計上してございます。 

３節職員手当等は４３０万５,０００円の増。主な手当別の増減では、勤勉手当１１３万

２,０００円の増、管理職手当１６２万２,０００円の増、時間外勤務手当は１８万９,００

０円の減となってございます。３１ページから３２ページに移りまして、住居手当は１４６

万３,０００円の増、退職手当組合負担金は６８万２,０００円の減、再任用職員に係る期末

手当から時間外手当までの増は、給料で支弁する５分の５勤務職員に係る各種手当てでござ

います。 

 ４節共済費５４万円の増。市町村職員共済組合負担金で１４３万４,０００円の増。社会

保険料は８６万５,０００円の減。 

８節旅費１２９万５,０００円の減。研修旅費について町村会で実施する新規採用職員を

２年目、５年目の職員研修を旅費から負担金に科目を変更したことにより９５万５,０００

円の減。 

１０節需用費は１８９万４,０００円の増。光熱水費の電気料で新庁舎空調設備等の運転

調整等により２３７万円の増としてございます。 

 ３４ページに移りまして、上のほうの１２節委託料６９万円の減。同節内一番下の職員研

修業務委託料４４万円の増。新規業務で職員の能力資質向上のため、法制関係会社の自治体

向け研修メニューから選定し、実施するものでございます。 

１８節負担金、補助及び交付金で４０万１,０００円の増。同節内、上から４段目、十勝

町村会負担金は、基本会費のほか特別会費でテレビ会議システムの負担金５万９,０００円

の増、旅費から移行しました職員研修に係る負担金２５万７,０００円の増などによるもの

でございます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

３３ページ下段から３６ページにかけまして、２目文書広報費、予算額７３８万９,００

０円、前年比１１万５,０００円の減でございます。ここでは、広報たいきの発行、ホーム

ページの維持管理、難視聴対策事業に係る経費を計上しております。 
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○鈴木総務課長 

３５ページから３６ページ中段の３目財産管理費３,１５１万７,０００円、前年比６４５

万円の増。普通財産の維持管理経費や公共施設除排雪経費などを計上し、増額の主な理由は、

１２節委託料の公共施設除排雪等業務で４４８万８,０００円の増。１４節の工事請負費で

は、旧歴舟中学校の教員住宅２棟３戸の解体工事費を計上したことによるものでございま

す。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

同じページの下段から４２ページにかけまして、４目企画費、予算額４億７３６万８,０

００円、前年比１９８万１,０００円の減でございます。ここでは、企画調整推進事業、多

目的航空公園維持管理、移住促進事業、スマート街区構築事業、宇宙のまちづくり事業など

を計上しております。主なものとして、地域おこし協力隊の設置事業で４７２万３,０００

円、大樹町地域公共交通会議への負担金で５６１万９,０００円、スマート街区構築事業に

係る委託費や工事請負費で３億３,１２０万円、地域プロジェクトマネージャーの報酬や企

業版ふるさと納税に係る経費、北海道宇宙サミット実行委員会に対する補助金など、宇宙の

まちづくり事業として４,０３０万４,０００円を計上しております。 

○鈴木総務課長 

４１ページから４２ページ、中段になりますけれども、５目公平委員会費、前年同額の１

万５,０００円。委員報酬と費用弁償を計上してございます。 

○林住民課長 

続きまして、６目防犯交通安全推進費、本年度予算額２８４万１,０００円、前年度との

比較３０万３,０００円の増となっております。ここでは、交通安全指導員の報酬など、交

通安全や防犯活動の推進に係る費用を計上しております。増額の要因は、所管する車両２台

の車検に要する経費により増となったものでございます。 

○鈴木総務課長 

４３ページから４４ページ中段になりますけれども、７目福祉センター費１,０４１万５,

０００円。福祉センターの維持管理経費で、前年比１６７万６,０００円の減。減の主なも

のにつきましては、昨年度は中ホールのドア修繕を計上しておりましたが、今年度は一般修

繕のみの計上で１０１万１,０００円の減としたことによるものでございます。 

４５ページにから４６ページにかけまして、８目電子計算費５,１１２万８,０００円。行

政用電算システムの維持管理などの経費で、前年比１,１４３万９,０００円の減。減の主な

内容といたしましては、１２節委託料の電子計算機器設定業務で新規購入のパソコン設定台

数について令和２年度の７２台分から令和３年度１０台分となったことにより２６９万７,

０００円の減。同じく、委託料で健康管理システム改修業務は、当初予算に計上する改修業

務がなく２５８万７,０００円の減。１３節使用料及び賃借料では、データセンター利用料

でグループやシステムの他社への更新のほか、自治体クラウドへの移行などにより２３６万

５,０００円の減。１８節負担金、補助及び交付金では、社会保障税番号制度に伴う中間サー
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バー借上料でシステム更新によるシステム設計構築移行等の業務がなくなったことにより

１３６万８,０００円の減となってございます。 

４５ページ下段から４８ページ上段にかけまして、９目車両管理費１,１０１万円、前年

比５,４２８万１,０００円の減。各課の管理に属しない車両の管理経費、乗用車８台、バス

２台、トラックとダンプ各１台の計１２台分の維持管理に係る経費を計上してございます。

減の主な内容につきましては、備品購入費で、前年度は福祉バスと連絡乗用車（ステーショ

ンワゴン型）１台を更新したものの減によるものでございます。 

４７ページから５２ページにかけまして、１０目諸費１億２,１０１万８,０００円、前年

比２,７６２万３,０００円の増。名誉町民等審査委員会などの諮問組織の運営費、区長報酬

等行政区関係経費、街灯の維持管理経費、消費者保護対策経費などを、また、今年度からは

生花簡易郵便局の運営に係る各種費用を計上してございます。増の主な理由につきまして

は、５０ページになりますが、１４節工事請負費で、令和２年度では晩成行政区会館の改築

工事を行いましたが、本年度は生花行政区会館改築工事（外構を含む）建設費と現在利用し

ている生花研修センターの解体工事費合わせ８,２１５万７,０００円を計上し、前年比２,

２１５万７,０００円の増。１７節備品購入費では、同会館の改築に伴う初度備品でテーブ

ルと椅子など１１８万１,０００円を、簡易郵便局運営事業では、人件費として会計年度任

用職員の報酬、フルタイムで週４日勤務の方１名、それから週１日勤務の分を１名として計

上のほか、共済費で雇用保険料と社会保険料を計上してございます。その他の運営に係る費

用といたしましては、消耗品、郵便料、電話料、生花行政区会館の改築が完了するまでの間、

現生花郵便局の局舎を借り上げて運営するため、建物借上料と郵便局連合会負担金などを計

上したことにより増となったものでございます。 

５１ページから５２ページにかけまして、１１目庁舎建設費１９億５,６２６万７,０００

円、前年比１９億５,５５８万１,０００円の増。増の主な理由は、令和２年度は庁舎建設に

向けた確認申請手数料のみを計上してございましたが、今年度は新庁舎建設工事１７億９,

４４９万１,０００円のほか、予算計上の主なものといたしましては、１０節需用費の修繕

料では工事の工程上支障となる現庁舎への高圧ケーブルなどの配線変更１５０万３,０００

円。１２節委託料では、現庁舎の解体工事に向け、建物建設中のアスベスト等含有調査業務

で１２７万９,０００円。庁舎内ネットワーク環境構築工事では、行政情報系、個人番号系、

インターネット系、公衆無線ＬＡＮ系の４系統に係る環境構築工事で３,０４０万８,０００

円などのほか、新庁舎用備品として机・書棚などの庁舎内備品、それから柏林公園のカシワ

活用備品として応接セット打合せテーブル、３階傍聴ロビーのテーブルセットなどの購入で

９,９６７万２,０００円を計上してございます。 

○林住民課長 

続きまして、２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額９３４万１,０００円、前年度

比較は９１万２,０００円の増。ここでは、徴税の賦課徴収などに係る費用を計上しており

ます。５４ページの１３節使用料及び賃借料になりますが、家屋評価における評価の平準化
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と作業効率のアップを目的に家屋評価システムの導入費用を計上したことで増額となって

おります。 

次に、３項、１目ともに戸籍住民基本台帳費、本年度予算額１,２１０万５,０００円、前

年度比較は９６万５,０００円の増となっております。ここでは、戸籍や住民基本台帳管理

業務などに係る費用を計上しております。戸籍法の改正に伴う戸籍システムの改修が年次計

画で進められておりますので、１２節委託料に令和３年度で実施する作業の費用を計上いた

しました。令和２年度までは、この項に計上しておりました「ようこそ赤ちゃん事業」は予

算科目を６款２項の林業費に移して継続することとしております。 

○鈴木総務課長 

５５ページから５６ページにかけまして、４項選挙費、１目選挙管理委員会費３７万８,

０００円、前年比３万８,０００円の増。選挙管理委員会委員４名分の報酬、費用弁償など

を計上してございます。 

２目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査審査費９５９万３,０００円の皆

増。本年度は、４年の任期である衆議院議員総選挙の年であることから、予算を計上したも

のでございます。財源は全額、国道支出金でございます。 

以上でございます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

同じページの下段、５５ページから５８ページ上段にかけまして、５項、１目ともに統計

調査費、予算額６７万４,０００円、前年比３２８万５,０００円の減でございます。昨年実

施しました国勢調査に係る経費が減額となっております。 

以上です。 

○鈴木総務課長 

５７ページから５８ページにかけまして、２段目の６項、１目ともに監査委員費で２２３

万円、前年比２１万９,０００円の減。監査委員２名の報酬、費用弁償、会議等の負担金を

計上してございます。  

 以上で、２款総務費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、２款総務費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ３４ページの難視聴対策事業について、どのような事業なのかお伺いいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 難視聴の対策事業でございますけれども、平成２３年７月にテレビの放送が地上デジタル
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放送に変わりまして、そのデジタル放送の受信ができない地域に対しまして難視聴対策とし

まして、その地域に対して受診ができる場所に受信点を設けまして、そこからケーブル等で

各世帯にテレビが映るようにケーブルをはわすというような事業でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 ということは、受信設備は設置あるけれども、その後の維持費というか経費ということで

すか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 町内の拓進、相川、開進、生花、市街地の緑町の地域５カ所に難視聴地域がございまして、

そこの受信点のアンテナ等の維持管理の経費でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ３０ページの３節職員手当等です。管理職手当が令和２年度で比較して１６０万円の増額

になっている理由については、３名の人数増ということだったのですが、新たなポストでは

なくて、今まで空席になった分、プラス主幹の昇格というような理解でよろしいのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 課長職でいきますと、例えば新たに牧場の参事という席をつくっていたり、参事職が２名

増えている部分が主な内容でございます。課長職レベルで参事職を増やしたという内容でご

ざいます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

参事は、牧場の参事ともう１名を教えてください。 

それから、資料いただいているのは、課長職が２ですよね。それから主幹については、退

職１減の、昇格で減１の増２だから、プラス１ですよね。異動が１と。トータルでいうと１

増ということは、主幹から参事のどこかに異動したというような内訳になっていて、相対で

３ということですよね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 
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○鈴木総務課長 

 すみません。先ほどの参事につきましては、もう１名は保健福祉課の参事となります。 

それから主幹につきましては、説明資料を事前に提出させていただいていますけれども、

退職者がいたこと、それから異動、それから昇格２名などによって増になっているものでご

ざいます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ちょっとすとんとこないのです。管理職にプラス２ですから、昇格というのは主幹以下か

ら昇格をしたと。異動１というのは、異動はどこかから、主幹かどこかから上がっていると

いう解釈をすれば、２が増えるのですね。ということは、今度は、主幹のほうは管理職のほ

うの課長職のほうに行きますから、こことの整合性が、もごもご言われて、はっきり分から

ないのですよ。相対で、話は３名増えたよというのは分かったのですけれども、その辺の動

きがどうもつかめないので、もう１回お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

異動については、資料をお渡したとおり、他の会計、ここは総務費ですので、総務費以外

の部署から異動してきたので増えているというところがございます。それから主幹職から参

事職に上がったということで、主幹職が減で、課長職がプラス１とかという増減がございま

す。そういった内容で、主幹職につきましては３増の２減ということで、プラス１名の増。

それから課長職については、２名の増という形で、合計で３の増という内容になってござい

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３２分 

再開 午前１０時３３分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 この件については、また後でお願いします。 

ほかに質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 簡単な質問なのですが、３４ページの委託の１２番ですが、確認したいのは、この中に自
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動ドアの保守点検並びにボイラー施設の点検という事項が抜けているのですが、これは２年

に１回という解釈でいいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 自動ドアにつきましては、庁舎の自動ドアの点検でしたので、もう庁舎を使わなくなると

いうことで、法定点検ではないというものでしたので、自動ドアのほうの点検は、令和３年

度は行わないことにしました。それとボイラーの保守についても同じような内容で、庁舎の

ほうについては、点検はしないという内容になってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ３０ページの給料のところで、それぞれ町長部局、それから議会事務局、教育委員会、農

業委員会というふうにして人数を教えていただきました。これについては、町の条例の定数

法でいうところの人数というのは、ここの積上げの数字以外にどのような人がいて、今の定

数法の中との実際の人員の差異を知りたいと思っているのですけれども、そういうことは可

能ですか。 

あと、会計年度任用職員というのは、各ページから次から次に出てくるのですけれども、

そういうふうな部類の俗に言う定数法に合致するような職員と、それから、ここでいう会計

年度任用職員ですとか再任用職員の大樹町のトータルの人数というのは出るのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 町長部局の条例定数については１４１で、今、予算計上しているものについては、その中

で収まっております。 

 もう１点の会計年度任用職員とか再任用の関係ですけれども、そちらの関係につきまして

は、フルタイムで再任用する職員についてのみは定数条例の中でカウントする部分ですけれ

ども、それ以外の会計年度任用職員でも５分の４勤務、それから会計年度任用職員について

は、定数外の職員という形のカウントになります。 

 トータルの人数というのは、実職員でいきますと、病院、介護保険、介護サービスとかほ

かの会計も含めて、今現在２３９という人数になってございます。条例定数については、全

部で２４８という形の内数となってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

 理解がすみません。定数法でいうところの条例上の定数が１４１とおっしゃられました

か。そして、それは超えていないのは当たり前というか、超えてはならない数字なのですけ

れども、実際の今の１４１に対して、実際の人数をお聞きしたかったのと。 

それから、再任用ですとか会計年度の５分の何ぼというのは、月曜日から金曜日までが５

分の５とか、木曜までの人は５分の４ということでしたら、そのトータルの人数というのは

出るのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 まず、最初の町長部局になりますけれども、町長部局の１４１に対して、実人数につきま

しては１３６人になってございます。 

 会計年度任用職員につきましては、俗に言う臨時職員なものですから、委員おっしゃると

おり、各会計にばらけて数字を持っていますので、すみません、会計年度任用職員を含めた

全体の数字というのは、手持ちの資料を持ってございません。 

 同じ人が別な部署で働いている職員もいるものですから、延べというのはすぐ出せるので

すけれども、実人数というのは圧縮しないといけないものですから、多少時間がかかるとい

うことになります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

資料は、後でいいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ４２ページ、４目企画費の１８節負担金関係なのですが、移住支援事業補助金について１

００万円の予算計上されているのですが、一応内容の資料をいただいたのですけれども、１

００万円の補助ということなのですけれども、町の負担的には１世帯当たり４分の１になる

と補助金自体の金額は１００万円ですけれども、町の負担金は４分の１ですよね。というこ

とは、想定的な世帯というのは４世帯ぐらいとか、概算でそういうふうに試算しているので

しょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 今回予算を計上させていただいたのは、１世帯で１００万円の想定させていただきまし

て、町の負担は４分の１の２５万円になりますが、歳入では国・道の補助金が７５万円入っ

てきまして、町の負担２５万円を足して、１世帯の方に１００万円を補助するというような

制度でございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 確認なのですが、今回の予算は１００万円の予算ということでいいのですね。分かりまし

た。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 同じく３０ページの職員の時間外手当なのですけれども、これは、課別に積み上げていく

のか実績の職員ベースで積み上げていくのか、どのような積上げ方をしているのでしょう

か。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 各課に、職員ごと、それから業務ごとの経常的な業務、それから臨時的な業務とかに分け

て、何時間程度予測されるかというのを取りまとめしまして、それの積上げで計上している

のですけれども、最終的には多くなるものですから、実配分としてもう少し控えてやってい

ただきたいというようなことで、圧縮しながら予算計上している内容でございます。ですか

ら、細かく、人ごと、業務ごとで積上げして、この数字の予算計上をお願いしているところ

でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 お仕事されている分ですから、当然、時間外予算がないということでとまらないことにつ

いては承知しているのですけれども、例えば、課ごとの配分ではないけれども、予算の俗に

言う配分的なことというのは、例えば総務課のほうのしかるべき係が○○課に対して予算の

限度額に近いよとか、そういうふうな運用の仕方というのはされているということなのです

ね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 毎月、月締めで時間外の実績が上がってきて、支給させていただくところなのですけれど

も、その内容について、職員全員が見れる状態で、何時間を課ごとに行っていると、金額は

この金額で支出しているというような内容を、毎月周知させていただいております。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４０ページの１項総務管理費、４目企画費の１２節委託料なのですが、令和２年度も計上

してありました大樹エアロスペーススクール業務であります。１５０万円の計上なのです

が、昨年もお聞きしたのですが、令和３年度もこのスクールに大樹高校の生徒がもし今後希

望があれば、ここには参加できるという道はついているのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 今年度予定していて、コロナの関係で実施できなかったのですけれども、来年度もこれま

でどおり、大樹高校から１名ないし２名参加する形に考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 ３８ページの総務管理費の中で４,０３４万円、宇宙のまちづくり推進事業の使い道の詳

細についてお伺いしたいのですけれども、この中で、企業版ふるさと納税のＰＲ業務１１０

万円の予算を見ているのですが、この内容についてお知らせいただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 企業版ふるさと納税ＰＲ業務なのですけれども、資料のほうでお答えさせていただいてお

りますけれども、ＪＴＢで運営するポータルサイトふるさとコネクトにおきまして、現在無

料で大樹町の情報は掲載しているのですけれども、さらにＪＴＢに関係のある企業に対して

あっせんしていただくということを業務として委託したいなと思っております。 

 基本的に、成功報酬となっておりますので、例えば予算で計上しているのは１,０００万

円を想定しまして、それに対する手数料１０％になるのですけれども、その金額１１０万円

を予算として計上しておりますので、集まらなければ、費用はかからないという形になりま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 それでは、今回１０％の手数料ということで、これ以上、１億円以上、５億円とか多数出

ていくと、これが増えるということですね。分かりました。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 ４０ページ、一番下のほうですけれども、北海道再生可能エネルギー振興機構負担金とい

うことですが、いつも聞いているのですが、再生可能エネルギーの中身ですね、具体的な再

生可能エネルギーというのはどういう項目を予定しているのか、お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 再生可能エネルギーの項目でございますけれども、自然エネルギーですとかいろいろある

のですが、その中で太陽光発電によるエネルギーですとか風力、バイオマス、地熱、水力、

海洋エネルギーですとか、そういった自然エネルギーといったものが再生可能エネルギーの

中に含まれております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 毎年聞いているのですけれども、とにかく大樹はどれを取っても豊富だし、自然を守って

いくとしたらこれは必要なので、この間も一般質問でさせていただいたのですけれども、バ

イオの関係で、これも本格的に振興機構の事業に加えていっていただきたいなというふうに

考えておりますけれども、今、くりりんの問題も出てきていますよね。生ごみの処理でエネ

ルギーとして再生していくという観点から、これもぜひ加えていただきたいなと思いますけ

れども、どうでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１０時５０分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時００分 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 ２款総務費、質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ３６ページの１２節で公共施設の除排雪があるのですが、一つ聞きたいのは、単価は機械

によって何ぼというのは決められて契約されていくものだと思ってはいるのですけれども、

作業時間によって、例えば時間外でないですけれども、１.２５と１.３５と１.６みたいに、

業者の方が作業する時間帯によって単価というのは変わるものなのか、それをお聞きしたい

と思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 うちの予算計上の中では、１２５だとか１３０何ぼだとかという計算の仕方はしておりま

せん。１００分の１００で計算して、積上げて今回の除排雪業務の予算をお願いしていると

ころでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 ５０ページ、４の１４節工事請負費のことで、生花行政区会館の質問をさせてもらいたい

のですが、備品が１１８万１,０００円と、何かすごい高いような気がするのですけれども、

合計が。 

 それと、坪単価というのはいくらなのか、ちょっと知りたいのですが。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 まず、生花行政区会館の備品についてでございます。 

備品計上の予算額につきましては１１８万１,０００円、この内訳の主なものとしまして

は、折りたたみテーブルが２０台、それからスタッキングチェアーということで４０脚を予

定しております。この辺は、製品の価格見積りといいますか、反映した形での積算になって

ございますので、見積りを徴取した上での積算とさせていただいております。 

 それから、建設費のほうでございますが、生花行政区会館の建設工事の建物に係る工事と

しましては７,０５９万８,０００円、それから解体に係る費用としまして１,１５５万９,

０００円を計上しているものでございます。新しい会館の面積につきましては、１７４.９

６平米、それと外構の舗装面積で１７９平米というような積算になってございます。 
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坪単価ということのお話がありましたが、ただいまの建設工事費、建物の１７４.９６平

方メートルに単純に３.３掛けさせていただいた形での坪単価という数字になりますが、１

３３万１,５８０円という形になります。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 ちょっとびっくりするような値段ですね。中は空洞ですよね。うちらも仕事柄、これだけ

あれば、何かすごいもの建つのですよね。ちょっとこれは番外ではないかと私は考えます。 

 そこで、生花と晩成行政区会館の比較をすると、スタッキングチェアーというのは、生花

で４０脚、ところが晩成にはない。折りたたみ椅子は、晩成には５０脚ありますけれども生

花にはないと。車椅子は、晩成には１台あるが生花にはない。これはどういうことか教えて

いただきたい。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 会館に置く備品類につきましては、地域の方々とご相談しながら物を決めていくというや

り方を取らせていただいております。 

まず、晩成のほうですが、今、車椅子というお話がありましたが、車椅子ではございませ

んで、折り畳み椅子の収納用の台車ということになります。収納するにあたって、通常の折

り畳む形のパイプ椅子、畳んで収納するときに台車に並べて置いておくといった形態のほう

が通常時しまっておくのに便利ということで、晩成のほうはこちらのタイプを選ばれたとい

うことになります。それから、若干使える今まで使用していたものの中にもそういったタイ

プのものがあるから、それと合わせたというようなこともあったかもしれません。 

生花のほうのスタッキングチェアーというのは、椅子そのものをその椅子の上に積み重ね

ていくようなタイプの収納ができるタイプの椅子ということです。若干単価は変わります

が、単価の関係というよりは、その行政区の使いやすさで選んでいただいたという形で考え

ております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 椅子に関して、高齢者が下に座るというのは非常に困難なってくるということを配慮して

考えていただきたい。 

 以上で終わります。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４６ページ、１項総務管理費、７目福祉センター費、１３節使用料及び賃借料ですが、除

細動器機の借上料が令和２年度よりも約倍近くに増額なっているので、その理由。 

個数を増やすのかなというふうに思うので、その辺ちょっとお聞かせください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 台数については、１台で変更はございません。 

今回、予算計上にあたりまして、前回のリース期間が終了していて、新たなリース期間に

なる形になっているわけなのですけれども、その中の予算の参考見積りとして取った金額で

計上させていただいて単価アップという形になってございますけれども、実際は、従前と同

じレベルの値段で契約上はいけるのかなと想定している内容でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 新たな契約とリース期間ということは、３万９,０００円から７万円ですから、今度は契

約期間が長いということですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時１１分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 先ほど申したとおり、台数は１台で、リース期間の更新という形で予算計上しているので

すけれども、今、利用していたところからの更新で、更新期間については６０カ月で契約し

ているものでございます。それで、従前とも器械については変わらない内容でございますけ

れども、更新にあたりまして、今までお借りしていたところから参考的に見積りを取って予

算計上したのですけれども、実際の更新にあたりましては、見積り合せをして、競争の原理

を働かせて、契約をするといった内容になっておりますので、先ほど言ったとおり、予算で
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計上した数字未満で更新していけるというふうに考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 再度伺います。では、教えてください。通常のリース契約は、６０カ月ということは５年

間なのか。 

それから、単価は、町の施設にいっぱいあるのですが、それはばらばらなのか。令和３年

度予算の中にもたくさん載っているのですが、全然、単価が合わないのです。ということは、

今、何年間の契約でリースしているものがたくさんあると。そうすると、ここに載ってきて

いるのは、ちょうど令和３年度に更新になっているのは、更新時期だから載るのか、毎年度

ごとの１年間に、例えば３万円なら３万円の借上料を払わなければないからか。そうすると

５年間で１５万円のリース契約をしているのか。 

その辺ごちゃごちゃになっているので総括でお聞きしたいと思いますが、その辺の町内の

施設等における除細動器の数、契約年数、単価等の在り方について、お聞きしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。今はこれだけで結構です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１３分 

再開 午前１１時１３分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ５０ページです。１４節の工事請負費なのですけれども、生花行政区会館の関係なので

すけれども、生花の簡易郵便局と併設ということなのですけれども、業務量も減ってきて、

こういうことになることは何となく想像ついていたのですけれども、受け持ちの生花と晩

成のそれぞれの戸数を教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１４分 

再開 午前１１時１４分 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ３８ページの説明のところの若手芸術家の育成事業で１１０万円ちょっとのトータルの

事業で予算化されております。新しく見学に来ていただくようなことについては、毎年予算

化されていってよろしいのではないかと思うのですけれども、備品ですとか、いろいろな若

手の芸術家の方に対する予算執行というのは、例えば期間だとか予算のトータルの額とか、

この方がずっと１０年も２０年もいたら、このままずっと予算は引き続き支出されていくの

かなという心配があるものですから、何かそのような制限というか、期間なり何なりという

ふうなものがあるのかないのか、まずお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 若手芸術家地域担い手育成事業の関係で、尾田の元の児童館をアトリエとして活用してい

るわけなのですが、そこに設置する備品購入費を１０万円予算計上させていただいておりま

す。それは、必ずしも何が何でも何かを買うということではなくて、必要なものを購入する

ということなのですが、制限は特に設けてはいませんけれども、汎用性の高いものですとか、

個人的なものについては、購入しないという決めは持っております。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。 

もう１つ、ずっと何年もいていただくことは大変ありがたいのですけれども、その方のた

めという備品ではないようにお聞きしましたので、それはそれで、新しい方も来られるかも

しれませんけれども、何か支援する期間だとか、今後そういうふうなことは必要でないかな

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

今の補助要綱みたいな運営の中では、お１人の方がずっと何年もいいよというような制度

というか仕組みになっているのですか。もう１回、そこを確認したいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 現在、若手芸術家ということでアトリエを利用している方は１名おりますけれども、特に

何年までとかという制限を設けているということではなく、一応芸術活動をするというため
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に場所を確保しているものですから、それに伴って使うということであれば、今のところは

何年でも使っていただければと考えているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４２ページの１８節負担金、補助金及び交付金で、先ほど同僚委員から質問がありました

移住支援事業補助金１００万円について、関連の質問をしたいと思います。 

 この事業については、昨年もお聞きしたのですが、東京２３区から大樹町に移住して、町

が登録した事業所に就職しなければ駄目という条件は変わっていないのかということと、 

登録した事業所が、町では何事業所持っているのか。 

それから、登録された事業所に就職しない場合にはこれに該当しないと。登録した事業所

に就職したＡ家族は１００万円出るけれども、そうでない登録されていない事業所に就職し

たＢ家族は出ないと。ここがきちんと厳密に線引きされているということだったのですが、

それは変わっていないのかどうか。 

 それから、町に来て、新たに起業した場合に２００万円出て、３００万円になるというふ

うに聞いているのですよね。というのは、１００万円プラス３００万円だから、ちょっとこ

この整合性が、どこかの事業所に就職したら起業できないので、１００万円はもらえるけれ

ども起業分の２００万円は該当しないとか、そういう組合せになったら、どこかで組合せが

ぶれるのではないかなという気がしないわけではないのですが、去年から条件が変わってい

ないのかどうか、事業所の数等、ちょっと教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず、この制度につきましては、去年から制度は変わってはございません。 

それで、移住支援金につきましては、東京２３区から市町村のほうに移住し、北海道のほ

うでマッチングサイトというのがありまして、そこに登録した法人に就職した方に対して補

助金を支給するというものでございますので、北海道でやっておりますマッチングサイトと

いうところに事業所が登録をするということが必要になってきまして、その登録事業所に就

職した方が該当ということでございまして、登録していない事業所には就職しても、補助金

は該当しないということになります。 

町内でマッチングサイトに登録している事業者につきましては、現在１社という状況に

なってございます。 

起業した場合の２００万円という部分と、今回、登録している事業所に就職した１００万

円というのは別だということで、合わせて３００万円もらうという制度にはなってございま

せん。 
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以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 ３８ページの総務管理費についてお伺いをします。 

 宇宙のまちづくり推進事業で、先ほど負担金のほうで大樹町クラウドファンディング活用

支援事業補助金４７５万円とあるのですが、クラウドファンディング活用支援事業自体の事

業費はおいくらあるのか。そして補助金の内容を教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 大樹町クラウドファンディング活用事業の支援補助金でございますけれども、現在、大樹

町のふるさと納税の一環としましてインターステラテクノロジズ社に対する支援としまし

て、クラウドファンディングを今年も実施しております。この部分につきまして、同じよう

に現在寄附額の目標としましては５００万円を歳入で見込んでおりまして、５００万円のう

ちの２５万円を手数料として差し引きまして、４７５万円をまちづくりに活用するための補

助金に充てるというものでございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 私、ちょっと理解できなかったのですけれども、もう１回すみません、説明を。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２５分 

再開 午前１１時２６分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 申し訳ございません。ふるさと納税として、町に入ってくる一般のふるさと納税もありま

すけれども、それとは別に、クラウドファンディングとして宇宙のまちづくりということで

インターステラテクノロジズ社の宇宙に関連する寄附を募っております。その部分の新年度
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の寄附の見込額を歳入でも入れていますけれども、５００万円を見込んでおります。本来で

あれば、入ってきた分をそのまますぐインターステラテクノロジズ社のほうに補助金として

交付するわけなのですが、いろいろふるさとチョイスですとかといった分の手数料が実際か

かっていますので、町が負担しますので、その分の２５万円分を予算上引いて４７５万円を

補助金として見ているというものでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ４０ページの１２節で天井クレーン保守点検業務ということで１１万円あるのですけれ

ども、これについては、そのような型式のものがここで利用されるということでの点検なの

でしょうか。それとも、エレベーターみたいに、法律で１年に１回、利用されてもされなく

ても、この費用というのは生じるのか、お知らせいただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 天井クレーン保守点検業務ですけれども、こちらは、今まさに建てている２つ目の航空公

園にある格納庫に１トンの天井クレーンをつけておりまして、そちらのほうが労働安全衛生

法及びクレーン等安全規則という法律で決まっていまして、年１回の定期点検を行うことに

なっておりまして、その費用を見込んでおります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 相手方があることだから何とも言えないのでしょうけれども、利用はしていただける見込

みの予定なのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 今回、今の格納庫にはついていないのですけれども、航空公園をご利用いただいている企

業や大学などから、実際に機材を運搬する際に、搬入搬出の際に利用したいというようなご

希望がありまして、２つ目の格納庫に新たにつけるという形にしております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 ３８ページの総務管理費でありますけれども、大樹町地域おこし協力隊設置事業とありま
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して、４７２万３,０００円の支出があるわけですけれども、今年度においては何名なのか、

これが１名なのか、また新たな募集があるのかどうなのか、知りたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 地域おこし協力隊の設置事業の関係でございますけれども、企画費の中で予算を計上させ

ていただいているのは、昨年９月に採用させていただいた、本を活用したまちづくりの方で、

１名分ということでございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４４ページの６目防犯交通安全推進費、１７節備品購入費なのですが、ドライブレコー

ダー１台の購入３万９,０００円になっています。令和２年度のドライブレコーダーの購入

につきましては、車輌管理費で７台購入して、これは７台、２６万１,０００円の予算計上

で、３年計画で対応するということの議論だったと思うのですが、令和３年度については総

務費で１台、あと、ほかのいろいろな款にばらばらにあるのですよね。 

令和３年度は、単価ははっきり分かりませんけれども、大体１５台以上、それにプラス、

ひょっとしたら特別会計もあるかな。そういうような、一括ではなくてばらばら対応になっ

ているのですよ。３年計画という話が間違いでないと思うのですけれども、その辺は崩れた

のか。今年度あって、来年度もあるのか。経費はそういうふうに散らばせたのか。そこを教

えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 ３年計画で町の公用車のドライブレコーダーを整備するということで予算計上している

ところでございますけれども、発注につきましては、総務課のほうで一括発注しておこなっ

ております。積算にあたりましては、フロントのみの部分については１万９,５８０円で計

上しておりまして、前後につけられる車両につきましては３万８,０６０円ということの単

価をもって積算して計上している内容でございます。 

 それぞれ課ごとに管理している所管が違いますので、ちょっと分かりづらいですけれど

も、それぞれの科目で計上しているというような内容になってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 
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○菅敏範委員 

 単価が違うというのは初めて分かりました。 

今、３年計画と言われましたから、次年度、令和４年度もあるということになろうかと思

いますが、ドライブレコーダーの取付けの在り方も含めて、どういうところを走行する、ど

んな業務に使う車両につけるのか含めまして、ここは大体概略３年計画と単価の関係とお聞

かせいただきましたので、総括のほうで、ドライブレコーダーそのものの関係について、車

両の総体の数を含めて、後でお聞きをしたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ４０ページの１８節なのですが、地域公共交通関係なのですけれども、補助金の基本にな

るのは乗車密度ということで従前教えていただいているのですけれども、例えば大樹町の負

担金も年々増えていって心配しているところなのですけれども、乗車密度の分の補助金を少

しでも多くいただけるような仕組みづくりというのは、例えば中札内なんかで高齢者の方に

バス賃を補助するというのか助成するというのか、そういうふうに頑張っている町村もある

し、そうでない町村もあるのですが、その補助金というのは、トータルで広尾線の補助金が

何ぼということで距離である程度案分されていくのではないかなと思っているのですけれ

ども、そういうふうな自助努力みたいのは、町が支出する補助金についてマイナスの補助金

額が少なくなるような、そういうふうな作用に働くのでしょうか。今のところは各自町村が、

例えば中札内のようなことをやっても、ツール計算で距離なり何なりによってバスの補助金

の負担額というのは変わっていくのか。そこら辺はどのように計算方法になっているので

しょう。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 バスの補助金の関係でございますけれども、ここに予算計上させていただいた分につきま

しては、広尾帯広の広尾線の十勝バスの運行に関する補助金でございます。 

この補助金の算定にあたっては、通常の広尾線に係るバスの経常費用に対して国のほうで

補助金の限度額というのが２０分の９という率が定められているところでございます。その

部分に対しまして、平均乗車密度というのが影響してきまして、平均乗車密度が５人を下回

りますと、実際バスを運行していても、１日１２回走らせていても、１１回しか走っていな

いよとか、１０回しか走っていないよという見なし運行回数というふうに補助金上の算定が

行われるわけでございます。ですので、いかに実際運行している回数、実際に運行した距離

分を補助金に算定するためには、乗車密度を上げていかなければならないと。５人以上にし

ていくと、満度にそこの部分は見てもらえるという仕組みになっておりますので、乗車密度
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を上げるために、乗車数を増やしていくということは必要なことかなと思っているところで

ございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。前に教えていただいたので、それで細かい話ですけれども、例えば具体的

に中札内村みたいな、例えば高齢者の方に乗車チケットを補助したりすれば利用率が上がる

から乗車密度の分については上がっていきますよね。何もしない町村だとしたら、もちろん

十勝バスを使ってくださいというＰＲ活動や何かはされると思うのですけれども、具体的に

例えば運賃の半額を持つよとかと言えば、なお利用は増加すると思うのですけれども。 

そこら辺、もう一度、質問が悪かったのか、中札内村みたいな自助努力をしていて乗車密

度が向上したりするのも、各町村プールでなくて、その路線で補助金というのは、逆に言う

と補助の分の町の補助金というのは、路線の中の自分の行政区域の延長で案分されていくの

ですか。例えば大樹町が中札内村のようなことを政策としてやった場合には、乗車密度は通

常は上がることが想定されるのですけれども、その場合に、今の九百何十万円の負担が例え

ば８００万円に落ちるとか、そういうふうなことは想定できないのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず、各沿線の自治体がそれぞれの努力で乗車密度を上げたとしても、路線全体での乗車

密度という考え方になりますので、大樹町の分の負担分がそれだけ減るかというと、そうで

はなくて、距離に応じて負担割合というのが、町を走っているキロ数によって負担割合に応

じて各町の負担金が決まってくるという仕組みになっております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４２ページの上段のほうの１８節負担金、補助及び交付金なのですが、新規計上だと思う

のですが、地域公共交通会議、宇宙サミット実行委員会、地域おこし企業人交流プログラム、

この３つが新規だと思うのですが、大体５００万円ぐらいずつ１,５００万円補助すること

になっているのですが、どんな事業内容なのか、概略だけちょっと教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず、私から地域公共交通会議負担金の５６１万９,０００円についてご説明させていた
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だきたいと思います。令和２年度におきましては、バスの実証運行を走らせておりますけれ

ども、地域公共交通計画を策定するために、地域公共交通会議を開催して、その計画策定に

取り組んでいるところでございます。 

令和２年度におきましても、町から地域公共交通会議に対して負担金を交付いたしまし

て、公共交通会議の中で今事業を取り組んでいるところでございまして、まず公共交通会議

を策定するための会議を今年度開催しています。令和３年度におきましては、公共交通計画

を基に実際に本格運行を行うに向けて、内容を協議、検討したり、さらなる実証運行を実施

していこうというような内容を検討する会議の場でございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

私のほうから、宇宙の関係で負担金が増えているのは３つございます。宇宙サミットと、

それから宙ツーリズム推進協議会、それから地域おこし企業人交流プログラム負担金の３つ

になります。 

北海道宇宙サミット実行委員会補助金につきましては、実際に今計画段階ではありますけ

れども、今のところは帯広のほうで複数のセッション、講演みたいなものをやるのと、それ

から実際に航空公園に来てもらったり、射場を見てもらったりするフィールドワークなんか

を組み合わせたイベントを企画しております。企画する費用は全体で６２０万円ほどかかり

まして、このうちの半分の３００万円を道の地域づくり交付金、それから１００万円を十勝

財団の負担金、残った２２０万円を大樹町からの負担金で賄うことを考えております。 

それから、宙ツーリズム協議会１０万円なのですけれども、こちらが全国的な組織なので

すけれども、宙ツーリズム協議会という協議会があります。こちらはいろいろな「そら」、

本当の空から宇宙までの全体を「宙」というふうな形で考えていまして、そこでのいろいろ

なツーリズムを考える協議会、官民学連携の協議会になっております。こちらのほうは、イ

ベントの企画、協力に対する支援を行っていただくような団体になっていまして、大樹町で

もこれから宇宙をコンテンツとした観光資源のメニュー開発であるとか、ガイドの規制など

を考えておりまして、そこに対する専門的な視点からのアドバイスなどを受けることを考え

ておりまして、協議会へ加入する予算を計上しております、 

それから、地域おこし企業人交流プログラム負担金５６０万円ですけれども、こちらが平

成２６年から国のほうでスタートした制度でして、都市圏に所在する民間企業から社員を受

け入れまして、そのノウハウとか知見を生かして地域の独自の魅力、価値の向上につなげる

業務に従事してもらう制度になっています。大樹町でも、宇宙をコンテンツとした観光資源

とした修学旅行プログラムなどを検討するために観光分野の大手企業、東京在住の企業から

社員を受け入れることを計画しておりまして、予算計上させていただいています。 

以上です。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ４４ページの福祉センター費についてお伺いします。 

１２節の委託料の電話ファクス保守点検業務というのが、予算書をずっと見たのですけれ

ども、例えばいろいろな町の出先の機関、施設なんかにも電話ファクス保守点検業務という

のがなかったのですけれども、特別ここの福祉センターの機器だけが毎年このようなお金が

かかって保守点検が必要なのか、そこをお聞きします。 

どうしても他の出先の機関で、例えば電話とファクスが別々でお金かからないのだよとい

うのであれば、今年度限りの器械にして、更新のほうがなお安くなるのではないかなと思う

のですがいかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 こちらの器械につきましては、ビジネスフォンと言われる業務用の器械で、主装置という

ものも置いていまして、それで受話器何台も置いて、それを特化する主装置の保守というこ

とで予算を計上させていただいております。役場の庁舎なんかも保守が入れる間は保守計上

させていただいておりまして、今年度、昨年度については保守期限切れということで、庁舎

も新しくなるということで、そちらのほうの予算計上はしていなかったところなのですけれ

ども、そういった内容で、福祉センターについては、それぞれの子機の保守ではなくて、親

機の保守ということで予算計上させていただいているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ちょっと詳しいこと分からなくて申し訳ないのですけれども、例えばらいふのようなとこ

ろであれば、職員がたくさんいて、多分、親機、子機の関係が成立する施設でないかなと勝

手に思うのですけれども、そこなんかは、言葉の教室でもいいですし、周り病院でも何でも

いいのですけれども、今おっしゃったようなことの親機の保守点検というのは生じていない

のですか。僕の予算書を見るのが甘いのかもしれませんので、間違っていれば、申し訳なく

思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 主装置については、それぞれ予算計上しているところですが、実は、らいふにつきまして

は役場と同じ器械を使っていまして、もう保守期限切れなものですから、昨年、今年度につ
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いて、らいふ庁舎、それと役場庁舎については、予算計上していないところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 同じく４４ページの１０節の需用費の福祉センターの修繕関係はどのような内容で計画

されているのかお知らせください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 今回、計上させていただいております修繕料１３０万円ですけれども、先ほど説明の中で

も、昨年度は中ホールのドアとかということで大きなものがあったのですが、今回の１３０

万円につきましては、一般修繕ということで、どこのために予算計上しているということで

はなくて、この１年間に修繕が必要になったときのために充当するための計上でございま

す。通常の一般的な計上となってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４６ページの８目電子計算費、１７節備品購入費なのですが、行政情報端末機器の購入で

あります。令和２年度に６５１万円で３７台を購入するということで聞いていて了解したの

ですが、今年は６５０万円の計上であります。ということは、また同じように３７台かなと

いうふうに理解するのですが、これは３７台、３７台と、ずっと毎年続くのか、どこかで終

わるのか。計算機器について疎いので説明していただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 行政情報端末ということで、一くくりで予算計上させていただいていますけれども、その

中にはパソコンのほかにレーザープリンターだとか周辺機器の分も入ってございます。パソ

コンの台数につきましては、今年度の予算計上につきましては、新品のパソコンを１６台、

それから今回値段を安くするということで、中古１６台を予定して計上させていただいてい

るところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

 ４８ページの消費生活相談員の報酬についてお伺いいたします。 

 下のほうにも費用弁償も同じぐらいの金額で旅費が用意されていますけれども、この１年

間の中で、この方が悪いとかというふうな意味でなくて、遠くから来られている方でないか

なと思うのですが、どうしてもいなかったでしたか。お金がもったいないとかという意味で

なくて、交通事故の危険もあれば、さらに言えば、地元の方だったら費用弁償も生じないの

かなと思ったりもしているのですけれども、そこら辺は予算計上にあたって、この１年間ど

のような努力をされてきたのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 消費生活相談員の関係でございますが、予算計上にあたりましては、現在お願いしている

相談員の方を引き続きお願いするという内容で予算計上させていただいております。 

後継といいますか、将来にわたって次の世代を担っていただくような相談員の方というも

のの育成というのは、非常に必要なことで何とかしていきたいなということで、簡単な講習

会に関しての呼びかけですとかといった部分については取り組んではいるのですが、今のと

ころといいますか、今もってといいますか、そういった形で取り組んでいただける方がなか

なか見つからないという状況になってございます。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 ３８ページですけれども、核兵器廃絶平和宣言等推進事業とあります。これはどのような

事業ですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 核兵器廃絶平和宣言等の推進事業でございます。事業費としましては１５万４,０００円

を計上させていただいているところでございますが、この中の主なものとしましては、日本

非核宣言自治体協議会というのがありましてその負担金と、核兵器廃絶平和宣言の派遣者費

用助成金といたしまして、広島もしくは長崎のほうで平和記念式典が行われる際に高校生等

派遣する旅費を１名分見込んでいるというところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

村瀨委員。 
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○村瀨博志委員 

 大樹町では、核兵器廃絶平和に向けて町としてやっているという解釈でいいですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 町といたしましては、核兵器廃絶平和宣言を平成４年３月にしておりまして、そういった

こともありまして、協議会のほうにも加入しているというところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 分かりました。それで、ここに同じような事業だと思うのですけれども、それに伴う派遣

者費用助成とあります。１４万１,０００円と。これは、場所はどこで。多分派遣している

のだからどこかの場所に行っていると思うのだけれども。分かれば具体的にお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午前１１時５８分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 この派遣者の費用助成金の関係でございますけれども、毎年、町では平和記念式典、今回

予算を組ませていただいたのは長崎市のほうで行われます平和記念式典に高校生、または中

学生を派遣するということでございまして、広島市と長崎市ということで、毎年交互に派遣

するような形をしておりまして、それに対する高校生等の派遣に対する旅費分でございま

す。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 先ほどの４６ページの１７節の備品購入費の行政端末機器です。飲み込めないまんま終

わってしまったので、毎年あるのかと聞いた分のお答えをもらっていなかったのと。 
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それから、行政情報端末機器というのはパソコンの購入だと。ということは、特殊な業務

に使用するパソコンだから行政端末機器という言い方をして、それを、例えば去年の３７台

と今年の７４か５台ぐらいあるという理解を単純にしておけばいいのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 まず１点目の、すみません、先ほどご説明漏れで申し訳ありません。毎年かという部分で

すけれども、Ｗｉｎｄｏｗｓという基本操作システムを使っているパーソナルコンピュー

ターでございますけれども、今現在、役場で使っているのは３００台以上ございまして、そ

の中でＷｉｎｄｏｗｓ７と言われる基本操作システムを使っているものの開発元のマイク

ロソフトというところのサポートがもう終了しているという中で、それを積んでいるパソコ

ンをＷｉｎｄｏｗｓ１０という新しいものに移行していかないといけないので、ある程度の

更新が終わるまでは何年間かかかるかなと思っております。 

 もう１点につきましては、行政情報端末という名称で計上しておりますけれども、そちら

の中身につきましては、役場の中のネットワークの系統が個人情報を扱う系統のものと、そ

れから通常の一般業務に使うものと、それからインターネットに接続するという３系統のも

のがございまして、その中で同じ名称を使わせていただいて計上しております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総務費の質疑を終了します。 

休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

ここで、後刻説明としておりました、菅委員、西田委員の総務費に関する質疑についての

説明を求めます。 

はじめに、鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 最初の菅委員のほうから質問されまして説明不足でありました管理職の関係についてご

説明させていただきます。 
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 まず、課長職ということで、課長及び参事という内容になっておりますけれども、課長に

つきましての欠員はなく、増減はございません。参事職につきまして、２名増ということで、

令和２年度計上では１１名だったところが１３名ということの内容で、２名の増となってお

ります。それから主幹職につきましては、令和２年度４名、それから令和３年度５名という

ことで１名の増となってございますけれども、内容といたしましては、係長職から主幹職に

昇格した者が２名、それから、ほかの町長部局というか、町以外の一部事務組合から異動し

た者が１名ということで３増になってございます。一方、主幹職で退職した者が１名、それ

から主幹職から参事職に昇格した者が１名ということで２名の減ということで、３プラス２

減ということで、１名の増という内容になってございます。 

 それから、西田委員のほうから質問されておりました会計年度任用職員の総体の数でござ

いますけれども、これにつきましては、それぞれ全部局、それから特別会計なども含めて、

全部の大樹町で雇用している会計年度任用職員につきましては１７１名という数字になっ

てございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 次に、林住民課長。 

○林住民課長 

 午前中、志民委員からご質問のありました、５０ページの生花行政区会館に関連して、生

花・晩成地区の世帯数についてご質問がございました。回答できず申し訳ございませんでし

た。令和２年１２月末日現在ということで押さえていただきたいのですが、生花行政区３２

世帯、晩成行政区、同じく３２世帯となってございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 それでは、会議を続けます。 

 次に、５７ページから７２ページまで、３款民生費について、順次内容の説明を求めます。 

 井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

それでは、５７ページ中段から６０ページ中段にかけまして、３款民生費、１項社会福祉

費、１目社会福祉総務費、予算額３,１１４万４,０００円、前年比６５万４,０００円の減

でございます。ここでは、民生児童委員協議会の経費、遺族援護費、社会福祉一般事業に係

る経費を計上してございます。  

次に、５９ページ中段、２目老人福祉総務費２,５８６万１,０００円、前年比３４万３,

０００円の増。ここでは、老人福祉全般の予算を計上してございます。 

その下、６２ページ中段にかけまして、３目心身障害者福祉費２億３,３３２万８,０００

円、前年比１８９万６,０００円の増。６２ページの１９節扶助費では、障がいのある方の
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介護給付費や訓練等給付費などに係る経費を計上してございます。 

○林住民課長 

続きまして、同じページの下段になります。４目国民年金事務費、本年度予算額３５万５,

０００円、前年度比較は３２万５,０００円の増となっております。ここでは、国民年金事

務に係る費用を計上しておりますが、令和２年度の税制改正に対応するため、システムの改

修が必要となりましたので、増額となってございます。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長  

その下から６４ページ上段にかけまして、５目高齢者保健福祉推進センター費９０２万

４,０００円、前年比１４万円の増でございます。高齢者保健福祉推進センターらいふの施

設維持係る経費を計上してございます。 

○林住民課長 

続きまして、６３ページ、６４ページ、６目福祉医療諸費、本年度予算額１億６,００３

万７,０００円、前年度比較は７６万４,０００円の増となっております。ここでは、重度心

身障害者医療、ひとり親家庭の医療、乳幼児及び児童の医療に係る費用を計上しているほか、

国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の町が負担するルール分などを計上しております。

１８節の後期高齢者医療給付費負担金が１５０万円の増、１９節の扶助費は各種制度におけ

る医療費の動向を考慮して計上しておりますが、こちらは７０万円の減となってございま

す。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

その下から６６ページ下段にかけまして、７目発達支援センター費５,２４５万９,０００

円、前年比２１３万２,０００円の減でございます。南十勝４町村と幕別町忠類地区の子ど

もを受け入れて発達支援を行うため、センター運営に係る経費を計上してございます。減額

の主な要因は、給料、諸手当等で、退職と新規採用の差額によるものでございます。 

その下から６８ページ中段にかけまして、８目公衆浴場費１,１８４万円、前年度比３２

１万１,０００円の減でございます。減額の主な要因は、昨年度、地下タンクライニング工

事が完了したことによるものでございます。 

○林住民課長 

６７ページ、６８ページの中段になります。２項児童福祉費、１目児童措置費、本年度予

算額７,０１８万８,０００円、前年度比較は６３２万５,０００円の減となっております。

ここでは、児童手当とその支給に係る費用を計上しておりますが、対象となる児童数の減少

が見込まれることから減額となっております。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

その下から７２ページ中段にかけまして、２目児童福祉施設費２億１,６７６万４,０００
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円、前年比７１５万４,０００円の増でございます。町立尾田認定こども園と学童保育所の

運営経費、大樹福祉事業会が運営する南北の認定こども園に係る経費を計上してございま

す。６８ページの下段、２節給料、３節職員手当等は、尾田認定こども園と学童保育所に予

定している会計年度任用職員の給料と諸手当の分でございまして、これにつきましては、皆

増で計上してございます。７０ページ上段、７節報償費で赤ちゃん誕生祝い金を支給するた

めの予算を計上してございます。 

７１ページ中段、３目児童福祉施設整備費８億３,１６０万円、前年比８億９６０万円の

増。１８節補助金として、法人認定こども園の改築に係る建設工事費を計上してございます。 

その下、３項生活保護費、１目扶助費、予算額５万円。北海道が生活保護の支給決定まで

の時間を要する場合、その間の生活費を一時立替えする経費を計上してございます。 

４項災害救助費、１目災害救助費、予算額１５万円。災害救助法に基づく費用が国などか

ら支給されるまでの間、その一部を応急的に立替える経費を計上してございます。 

以上で３款の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、３款民生費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民委員 

 ６２ページの上段のほうの１２節委託料ですが、配食サービス事業委託業務ですけれど

も、大変好評だと聞いておりますが、利用人数はどのぐらいになっているでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 ここの部分の配食、心身障がい者に係る部分については、現在１名の方が利用しておりま

す。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ６０ページの２０節の貸付金なのですが、高齢者等にやさしい住宅の貸付金なのですが、

決算なんかではお借りする方が昔に比べたらぐっと少なくなっていると思うのですけれど

も、昔８０万円から１００万円に１回なったような気がするのですけれども、時間が経過し

ていて、１００万円というのがあまりにも低い額だから利用者の方が少ないのかなと思うの

ですが、事務をやっていて、今回も１００万円計上していますけれども、利用者ですとか金
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額のことについて、お考えがあればお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 高齢者にやさしい住宅整備資金の貸付けでございますが、ここ数年、委員おっしゃるよう

に、実績がないという状況でございます。 

今回、仮に１名分ということで予算を計上させていただきました。この１００万円が多い

のか少ないのかということでございますけれども、なかなかそこは何とも言いがたいのです

が、ただ、６５歳以上の高齢者、障がい者の方が同居するための住宅を整備するという要件

になってございますので、同居していくというのがなかなか今の情勢に沿って核家族化とい

うことになってきておりますので、そういう部分もやはりあるのかなというようなことで見

ております。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 確認ですけれども、１００万円というのは、従前は年金融資のお金で賄っていたと思うの

ですけれども、財源が何によるかによっても違うのでしょうけれども、財源上の問題で貸し

付ける金額がアップできるのなら、例えばこれは今単費でやっているのか、従前どおり、今

そういう制度があるのかないのかも調べないで申し訳ないのですけれども、年金融資の資金

で昔はやっていたように思っているのですけれども、そういうふうな制度上の問題というの

はないのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 この財源につきましては、一般財源と償還金ということで充当させていただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 ７０ページの大樹町赤ちゃん誕生祝い金、これは正しい数字は出ないと思うのですけれど

も、これは何人を今のところ予定していますか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 一応４０人の予算で計上させていただいております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 祝い金なのですけれども、これは大樹町で子どもを出産したという人には、みんなに該当

するということですか。確認したいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 大樹町で生まれた子どもに対してのお祝い金ということでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 ちょっとしつこいですけれども、制限なしということですか。例えば生活保護を受けてい

るという人はあまりいないかもしれないけれども、そういう人らも同じように祝い金の１０

万円というのは支給されるということですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 委員おっしゃるとおり、生活保護の方も対象ということで考えております。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ６４ページの福祉医療諸費の中の扶助費のところで、確認したいのですが、重度医療、ひ

とり親、乳児医療ということで、未熟児のものは国の基準とはそんなに変わらないと思いま

すので、今お話ししました重度、ひとり、乳児医療ということで、国の基準というか、それ

以上に大樹町では上乗せしている制度があるのかないのか、確認させてください。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 ３つの医療制度がありますが、大樹町の場合は、中学生までのお子さんに関しては、全額

を町で負担するという制度を設けてございます。国及び道にあっては、それぞれの制度の中

で、３歳児未満であるとか、小学校に上がる前とか、入院はいつまでとかというような細か

い規定があって、歳入の対象になる事業制度については、そういった形で国、道の制限があ

りますが、大樹町はそれに上乗せして、中学生までのお子さんについては、全て医療費無料

という形でやっています。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。 

 あと、重度医療とかひとり親なんかについても、拡大されているのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 重度、それからひとり親に関しては、結構国の制度そのものが広くなっていまして、あま

り広い意味での違いはないのですが、所得の制限であるとか、そういった部分で一部、町の

制度のほうが広くなっているという形になってございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ６２ページの３目心身障害者福祉費、１２節委託料で伺いたいと思います。 

配食サービス事業委託業務でありますが、令和２年度も１０万５,０００円を計上して、

７万円補正で減額していて、実際には３万５,０００円以内の利用しかなかったということ

で、あまり利用が伸びないという事業なのですよね。今年も同額の１０万５,０００円を計

上しているのですが、実際には同じ流れでもっていくのか、例えば配食サービスの内容を考

えるとか、質の問題とか、その辺のことでもってなかなか対象者の人みんなが利用したくな

いのか、それとも利用しづらいのか、その辺も考えていての令和２年度から３年度への予算

計上の経過なのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員 

井上保健福祉課長。 
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○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 委員おっしゃるように、なかなか利用者が少ないということでございますけれども、基本

的に自分で食事を用意することが困難な方に対しての配食サービスということになります

ので、利用は少ないということは、やはり自分でそれなりに食事は取れているのかなという

ふうには考えているところであります。 

 また、この事業は町内の業者に委託をしてございます。その中でも栄養バランスがとれた

お弁当というふうなことで認識をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今、説明を受けましたが、対象になっている人が自分で用意できるからそれはいいという

のは喜ばしいと思うのですが、例えば、こういう対象者がいるからと予算計上したのだけれ

ども、実際はほかに問題があって利用できないというのであれば、そこは今後の改善の課題

とかになっていくので、その辺が、利用してもらう、こういうものがありますというＰＲを

含めての今後の課題でないかなと思うので、今、課長が言われたように、対象者がいるのだ

けれども自分で用意できるから意外と利用しないのだということであればいいのですよ。そ

れは特に問題ないと思うのですけれども、利用したいのだけれども、利用する気はあるのだ

けれども、利用できない、しづらいということのないように、事業としても進めていくよう

な点検、チェックというか、その辺も今後の課題でないかと思うので、よろしくお願いした

いと思います。ちょっと総括みたいな話になりましたけれども、その辺を。 

○齊藤予算審査特別委員長 

総括でいいですよね。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ６４ページの発達支援センター費なのですけれども、この予算年度で受け入れる予定のお

子さんの数を知りたいことと、子どもに対する指導が今の人数でこなせる予定なのか、そこ

ら辺に無理がないのかお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 現在の子どもの数でございますけれども、１３２名の登録がございます。令和３年度に向

けては、何人受け入れるか、退所する方もいらっしゃいますので、そこについては、今、内
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部のほうで調整をしているところでございます。 

 今の人数でお子さんを指導できるかということでございますが、今のところやりくりをさ

せていただきながら、対応しているところでございます。引き続き、職員のほうの募集につ

いては行っていきたいというふうに考えているところでもあります。職員については、現在

新年度に向けては、退職する方もいますが、７人ということになろうかと思っております。

その中で工夫をしながら、子ども達の発達指導をしていくというふうなことで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 その７名の方なのですけれども、職種というか、出身の職種、例えば保健師だとか臨床心

理士だとか発達関係のほうの心理学の方とか、そういうふうな職種については、どのような

７人がお仕事に就いていかれる予定なのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 まず保健師が１人、保育士が４人、臨床心理士が１人。あと、幼稚園教諭とかが保育士を

持っているのですが、その中で発達支援の教員の免許を持っている方もいるという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ６２ページ、３目心身障害者福祉費、１９節扶助費なのですが、これは令和２年度からの

減額の計上になっているのですが、物の考えとして、令和２年度までは対象者をある程度上

限というか、みんなが通院するというような形でもって積算してきたけれども、令和３年度

からは、過去の実績を考慮した計算で積算したためにこれぐらいの減額になったという理解

でよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 委員おっしゃるとおり、満度に見ていたという部分がございまして、そこの部分の実績を
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勘案しながら計算をやり直した結果、減額というふうになったということでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ６８ページの児童福祉施設費の関係で、町立の認定こども園、それから法人の認定こども

園、学童保育所のことについて、これは資料をいただいてありがとうございました。ずっと

前から気になっておりまして、南と北が程なく１つになりますよね。いただいた資料の中で、

町立認定こども園の人件費を含む資料をお願いして、人件費を含む一般財源を差引き４,２

１５万４,０００円という数字をいただいております。それから、法人のほうの認定こども

園の一般財源の投入額については５,７１７万１,０００円いただいております。それから、

施設の種類が違いますので、比較にはなりませんけれども、学童のほうは２,２６０万６,

０００円の数字をいただいております。 

南と北が、今回のあれとはちょっと違うのですけれども、大分一般財源がさらに落ちるの

ではないかという期待をしているのですけれども、この建築にあたっての流れの中で、南と

北が一緒になることによっての町が出す一般財源が減額になるというか、少なくなるという

ことを期待しているのですけれども、そういうふうな建築とともにそういう準備というのは

されているのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 まず、子ども１人当たりの公定価格というものがありますので、それを勘案すると、減っ

ていくだろうというふうな見込みは立ってはおりますが、実際にいくら減るかというのは、

申し訳ございません、まだ計算しておりませんけれども、減る見込みだというふうなことで

思っております。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ６８ページの２項児童福祉費の１目児童措置費、１９節扶助費なのですが、扶助費全体で

は令和２年度よりも減額計上されているのですが、小学生児童手当が増額計上されていま

す。私なりの判断として、中学生児童手当が増額計上されたのは、単純に今卒業予定の３年

生の数よりも６年生から持ち上がってくる数が多いので、ここは増額になると。ほかの分に



 

－ 42 － 

ついては、該当生徒数が少ないので減額になると。 

昨年も町内独自の自然増減の話があって、転入転出の議論があったわけであります。転入

をどのぐらい見るかと。今回は、そこのところはあまりなくて、単純に町内の小学校１年生

に入ってくる、中学校卒業する子、その自然増の形でもってこれは計算されているという理

解でよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 今お話ししていただいたように、子どもの数に合わせて、ここの児童手当というものは支

給されております。支給の計算方法としては、一月いくらということで、その月数に子ども

が何人いるかというような形で計算をしていくということになっていますので、中学校３年

が終わりまして高校に行きますと対象から外れて、その分は、今度新しく生まれるであろう

お子さんの数というものを念頭に、１年ずらした形の計算ということになります。 

 お話いただいたように、１歳ずつそれぞれ学年が進学するという想定で子どもの数を見て

いきますので、小学校６年生の者が中学１年生になるという考えでの計算になっていますの

で、先にお話しいただきましたように、中学生が増えたのは、現在の６年生と中学校３年生

の数の違いということになります。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 先ほど言った、去年は自然増の話ではなくて、転入してくるだろう数を１０人とか何ぼに

置き換えて、本当に来るとか来ないとかの議論になったのですよね。ですから、今年の計算

は、そういう単純な町内における自然増減が主とした計算でいいのか。転入増が、４月にこ

のぐらいあるとかという想定した数字はあまり考慮されていないという理解でいいかとい

うことです。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 予算の積算にあたりましては、現状のお子さんを念頭に設定しております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ７０ページ、報償費の確認なのですけれども、先ほども出ましたけれども、大樹町赤ちゃ
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ん誕生の祝い金なのですが、議員協議会の中でも滞納者の方とかの論議が出ていましたけれ

ども、どうなのでしょうか。祝い金というのに、例えば水道代を払っていないのとかは、

ちょっと何か違うのではないかなと思って、あのときもお話しさせていただきましたけれど

も、その方針は担当者レベルでといいますか、内部で何かお話合いされたのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 議員協議会を終わった後に打合せをさせていただいて、一応全員対象という形で考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、民生費の質疑を終了します。 

次に、７１ページから８０ページまで、４款衛生費について、順次、内容の説明を求めま

す。 

 井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

それでは、４款衛生費でございます。 

７１ページ下段から７４ページ上段にかけまして、４款衛生費、１項保健衛生費、１目健

康づくり推進費４５７万６,０００円、前年比７万円の減でございます。主に、十勝圏複合

事務組合などの義務的負担金を計上しております。 

７３ページ中段、２目母子保健費１,１０１万８,０００円、前年比１４９万３,０００円

の増でございます。妊婦健診、乳幼児の健診、子どもミニドック健診など、母子保健に係る

経費を計上しております。また、主な増額の要因としましては、１２節委託料で産後ケア事

業の経費を計上したことによるものでございます。 

その下から７６ページ中段にかけまして、３目成人保健費１,２６３万７,０００円、前年

比１２７万円の増でございます。成人を対象とした歯科健診、脳ドック、基本健診などの経

費を計上してございますが、後期高齢者の健康診査の受診率が低いことから、令和３年度に

ついては対象者に受診券を送付するなど、受診率向上のための取組を強化することとしてお

りまして、１２節基本健診業務委託料を増額してございます。 

  ７５ページ下段から７８ページ上段にかけまして、４目予防費５,９３５万６,０００円、
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前年比４,６０１万９,０００円の増でございます。増額の主な要因は、新たに新型コロナウ

イルスワクチン接種に係る経費を計上したことによるもので、１節報酬では新型コロナウイ

ルスワクチン接種に伴う受付や相談業務対応のための会計年度任用職員の報酬２０６万４,

０００円を計上し、７８ページ、１２節の委託料では、皆増でございますけれども、ワクチ

ン接種業務として３,７７０万円、ワクチン接種者送迎業務として２００万円、１７節備品

購入費でも、皆増でございますけれども、パソコン２台、椅子３０脚、椅子収納台車などの

購入費としまして２２１万５,０００円を計上したところでございます。 

○林住民課長  

同じページになります。５目環境衛生費、本年度予算額１億５,９０６万９０００円、前

年度比較は９６５万９,０００円の減となっております。ここでは、環境衛生に係る費用の

ほかに、１８節負担金、補助及び交付金で、ごみの処理を行っております南十勝複合事務組

合の負担金、し尿の処理を行っております十勝圏複合事務組合の負担金を計上しておりま

す。減額の主な要因は、南十勝複合事務組合負担金の減によるものでございます。１１節役

務費の小型電子機器等改修処理手数料は、令和３年度から引渡契約による処分の方法となり

まして、新たに手数料が発生することになったものでございます。 

次に、６目墓園費、予算額１０１万円、前年度比較は５８万４,０００円の増となってお

ります。ここでは、墓園の管理に係る費用を計上しております。隔年で実施しております大

樹墓園の垣根の剪定経費による増となりますが、予算の平準化を図る目的で作業量を２分割

とさせていただきまして、毎年半分ずつを実施していくような方法に改めることにしており

ます。 

次のページに移りまして、２項清掃費、１目じん芥処理費、予算額３,１７３万４,０００

円、前年度比較は５３万７,０００円の減となっております。ここでは、ごみ収集に係る費

用として指定ごみ袋の印刷費や売りさばき手数料、収集業務の委託料などを計上しておりま

す。 

以上で衛生費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、４款衛生費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

７８ページですけれども、先ほどのご説明で墓園の管理ですが、毎年の平準化で半分ずつ

ということなのですが、単純に半分ずつやるのか、それとも半分ずつだったら片方と差がで

きるので、片方は今までやったシルバーか何かやって、あとは行政でやるとかというように

あまり目立たない方法でやるほうがいいように私は思うのですがどうでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 
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○林住民課長 

 今までは、隔年で２年に一度業者に入っていただいて全体的にきれいにしていただいたと

いうことなのですけれども、作業量を分けさせていただいて、今年は、例えば国道沿いと東

側、それから南側の垣根の部分をやると。翌年は残った西側をやるとかといったような作業

区分をうまく分けれそうなところで分けさせていただいて、予算がばらつかないような形で

実施していくということを考えております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

そうすると、極端な話、目立たないようなところをやりながら、お互い分からない目立た

ないようにきちっとやっていくということですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 なるべく景観を損ねないように、実施しない箇所につきましても、通常の管理は進めさせ

ていただきたいと思っています。業者を入れてきれいに剪定する箇所については、区域を区

切って２カ年に分けながらという考えです。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ７８ページの４目予防費の１２節の委託料について伺います。 

 コロナウイルスワクチン接種業務の３,７７０万円なのですが、接種予定は町内の３施設

での予定と聞いていますが、３施設の中の大樹町立病院にも委託料を払うということなの

か、町立病院は払わないということなのか。 

 それと、町民が予防接種を受けるために必要な経費は、この予算で賄うという理解をして

いいのかということです。それは、主治医が大樹の病院でない人については、ほかのところ

でも受けれるということがあったので、そこの経費というのは、ここから出るのではなくて、

そちらのほうの町村だということの理解をするのかなと思ったのです。 

 それから、この接種に関連して説明あった送迎の業務なのですが、送迎の対象になる人に

ついては、どういう人なのかということ。対象者がどのぐらいいると考えているのか。町内

の３施設で予防接種を受けるということは、３つの施設でも送迎業務があるという解釈なの

かお聞かせいただきたいと思います。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 委託料の新型コロナウイルスワクチンの接種業務につきましては、これは町民の１６歳未

満を除く４,８００人を対象としたワクチンの接種業務を委託する金額でございます。町立

病院におきましても、ほかの病院と同じように委託料を支払うということになります。 

大樹町外で受けられた場合におきましても、国で標準の委託料が決まっておりまして、そ

れで接種料金が決まっておりまして、それを町外で受けた場合も、国保連合会を通じて大樹

町に大樹町民の分の請求が来るという流れになっておりますので、町外で受けた場合も大樹

町が支払うということになります。 

 送迎業務につきましては、対象人数は具体的にはまだ出ていないのですが、今現在、大樹

市街地区以外、ふれあいバスですとか送迎の通院バスを出しているような地域の高齢者につ

いて、マイクロバスですとかワゴン車ですとかという交通機関を利用していただくように委

託しようと計画しているところです。３施設全部につきまして、送迎業務を行おうと考えて

おります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 送迎業務の効率化ということを考えたら、例えば遠いところだったら、対象者が３人いて

３人がばらばらの施設に行って、それを全部送迎するとかということでなくて、その辺を集

約しながら対応ということが考えられないのかということと。 

 それから、接種業務の経費なのですが、例えば担当する人の必要な備品とか何かは、ちゃ

んと十分なだけ全部の３施設に、この中で保健福祉課ですか、そこで調達して配布するとい

うか、ちゃんとどの施設も同じような対応でできるような必要なもの、そういうような考え

方でよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 １番目のご質問の、集約して送迎をするというところにつきましては、私どもも医療機関

ごとに集約して送迎できるように、方面別で予約を受付したいなというふうに考えていると

ころでございます。また、できるだけご本人の受けたい病院というところを第一優先にして

人数を集めるなどして、日程調整をしながら送迎を計画していきたいと考えております。 

 あと、必要な備品につきましては、各医療機関に確認は取っているところですが、接種に

関する委託業務の中の料金の中で、施設においては消耗品ですとかというものにつきまして

は、それで賄ってもらうような形にもなるかなというふうに考えております。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今の最後の話でいうと、僕は、例えばここに計上している予算の中では、福祉課のほうで

必要なものを集約して調達をして配るというような方法を取るのかなと思ったのですが、今

の話でいうと、それぞれの施設でこういうものを用意してくださいというふうに言ったら、

それを用意して、その請求はこちらに来るというふうな方策ということの理解でよろしいで

すか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 必要な物品についての調達につきましては、それぞれの施設の病院の中で調達していただ

くというような流れになっておりまして、そのための接種料金の委託料としてお願いしてい

るところもありますので、町のほうで必要なものを買って調達するというような流れではご

ざいません。 

ただ、先般の会議の中で、何か必要なものはないだろうかというのを確認したところ、町

立病院のほうではパーテーションですとかという集団接種に係るものが必要だということ

でご意見をいただいているのですけれども、ほかの施設からは特段出てきませんでしたの

で、また必要が出てくれば考えていこうとは思うのですが、今のところは、今回の予算の中

には、民間のほうからの備品の依頼とかはなかったので含まれてはおりません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ７４ページの母子保健費の１２節委託料の産後ケア事業です。資料をいただいておりま

す。ありがとうございます。 

産後ケアにつきましては、これまでも保健師がいろいろやられてきて、これからもやられ

るのかなと。こういう内容の理解でいいのかということなのですけれども、この事業には訪

問型、それからデイサービス型と２つあると。どちらもですけれども、訪問型については心

身の不調がある方を芽室町の母子保健推進事業所にお願いすると。デイサービス型について

は慶愛病院産後ケアセンターに委託するということですけれども、これまでと同じように、

町の保健師が訪問した中でこういう心身の不調がある方、あるいは心身の疲労蓄積されてい

る方はデイサービス型ということで、それぞれそちらのほうにお願いすると。これまで以上

に支援体制を確保するということだと思うのですけれども。 

例えば、芽室の母子保健推進事業所ですけれども、これについてはどういうものなのか。

民間とか、あるいは実績とかということについてお伺いします。また、訪問型につきまして
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は、委託先が各戸に行くのだと思うのですけれども、デイサービス型とはどのような形で、

心身的に大変な方が病院に直接自分で行かれるのかどうかとか、その辺お聞きしたいと思い

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 産後ケア事業につきまして、令和３年度から新規に取り組むということで計画しておりま

す。これにつきましては、母子保健法が改正されて、令和３年度から努力義務化されたとい

うことであります。 

それで、これまでどおり、保健師のほうが出産後、新生児訪問ですとかということで母子

の健康管理のほうの確認はさせていただくのですが、その中でお母さんの身体的な回復がな

かなか困難な方ですとか、精神的にちょっと不安定な方ですとか、育児の手技ですとか、母

乳の授乳の仕方がちょっと難しい方ですとか、様々な方がいらっしゃると思います。 

特に産後ケアにつきましては、生後４カ月ぐらいまでの間は助産師を中心とした体制でケ

アしていくことが望ましいというふうに国のほうのガイドラインもございまして、それで芽

室町の助産師の合同会社なのですけれども、そこの会社に訪問を委託するというふうに計画

しております。実績につきましては、今現在も大樹町の産婦のところに訪問をしていただい

ていたり、町は通していないのですけれども、個人的に依頼をして、大樹町のほうに何回も

訪問していただいているということで、信頼のおける事業所でございます。 

あと、デイサービス型の慶愛病院の産後ケアセンターですが、こちらにつきましては、ご

本人が帯広まで赤ちゃんを連れていくというようなことになっておりまして、主に休息を目

的とした内容になっておりまして、受入れが朝９時から夕方は４時までということで、１日

産後ケアセンターのほうで赤ちゃんのお世話をしていただいたり、お母さん自身もゆっくり

マッサージをしてもらったり、お風呂に入ったり、昼食を取ったりということで、お母さん

がリラックスできるような環境が整えられているデイサービスというような内容になって

おります。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ７６ページの委託料のところでお聞きします。各種業務あるのですけれども、ピロリ菌な

んかの、従前エビデンスが取れないというか、それで駄目だよということで、前に道庁に行っ

たときに、２年もたっていますので最新の数字は分かりませんけれども、４０町村ぐらいが

子どものピロリ菌の検査もしています。 

ここは成人関係ですから、成人の方についてもピロリ菌の検査があってもよろしいのでは
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ないかなと思うのですけれども、この中に入ってこれないというのは何か理由があるのか、

お知らせいただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 ピロリ菌の検査の助成につきましては、国のがん検診の指針の中には今のところ入ってい

ないということで、今は自己負担です。集団健診ではできていないのですけれども、人間ドッ

クなどの胃がん検診におきましては、全額自己負担で希望者が受診するという形になってい

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。こういうふうな中で、町の助成事業でなくても、ある程度集団的なことの

健診をやることによって、あぶり出せるような効果というのはないのでしょうか。 

これが終わりましたらもう１回調べてみますけれども、多分、児童生徒のピロリ菌検査な

んかも町村でやっているのも増えているのではないかなと思いますけれども、僕は今回調べ

てこなかったので強いことは言えませんけれども、そういうふうな助成外での集団健診みた

いなものというのは成立しないのでしょうか。国の指針の中に入っていないよということで

すので、そういうふうな理由なのでしょうか。もう１回お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

  

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時００分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 集団健診で小学生とか中学生に実施しているという市町村もあるというのはお聞きして

おりますが、それについては教育委員会が主導となってやり始めたというのを、最近開始し

た何町村かに聞いたところからはそういうようなお話を聞いておりまして、今現在、大樹町

の中ではそういう体制も整っておりませんのでということでちょっと分かりませんという

ところで、すみません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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志民委員。 

○志民和義委員 

 ７８ページの１８節負担金ですけれども、日高山脈襟裳国定公園国立公園化推進負担金で

すけれども、今、推進化の動きは具体的にどういう動きをしているのか。また、国立公園に

なるとしたら、いつ頃になる日程で進んでいるのかお伺いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 日高山脈国定公園の国立公園化の話でございますが、私どもも国立公園化のスケジュール

に関しては、新聞等で報道されている中身の把握というような状況でございます。 

こちらのほうの推進負担金ということで、団体に対する負担金の計上でございますが、こ

ちらの活動としましては、国立公園に向けて十勝、日高の地域の住民の啓発的な活動を主に

して、国立公園に向けての後押しをしていくような、そういった活動を行っているところで

ございます。 

 令和２年度から本格的な活動をしておりますが、令和２年度の活動としましては、広く日

高山脈に関する写真の公募を行いまして、コンテストなどを開催しているところです。令和

３年度の事業としましては、その写真を活用して、さらにそういった部分の啓発に向けて活

動の取組をしていくということで、こちらのほうの取組に参加しているところでございま

す。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ７６ページの３目成人保健費の１２節委託料なのですけれども、説明があった基本健診業

務なのですけれども、１００万円以上増額になっているのですが、その理由は後期高齢者が

受診をする人数が少ないから、これを増やすと。後期高齢者健診事業を興して、それで受け

てくれるように取り組むと。その理由が、国保に加入している間は受けるのだけれども、国

保から後期高齢者になったらやめるというようなことで、頂いた資料では９０人から約２０

０人に上げるということです。 

後期高齢者はいっぱいいるから、びっくりするような数字ではないのかもしれませんが、

９０人から約２００人に上げるとなると倍以上になるので、ちょっと大変かなと思うのです

が、その辺、新たな事業として後期高齢者健康事業を取り組むということは、具体的にはど

んな取組をやって、この九十何人を２００人まで持ち上げるのかというその辺の主たる魔法

の手法を教えてください。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 こちらの事業につきましては、住民課と保健福祉課のほうでいろいろ協議をさせていただ

いて、今現在、健康診査業務の後期高齢者の方の受診率が低いということを課題として捉え

まして、どのような改善ができるかという相談をしながら進めさせていただいているところ

でございます。 

 後期高齢者の受診が低い要因といいますか、実際に今健診で受けられるのは、らいふで

行っている集団健診と医療機関でのドックなのですが、このドックのほうは、町立病院の

ドックと厚生病院の人間ドックというものに限られた状況になってございます。この結果、

平成２９年度の数値になりますが、後期高齢者の受診率が５.６％という数字になってござ

います。 

それで、実際には、常日頃から基礎疾患みたいなものがありまして、病院に通われている

該当者の方はいっぱいいると思われます。町内でも大庭医院ですとか森クリニックのほうに

常日頃は薬をもらいに通っているとかという方々もいらっしゃるという想定をしています。

今回は、そういった日頃通っている病院のほうで、基本検査のための検査をそのついでに

行ってもらって、率を上げていくというような考えでいるところでございます。 

具体的な取組としましては、国保で実施しているのと同じように、受診券というものを対

象者の方に郵送でお配りして、病院に薬をもらいに受診しますよと行かれたときに、それを

持っていって、基本検査の血液検査もお願いしますという形でやっていただくと、それがこ

こでの健康診査の扱いになって、数値のデータをいただいてこれると。それが健康増進に反

映させていけるというようなことで考えていますので、そういった取組をすることによっ

て、令和３年度に倍ぐらいの人数を実施させていただければなというふうに考えているとこ

ろです。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 この分は分かりました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。私もめでたく３月１日で

該当したので、１名は確保したと思ってください。 

 ほかの質問で、７４ページの１項保健衛生費の１目健康づくり推進費の１８節負担金のと

ころなのですが、実は帯広厚生病院の運営費補助金については、個人的には毎年定額のもの

だというふうに理解をしていたのですが、今年は変わっているのですよね。ということは、

固定額ではなくて、何かの原因によって各町村が負担する金額というのが毎年移動すると。

場合によっては減ることもあり、大幅に増えることもあるという理解になるものなのでしょ

うか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 帯広厚生病院の運営補助につきましては、病院のほうで不採算部門と言われている救命救

急、小児救急、周産期医療、小児期医療につきまして、１９市町村で補助するというものに

なっておりまして、それぞれの年度におきまして収支不足をみんなで分担するという形にな

りますので、定額ではなく変動するものでございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ７８ページの予防費の上のほうの委託料、この中で２つ聞きたいのがあるのですけれど

も、新型コロナウイルスワクチン接種業務なのですけれども、一般質問、あるいはどこかで

答弁があったら申し訳ないのですけれども、委託料の医療機関に対するものかなと思うので

すけれども、大まかでいいですけれども、どういうもので積算されているか。 

 それから、その下の被接種者送迎業務というのはどういうものなのか教えていただきたい

と思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

  

休憩 午後 ２時１１分 

再開 午後 ２時１１分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、衛生費の質疑を終了します。 

休憩します。 

  

休憩 午後 ２時１１分 

再開 午後 ２時２５分 
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○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 次に、７９ページ、８０ページ、５款労働費について、内容の説明を求めます。 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

それでは、７９ページ、８０ページ、中段をご覧いただきたいと思います。 

５款、１項ともに労働費、１目労働諸費、予算額、前年同額の９０万円。勤労者センター

の維持管理費、中小企業退職共済掛金の助成などを計上しております。 

以上で説明を終わります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、５款労働費の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １つだけですので。退職金共済制度なのですけれども、大変いい制度ですし、この地域に

なくてはならない制度だと思っているのですけれども、前に資料を頂いたときによく見ない

で、私は勝手に１２分の１２カ月補助対象だと思ったのですけれども、実際には、この金額

から１２分の１２でないのではないかなと思うのですけれども、どのような助成の月数なの

でしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 最初の掛金を納付した月から１２カ月間に納付した金額が対象なのですが、月額の上限を

５,０００円とするというものでございます。さらに、補助金の交付率はその補助対象経費

の４分の１以内となっております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、労働費の質疑を終了します。 

 次に、７９ページから９６ページまで、６款農林水産業費について、順次、内容の説明を

求めます。 

 吉田農業委員会事務局長。 

○吉田農業委員会事務局長 

それでは、７９ページ下段から８２ページ中段までをご覧ください。 
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６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度予算額１,４０５万４,０００

円、前年度比３３万４,０００円の増でございます。ここでは、農業委員会運営事業以下４

事業に関わる実施経費につきまして、所要の予算を計上してございます。予算の主なものと

いたしましては、農業委員１８名分の報酬と費用弁償並びに会計年度任用職員１名の人件費

など、農業委員会運営に関わる経常的経費となってございます。前年度予算からの変更点と

いたしましては、会計年度任用職員１名をパートタイムからフルタイムに変更するにあた

り、前年の１節報酬から本年は２節給与費及び４節職員手当等に予算科目を変更してござい

ます。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

続きまして、８１ページ、８２ページの中段になります。 

２目農業総務費、予算額６２万円、前年度対比４,０００円の増。ここでは、営農指導全

般に係る諸経費を計上しております。 

下がりまして、３目農業振興費、予算額１億１,４５２万３,０００円、前年度対比１５５

万４,０００円の減でございます。ここでは、町内農業に対する各種振興事業費を計上して

います。１１節役務費では、昨年度新型コロナウイルス感染症地方創生交付金活用事業によ

り導入した、ヒグマ箱わな用の長距離無線式捕獲システムの通信料、さらに昨年、国の鳥獣

被害防止総合支援事業により萠和山に設置したエゾシカのＩＣＴ誘導大型捕獲囲いわなシ

ステムの通信料を新たに計上しております。１３節の使用料及び賃借料では、同じく萠和山

に設置したエゾシカのＩＣＴ誘導捕獲大型囲いわなシステムのソフトウェアライセンス料

を計上しております。１８節負担金、補助金及び交付金では、生花・晩成集落における中山

間地域等直接支払交付金事業１,４３１万４,０００円、大樹集落における多面的機能支払交

付金事業８,０３２万円を計上しております。また、昨年に引き続き、町単独事業で小麦縞

萎縮病対策支援事業補助金２００万円を計上しております。 

続きまして、８３ページ、８４ページ中段になります。 

４目畜産振興費、予算額４,９２４万４,０００円、前年度対比１,７３５万６,０００円の

減。ここでは、町内農業の機関であります畜産振興に関する事業を行っています。減額の主

なものは１２節委託料、町内の畜産経営の草地造成などの整備を行う畜産担い手育成総合整

備型再現整備事業委託料が、昨年度と比べ１,６７４万円の減額となっております。 

○梅津町営牧場参事 

続きまして、８５、８６ページ中段からになります。 

５目牧場管理費、予算額１億２,２６１万５,０００円、前年度対比７１１万４,０００円

の増。ここでは、町営牧場の施設整備及び草地の維持管理についての経費を計上しておりま

す。増額の主なものとしては、３節職員手当等において令和２年度に補正した勤務期間６カ

月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当、時間外手当、宿日直手当を今回当初予算

から計上するほか、市町村職員退職手当組合負担金並びに４節市町村職員共済組合負担金を

新たに計上するものであります。 



 

－ 55 － 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

６目農地費８５４万７,０００円、前年比１１８万１,０００円の減。ここでは、１０節需

用費の修繕費において、農業用排水路の修繕として８１２万円を計上してございます。  

○梅津町営牧場参事 

下がりまして、７目牧場整備費、予算額６７２万２,０００円、前年度対比１,０７８万７,

０００円の減。ここでは、町営牧場の草地造成と車両及び機械導入に関する事業費を計上し

ております。１２節委託料では、町営牧場の草地造成を行う畜産担い手育成総合整備事業委

託料で４２０万円を計上しております。また、２２節償還金、利子及び割引料では、北海道

市町村備荒資金組合の車両譲渡事業を活用し、平成２７年度に導入したタイヤショベルの償

還金２５０万２,０００円と、新たに令和３年度備荒資金組合の同事業を活用し、１１５馬

力相当のトラクターの導入を予定しており、この導入に関わる初年度の償還金、利子２万円

を合わせ、２５２万２,０００円を計上しております。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 同じく、８９ページ、９０ページ中段からになります。 

２項林業費、１目林業振興費、予算額３,３５５万４,０００円、前年度対比９０７万４,

０００円の増。ここでは、林政全般に関する事業費を計上しています。令和３年度では、森

林環境譲与税を活用するための事業費を計上しており、７節報償費では、小さい頃から木に

親しみを持っていただくことを目的に、昨年度まで住民課所管であった生後１００日目の子

どもにカシワ製のカトラリーセットを贈る「ようこそ赤ちゃん事業」に加え、赤ちゃんが生

まれて初めて触れる木として、カシワの木で作った木の輪（わっこ）を贈る事業を追加し、

農林水産課事業として贈呈記念品４６万８,０００円を計上しています。 

また、９２ページ上段、１８節負担金、補助金及び交付金では、新たに森林環境譲与税に

よる森林整備事業補助金として５９６万６,０００円を計上しました。令和２年度まで町単

独で実施していた私有の人工林に対する下刈り促進事業と間伐促進事業の補助について、国

の森林整備事業の補助の残額の９割を補助することで森林所有者の負担を軽減し、新たに、

私有の人工林の製材価値を高めるための枝打ち事業と殺鼠剤のヘリ散布による野ねずみ駆

除事業を追加し、こちらも国の補助残の９割を補助することで町内の私有の人工林の整備促

進を支援していきます。 

次に、９１ページ、９２ページ中段になります。 

２目町有林費、予算額７,６４５万３,０００円、前年度対比５１３万円の減でございます。

ここでは、町有林の維持及び整備に関する事業費を計上しております。減額の主なものは、

１５節工事請負費、町有林整備事業工事で、昨年度と比べて平成２８年度の台風による風倒

処理が終わり、下刈り、間伐事業の面積がそれぞれ減少したため、減額となっております。 

９１ページ、９２ページ下段からになります。 

３項水産業費、１目水産振興費、予算額７４０万８,０００円、前年度対比１４４万９,

０００円の増。水産振興費では、漁業全般に関する事業費を計上しております。令和２年度
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に創設した大樹町漁業振興事業補助金により、大樹漁業協同組合が実施する資源の管理と増

殖、漁業経営の改善、流通と消費拡大に向けた取組に対しての支援として２００万円を計上

しております。また、令和２年度から大樹サクラマス養殖事業化研究会が実施しているサク

ラマス養殖の事業化の可能性を調査研究する事業では、初年度の成果として旭浜漁港での海

面での夏期飼育が可能であることが確認されたことから、令和３年度は飼育尾数を増やすな

ど事業規模を拡大し、新たに養殖漁業成長産業化推進事業補助金を創設し、支援を行うため

１５０万円の補助金を計上しております。 

９３ページ、９４ページ下段からになります。  

２目漁港管理費、予算額８２６万円、前年度対比６万７,０００円の減。漁港管理費では、

大樹、旭浜両漁港の維持に関する事業費を計上しております。令和３年度は、道が実施する

浜大樹漁港の岸壁に設置した船との緩衝材の防舷材とはしごの改修に係る費用の町負担分

４６６万６,０００円を計上しております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、６款農林水産業費の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 最初に、８６ページの４目畜産振興費の１２節委託料なのですが、畜産担い手総合型整備

委託料３,７８０万円については、この事業自体が令和元年度から令和４年度までの４年間

の事業で、令和元年、２年、３年と委託料が減少してきているのですが、まず単純に伺いま

すが、草地整備８７４.２ヘクタール、それから暗渠排水整備４１.５４ヘクタール、草地造

成６１.５３ヘクタールを４年間で計画されていますけれども、町内の畜産農家の整備事業

は、一応この４年間で一回りというか、完了して、今後ないのか。それとも、また何年間か

置いて、また連続して、同じような事業が継続されるのかについて伺いたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 草地整備につきましては、大体の農家につきましては５年で更新をしていくものですの

で、草地の状況にもよりますけれども、５年経ちましたら、再度また申請を上げて草地更新

を行っていくというようなサイクルで皆さん考えておられます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 ８８ページの１７節牧場管理用オートバイで質問したいのだけれども、資料をもらったの

ですが、今回１１０ｃｃのオートバイを入れるということで、全部で１２台を６年で替えて

いくということなのですよね。そこでちょっと気になったのが、光地園には道道が走ってい
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ますよね。そこで公道を走ることのできるものは、ホンダのクロスカブ５０ｃｃのみとなっ

ています。その中に１１０ｃｃのオートバイが２台あるのですが、これは公道を走れないと

いう意味なのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 梅津町営牧場参事。 

○梅津町営牧場参事 

 西山委員からのご質問ですが、資料のほうの記載ミスで、実際は５０ｃｃ並びに１１０ｃ

ｃのオートバイは運転できることになっています。すみません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 分かりました。自賠責とかは間違いないですね。ありがとうございました。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ９４ページの水産振興費の１８節養殖漁業成長産業化推進事業補助金です。資料を頂いて

おります。ありがとうございます。 

サクラマスの養殖事業を昨年からやられたわけですけれども、今年は尾数を増やして実施

すると。それで、昨年、低気圧とか何かで海がしけて、港内からサクラマスがほとんど無駄

になってしまったというような報告を受けておりますが、今年度については、そういう関係

機関と協議して、そういうことが予想され、今年度も台風がもしかしたら来るかもしれませ

んし、低気圧の関係でまた港が荒れることも考えられるのですけれども、そこら辺の対策は

取られた中でのことかどうか、お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 生けすにつきましては、大波が来ても潰れないように、網やフレームで崩れないような形

の生けすのほうを用意させていただきました。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ぜひ、成功させていただくように、今後そういうことで対策を取られるということですけ

れども、自然相手なので、この事業を成功させていくためには、まだバックアップがいろい

ろ必要かなと思いますので、またそのときには助成や支援をお願いして、質問を終わります。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ８８ページの５目牧場管理費の１３節使用料及び賃借料で伺います。 

 資料を頂いたのですが、牧場整備機械借上料で、結構金額が多いのですが、牧場作業用の

車両借上料でありますが、なぜ借り上げが必要なのかというところで、実態認識をしました。

大変悲しい実態であります。牧場を経営するには多くの作業機械が必要でありますが、借り

上げをする機械については、実際は過去に牧場にはあったのですけれども、今は修理不能で

直すことができないと。ですから、やむなく借り上げをしなくてはいけないという事実であ

ります。 

それが何年間か続いているということがいいのかどうかという問題もありますが、実際と

して、これから町が経営する牧場をやっていくためには、そういう機械をどうするかという

ようなことを総体的に、今回借り上げるだけではなくて、いろいろな必要な機械のことにつ

いての在り方については総括で伺いたいと思いますし、どんな機械が実際に今あって、それ

からどれが使えないのか。そこをちょっと総括でお聞きしたいと思いますので、あるけれど

も、今この機械はもう整備不能だから、いずれ鉄くずになるという悲しい実態からはどうす

るべきかということがありますので、その辺は今ここでどの機械が使えるのだとか使えない

は聞きませんので、実際に牧場運営に必要な機種、そして使えるもの、使えないものについ

ては、総括のときにまたよろしくお願いしたいと思います。お答えはいいです。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

  

休憩 午後 ２時４８分 

再開 午後 ２時４８分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ８２ページ、農業振興費で１８節大樹町ゆとり農業推進会議です。この中の農協とお互い

にお金を出し合っている中に試験圃の費用が入っていればの話なのですが、入っていなかっ

たら私の間違いですのであれですけれども、試験圃の費用が入っているとしたら、令和３年

度はどのような作物なり、試験作物を考えているのか計画が明確になっていれば教えていた

だきたいと思います。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 試験圃では、来年度、新規に実施する試験としましては、バレイショの殺虫・殺菌剤の試

験、また園芸作物の大根では、こちらも新規の殺虫剤の試験、またブロッコリーの品質比較

は継続になっています。新規では、ニンニクの新品種の現地適応試験、また高収益作物とし

て落花生を継続して現地適応性を確認いたします。また、ラッキョウにつきましても継続で

現地適応性の確認をする予定でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 先ほどの菅委員の関連なのですけれども、９０ページの牧場整備費の２２節の中で、牧場

用の機械の更新の備荒資金の中で償還金があるということは、多額の借り上げを機械はして

いるのですけれども、町で買おうと思ったら、何資金か分かりませんけれども、起債を起こ

したり、補助金をもらったりということで、牧場の機械は購入可能なのですか。そういうふ

うな補助種目があるのかないのか方法含めてお聞きしたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 梅津町営牧場参事。 

○梅津町営牧場参事 

 過去に補助金等で購入した経過はあるのですが、現在そのような公営牧場で購入できる事

業がないために、今、西田委員からご質問があった、２２節でということなのですが、備荒

資金を活用して、過去にショベルローダーと、今年はトラクター１台を購入するということ

で予定を立てております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 そうしたら、予算の限りはありますけれども、今の備荒資金で次の農業用機械も購入する

ことは可能だということですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 梅津町営牧場参事。 

○梅津町営牧場参事 

 ご質問のとおりで、購入可能かと思います。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ８８ページの５目牧場管理費の１１節役務費なのですが、牧柵取付手数料１３３万３,０

００円については、放牧経営前の牧場をつくる、牧柵を造るために直営では間に合わないの

で、臨時雇用するのか業者の人に頼むのか、そういうふうにする経費として１３３万３,０

００円を見るということでよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

梅津町営牧場参事。 

○梅津町営牧場参事 

 菅委員がおっしゃるとおりで、今、町内の有限会社木戸建設のほうに委託しております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 先ほどの質問と関連するかもしれませんけれども、８８ページの牧場管理費の１３節牧場

作業用車両借上料で、資料を頂いております。この中で、前にも質問もあったかもしれませ

んけれども、これが故障した中で借り上げしているのだということなのですけれども、現在

買うとしたら６,０００万円という機械で、今はコントラクターにお願いしているというこ

となのですけれども、先ほどの答弁によれば、これについても、昔は補助事業があったよう

ですけれども、今はないので、丸々単費になるのですけれども、こういう高額なものも購入

できる可能性があるのかどうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

梅津町営牧場参事。 

○梅津町営牧場参事 

 先ほども質問のあった関連だと思うのですが、付け加えさせていただきたいというふうに

思います。備荒資金については、農機車両についてのみでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ８４ページの１８節の段の一番下で小麦縞萎縮病対策支援、２００万円の予算が計上され

ておりますけれども、従前この補助枠の中で、これ以外の作物の対策で種芋だとか何とかと

いういろいろなものがあったような気がするのですが、これはそのほかに従前あったものに

対する助成の希望とか、それから、前にちょっと気になったのは、デントコーンの葉が枯れ
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る病気、何という病気なのか分からないのですけれども、そういうものとか、これについて

は農協と十二分な協議の結果、生産者の希望ということで小麦というメニューが出てきたの

でしょうか。どのようにしてこのメニューが出てきたのかの経緯を教えていただきたいと思

います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 こちらの縞萎縮病につきましては、平成３０年、３１年に発症圃場が５０.８ヘクタール、

大樹町で小麦の作付が５４０から５５０ヘクタールですので、約１割発生している状況でご

ざいまして、こちらは管内で発生し、蔓延しつつあるものですから、緊急に対策を講じなけ

ればならないということで、農家の希望を入れて、推進していくということで、令和２年度

までは１００万円でやっていたのですが、農業関係機関と相談いたしまして、Ｒ３、Ｒ４に

つきましては、重点対策期間と位置づけまして２００万円に増額して実施して指導普及して

いくものでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 最後に、９０ページの２項林業費、１目林業振興費の７節の報償費の有害鳥獣駆除謝礼な

のですが、その中のキツネとアライグマの駆除目標は２００頭というふうに聞いています。 

今、町内に生息するアライグマは、大樹町だけでないのですが、急激に増加してきて、こ

れの駆除が進まないとどんどん増えるのではないか、繁殖力も強いということが言われてい

ます。特に、アライグマの駆除に新たな方法で力を入れるというような考えはございません

か。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 この２００頭につきましては、令和２年の実績を見まして、キツネとアライグマを合わせ

た頭数ということで予算が呈しているものでございます。 

新たな方法ということでございましたけれども、こちらのほうは有害鳥獣駆除従事者に対

しまして駆除をお願いしている関係で、新たにというとちょっと、方法はあるのかもしれま

せんけれども。実は、先日３月４日にアライグマ防除講習会のほうを開催いたしました。昨

年も開催いたしました。こちらでアライグマのわなを仕掛ける資格を講習に参加した方が皆

さん取得できている状況でございます。 

自分の農業施設の作物につきましては、自分で守るというような形で、アライグマのわな
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を購入していただいて、自己防衛ということで、今後も講習会のほうを開催しまして、そう

いう防除従事者を増やして、対策を講じていくという考えでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ９４ページの１８節の下から３番目にホッキガイの増殖事業が、ずっと前からワカサギと

かホッキガイの予算がこの金額できていて、ワカサギについては１年魚だからたくさん入れ

ても死んでしまうから駄目なのだよということで教えていただきましたので、そうかなとい

うふうに思っております。けれども、別海のほうのワカサギは２年目にとって、こんなでっ

かいワカサギがテレビで出ておりましたので、必ずしも１年で死ぬわけではないのだなとい

うことが分かったのですけれども。 

ホッキガイは、４０万円というのも大金といえば大金ですけれども、ずっと同じというこ

とは、実質、購入できる貝の個数も減っていくと思われるのですけれども、北大のそういう

ふうな増殖の先生だとか水産試験場の先生と相談しても、これぐらいが大樹でまけるホッキ

ガイの稚貝の限界だということで毎年予算の金額が一緒なのですか。何か特別な理由がある

のか、そこら辺、教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 こちら、実は令和元年度に１０万円のアップをしてございます。漁協と協議をいたしまし

て、こちらのほうの試験調査と増殖の事業でございまして、漁場というのは大体固まってい

るものなのですよね。それで金を投入したからといって漁獲量が増えるとかという問題では

なくて、資源保護をしていく、漁獲量が下がらないように増殖を維持していくというような

考えの下に実施している事業でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、農林水産業費の質疑を終了します。 

 次に、９５ページから１００ページまで、７款商工費について、内容の説明を求めます。 

 伊勢企画商工課長。 
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○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

それでは、９５ページ、９６ページをご覧いただきたいと思います。 

７款、１項ともに商工費、１目商工振興費、予算額１億２,９７６万３,０００円、前年比

４６万９,０００円の増であります。町民盆踊り大会の経費、商工会の助成、中小企業特別

融資資金利子補給、起業家等支援事業などを計上しております。増額の要因は、新型コロナ

ウイルス感染症対応融資資金利子補給に係る経費を計上してことなどによるものでありま

す。 

続いて、２目市街地開発推進費１,５３０万５,０００円、前年比３０万２,０００の増で

ございます。ＴＭＯ活動推進費などを計上してございます。増額の要因は、ＴＭＯ活動補助

金に道の駅駐車場危険箇所の修繕３８万５,０００円を計上したことなどによるものであり

ます。 

９５ページ下段から９８ページにかけまして、３目観光振興費４,７５２万７,０００円、

前年比１,１８５万１,０００円の増でございます。観光協会の助成、ふるさと納税返礼品等

の経費、地域おこし協力隊に係る経費を計上してございます。増額の要因は、ふるさと納税

に係る経費でありますが、ポータルサイトを新たに追加するための経費や寄附額の増加を見

込み返礼品等の経費を増額して計上しております。また、自然体験型観光コンテンツの充実

を図るため、地域おこし協力隊採用に係る経費を計上しております。 

９７ページ下段から１００ページ中段にかけまして、４目観光施設費３,４１５万１,００

０円、前年比３５０万８,０００円の減でございます。晩成温泉、カムイコタンキャンプ場

とコスモスガーデンの維持管理経費を計上してございます。減額の理由は、晩成温泉の経費

で、昨年度は温泉ポンプ購入を予算計上しておりましたが、その分の減額によるものであり

ます。また、コスモスガーデンは昨年同様、近隣農家のご協力をいただきまして、ヒマワリ

を植えたいと考えております。コスモスにつきましては、大樹消防署前の国道沿いに植えた

いと考えております。 

９９ページ、１００ページ中段になりますが、５目地場産品研究センター費１７５万４,

０００円、前年比１１万４,０００円の減でございます。地場産品研究センターの維持管理

に係る経費を計上しております。 

以上で説明を終わります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、７款商工費の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

まずは確認で、９６ページの観光振興費の地域おこし協力隊員報酬ということで予算計上

されているのですが、これは、先ほど新しく隊員を募集するということで、募集するなら具

体的にどのような業務にこの協力隊員を投入するのか教えてください。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

地域おこし協力隊の件でございますけれども、新年度におきましては、地域おこし協力隊

１名の採用に向けた予算を計上させていただいております。この地域おこし協力隊に求める

ものといたしましては、まず観光振興に特化した形で大樹町の特色を生かした自然体験型の

観光コンテンツを充実していきたいと思いまして、アウトドアツアー等の様々な企画、開発

にたけた協力隊員を採用していきたいと考えているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

９６ページの１８節負担金、補助金及び交付金なのですが、ＴＭＯ活動推進事業補助金に

ついて、詳しい資料をいただいたのですけれども、人件費とか施設経費、先ほど課長が説明

された駐車場の修繕は分かるのですが、１つちょっと理解できないのが、特例加算という内

訳がございまして、これは約１００万円で、令和２年度の売上減に伴う加算というふうに書

かれているのですが、ちょっと意味が分からないので、通常でいくと、民間の考えだと赤字

補塡みたいな考えのイメージなのかなというふうに私的には解釈したのですが、これを載せ

る理由も説明していただきたいなと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

ＴＭＯに係る補助金の関係でございますけれども、今年度、積算の中に特例加算分といた

しまして１００万円を計上させていただきました。この分につきましては、令和２年度の新

型コロナウイルスの関係で道の駅の物販等の売上等大きく減少したということもございま

して、その分の売上に伴います人件費等の収支が不足するものですから、その分を特例的に

加算したというところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

ということは、人件費の補塡という解釈でよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 人件費につきましては、従前どおり、収入で不足する分につきまして町から人件費分相当
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の、今回は人件費総額の８８％になりますけれども、その分を補助金として算定しているわ

けなのですが、収入支出のバランスを取るために１００万円を補助金として加算したという

ことでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ９８ページの７節の一番上の報償費で、ふるさと納税報償費１,５００万円計上されてい

るのですけれども、お礼の品物の購入分というか、送る分だと思うのですけれども、１,５

００万円の積算として現時点の中でどのようなものをお礼として送る予定なのかお聞きし

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ふるさと納税報償費の１,５００万円の件でございますが、新年度におきましては寄附の

見込額を５,０００万円と見込んでおりまして、おおむねその３０％の１,５００万円を返礼

品の経費ということで算定をさせていただいたところでございます。 

 返礼品の品の部分でございますけれども、大樹町のふるさと納税のお礼の品というカタロ

グも作っているわけなのですが、その中でいきますと、例えばホエー豚の豚丼セットですと

か、あとチーズのセット、ししゃもですとか、アイスクリームですとか、そういった大樹町

で作られている品々をお礼の品ということで用意しているところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今、豚肉の部分は真っ先に関連で出てきたのですけれども、ほかの町村なんかでは、僕は

そういうのをやっていないから分からないのですけれども、新聞だけの中では、牛肉なんか

も非常に評判がよかったりするのですけれども、大樹町では牛肉などというのは該当品に

なっていないのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 従前から牛肉も返礼品に含まれておりますが、今年度、町内で牛肉を販売する事業所もで

きまして、それは町の起業家支援補助金も活用いただいているわけなのですが、新年度に向

けて、その牛肉もふるさと納税のほうの返礼品として含めていきたいと考えているところで

ございます。 
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 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

９６ページの１項商工費の１目商工振興費、１８節負担金、補助で、起業家等支援事業補

助金の関係なのですが、この事業の補助と企画費で計上されている東京２３区から移住して

の起業する分と連動しないのですか。例えば東京２３区から移住をして空き店舗を活用して

起業した場合に、これも該当するとかというような仕組みで、あれはあれ、これはこれで、

全く連動しないというような判断になるのかどうか伺います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 東京２３区から移住してきて起業したという部分と今回のこの大樹町独自でやっており

ます起業家支援等の補助につきましては、連動はしてございません。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 そうすると、東京２３区から移住して起業した場合には、国からの２００万円は出るけれ

ども、町からは出ないと。こちらの該当になると、起業家等の支援事業で２００万円と空き

家を活用したら３万５,０００円掛ける１２カ月分の２分の１というのがあるのですが、そ

こを連動しないと、どうかなというのもあるのですけれども、そういうふうに全く連動しな

いというふうになってしまうのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 起業するにあたりまして、例えば今回の大樹町独自でやっております起業家等支援事業以

外の補助金を受けて起業されたという部分で、全体の事業費の中に国や道だとか、ほかの補

助金が入っていれば、その分を控除した部分が町の起業家等の支援の補助金の対象になるよ

ということでありますので、例えば、大樹町で起業した人が、事業費が大きくて国や道の補

助金以外にもまだ自己負担分があるということであれば、大樹町の起業家支援の分にも該当

してくるということになります。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、商工費の質疑を終了します。 

休憩します。 

  

休憩 午後 ３時１８分 

再開 午後 ３時３０分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

次に、９９ページから１０８ページまで、８款土木費について、内容の説明を求めます。 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

９９ページ下段から１０２ページ上段をご覧ください。 

８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年度予算額３３５万４,０００円、前

年比１６１万２,０００円の増。ここでは、土木一般管理全般に係る経費として、１２節委

託料２５０万１,０００円で、用地確定測量道路台帳作成業務を行っております。 

１０１ページ中段から１０２ページ中段をご覧ください。 

２項道路橋梁費、１目道路維持費、本年度予算額２億９,０２８万６,０００円、前年度比

２,０２２万６,０００円の減。ここでは、土木維持管理全般に係る経費として、１２節委託

料では１億８,８８０万円を計上しており、道路維持補修業務では６,６００万円、町道除排

雪業務で６,５００万円、大樹町橋梁長寿命化点検業務で５,０００万円を計上してございま

す。１４節工事請負費では、橋梁長寿命化事業により令和２年度繰越事業に引き続き紋進橋

の補修工事２,５００万円を計上してございます。１７節備品購入費では、除雪ドーザの購

入３,７９３万３,０００円を計上してございます。 

次に、１０１ページから１０２ページの下段をご覧ください。 

２目道路新設改良費、本年度予算額６,３９４万円、前年比２,６４０万１,０００円の減。

ここでは、１２節委託料で、２カ所の調査設計で５４４万円を計上してございます。１４節

工事請負費では、３カ所の改良舗装工事で５,８５０万円を計上してございます。位置図に

つきましては議案の最後に添付してございますので、後ほどご確認いただきたいと思いま

す。 

次に、１０３ページから１０４ページの上段をご覧ください。 

３項河川費、１目河川総務費、本年度予算額２８４万１,０００円、前年比９２万５,００

０円の増。ここでは河川総務費に係る経費として、１２節委託料で用地確定測量業務９０万

６,０００円を計上してございます。 
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次に、４項都市計画費、１目都市計画総務費、本年度予算額１２万円、前年度比９万３,

０００円の減。 

次に、２目公園費、本年度予算額３,０６２万円、前年比１１１万円の減。ここでは、１

２節委託料で柏林公園、交通公園、河川公園など維持管理業務に係る経費と、令和３年度か

ら令和４年度までの２カ年に係る協定締結しております歴舟川パークゴルフ場の指定管理

者管理運営業務など２,８３８万７,０００円を計上してございます。 

次に、１０５ページ、１０６ページをご覧ください。 

５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算額６,１５２万２,０００円、前年比１,０１９

万６,０００円の減。ここでは、７節報償費で住宅リフォーム支援業務に係る報償費４５件

で４５０万円を計上。大樹でかなえるマイホーム支援事業では、町内の新築１０件分、移住

者の新築２件分、町内の中古住宅購入に２件分、移住者の中古住宅購入１件分を見込み、商

品券により支給額の２割の分を報償費として５７６万円を計上してございます。１２節委託

料では、大樹町住生活基本計画及び公営住宅長寿命化計画策定業務で５５０万円を計上して

ございます。１８節負担金、補助金及び交付金では、大樹でかなえるマイホーム支援事業の

補助金として、口座振込による８割分支給分として２,３０４万円を計上してございます。 

次のページ、１０５ページから１０６ページ上段をご覧ください。 

２目住宅建設費、本年度予算額１億５１１万７,０００円、前年比１,３３８万９,０００

円の増。ここでは、１４節工事請負費１億４６０万円では、日方団地４棟と新通団地２棟の

解体工事と日方団地建設事業で４号棟の新築工事、１棟３戸の建設を行います。配置図は議

案の最後に添付してございますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、８款土木費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 １０２ページの１７節除雪ドーザ３,７９３万３,０００円についてお聞きします。資料頂

いたのですが、まず本体価格というのはいくらするのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 除雪ドーザの本体価格でございますが２,１５０万円でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

本体価格分かりました。それで、本体と附属品、本体を含むと書いてあります。これが全
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部入っているということですね。それから特別仕様を上から見ていくと、スパイクタイヤ特

別仕様がありますが、では夏タイヤはどこに書いてありますか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 夏タイヤにつきましては、基本の車両本体についてございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 それで、本体に除雪ドーザ、バケットなし。それで特別仕様のバケットは何立米入るもの

なのか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 除雪ドーザの標準のバケットの量ですが、２.５立米となってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 スノーバケットは何立米ですか。 

それと、特別仕様に輸送費と入っているのですが、輸送費が特別仕様なのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 スノーバケットの立米数なのですが、立米数がまだ確定していませんけれども、２.５立

米の標準よりは多い３立米ほどというふうに伺っております。 

それと、輸送費については、これも特別仕様ということで計上させていただいてございま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 １０６ページの１４節工事請負費なのですけれども、町営住宅屋根改修工事ですが、場所

と、それから戸数をお願いいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 
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○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 工事請負費の４１１万４,０００円の部分ですが、鏡町の２階建ての１棟を計画してござ

います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １０２ページの１項土木管理費の１目土木総務費の１８節負担金なのですが、令和２年度

２０万２,０００円だったのが、令和３年度は一気に５,０００円になっているのですよ。こ

れはどんな理由があったのか教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 この分の北海道防災協会負担金の５,０００円でございますが、これについては、道及び

市町村で北海道全体の災害が少なかったという部分で負担金が減ったというものでござい

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 松本委員。 

○松本敏光委員 

 １０２ページの１０節需用費の中で、町道維持管理の事業費１億４,８５２万円、５２０

万４,０００円が出ている中で、中身、町道維持管理をやる上で、砂利代なんかの材料費は

どのくらい見ているか、ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 町道維持に係ります砂利の部分なのですが、１５節の原材料費で４００万円計上してござ

います。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 松本委員。 

○松本敏光委員 

 これから春先になって道路もうんでくる時期になるのですけれども、今、改良工事されて

いる道路では、春先ぬかるようなことはないと思うのですけれども、やはり今はもう酪農家

も大きくなって、タンクローリーが毎年道路にぬかって動けなくなるという話も聞いている

中で、きちっと管理維持やってもらえれば、一番大事なのですけれども、そこのところの家
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庭の主婦の人達も道路が通れないような状態にもなるとかという話も聞く中で、大樹町も維

持管理の中でこれだけ、昔から見たら一桁多いような数字になっているので、予算が足りな

いのであれば、私が思うのはやはり安心して住めるまちづくりということも考えてもらえる

中で維持管理費をよろしくお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

  

休憩 午後 ３時４４分 

再開 午後 ３時４４分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １０６ページの１目の１２節委託料で、大樹町の住生活基本計画及び公営住宅の長寿命化

計画策定業務で、資料も頂いているのですけれども、大きな説明でちょっと分からないので

すが、基本計画のほうなのですけれども、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅

政策を計画的に推進することを目的とするということなのですけれども、それで住生活基本

計画策定業務で住宅事情等状況調査、それからアンケート等による住民調査をやるというこ

となのですけれども、最終的な目標というか目的というか、どういうことを考えているのか。

個人の住宅をこれから何かに当てはめて建設していかなければならないのか、何か姿という

か、そういうものがあるのであれば、どういうものなのか、具体的に分からないのでお願い

します。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 大樹町住生活基本計画につきましてですが、全体目標といたしまして、今年度まで掲げて

いる目標ですけれども、誰もが住みよいうるおいのある住宅環境づくりを目指すものとして

三本柱を掲げておりまして、目標１として、大樹の風土に根ざした良質な移住環境の形成と

いたしまして、地域の特性を生かした移住促進、マイホーム補助金の支援。それから目標２

として、上質な住宅を手に入れて大切に使う社会への移行としまして、リフォーム市場の拡

大として住宅の耐震促進、あるいはリフォームに関する補助の支援を考えております。目標

３として、住宅セーフティの形成として、公的借家としまして公営住宅の老朽ストックの計

画的な更新、公営住宅の適切な管理の戸数、既存住宅の長期的な活用として長寿命化計画の

改善の推進という三本柱で現在は計画を掲げておりまして、来年に向けまして委員会を立ち
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上げまして、そういった現状の住宅、それから公営住宅も含めて、その辺の話合いをしてい

こうというふうに考えてございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 １０２ページ、１２節委託料、町道除排雪業務の積算根拠について、ご確認させていただ

きたいなと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 除雪費の委託費の算定でございますが、過去５年分の時間を、決算ベースですけれども、

時間を足しまして、それの最低ラインの時間数を持ってきて、令和２年度の単価を掛けた中

で予算を計上したのが６,５００万円となってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 それは、いけないと思うのですけれども。６,５００万円は分かっています。前から言わ

れているように、１年間通して６,５００万円では上がらないと、補正で組むと。 

ただ、６,５００万円というのは、例えば何回分とか、ベースになる積算の根拠はあると

思うのですよ。例えば路線がこれだけあって、そこの町道を全部除雪したら、どの程度の雪

だったら、どのぐらいの時間でもってやって、１時間当たり何ぼでという計算した根拠はあ

るのか。 

例えば３０センチの除雪でこうなったら、こういう計算。例えば方法として、委託をして

いますから、全部日報でもって１時間何ぼの機械を借り上げるので、重機の大きさによるか

もしれませんが、それでかかった分を払うだとかというふうに、どこかに６,５００万円を

出す根拠の、小さい金額でなくて大まかな金額の根拠があるから、そこが分からないと、補

正を組むときもよく分からないのですよ。 

ただ、生活に必要だからしようがないかなということで、本当は僕も分かっていませんで

した。どんな根拠でもって６,５００万円が出てくるのか。そこの大まかな分を説明してい

ただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 除雪１回あたり約７００万円かかるのですけれども、これが７回と、排雪で５００万円ぐ
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らいを３回計上し、合計で６,５００万円というふうに計上させていただいております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ですから、１回７００万円というのは分かるのですよ。ただ、何をしていったら７００万

円にたどり着くのかというところが分からないのですよ。例えば重機の時間が単価何ぼで、

例えば何百時間いくから７００万円になると。だけれども、雪の量も同じでないし、いろい

ろな条件が違うから、どこかに視点を置いているのだろうけれども、１回７００万円は全部

の平均のどこかを取っているのか。Ａ路線は例えば大体この程度、いろいろな全部の何十路

線から何キロ足したらここになるよという基になるものがあると思うのですよ。出たとこ勝

負ではなくてね。その辺がちょっと不明確だなと思うので。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ７００万円の内訳ですけれども、実績ベースなのですけれども、おおむね５時間から６時

間、３月の重い雪であると７時間、８時間かかる場合がございますけれども、大体平均する

と６時間から７時間程度の時間を要するということで、現在、ＪＶの委託では６台、それか

ら民間では１９台の合計２５台で大樹町を除雪するカバーとして走ってございます。それの

積上げが６,５００万円という形で計上させていただいているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 それ以上は、原課でいいですね。 

ほかに質疑ありませんか。 

松本委員。 

○松本敏光委員 

 １０２ページの備品購入費で、ドライブレコーダー１６万円というふうに計上されている

のですけれども、各課が同じ３万９,０００円ぐらいで出てきているのだけれども、何を基

準にしてか、説明お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ドライブレコーダーの１６万円の内訳でございますが、プロボックスのバンに３万８,０

００円とショベルローダーとグレーダーに６万５００円の１個ずつというふうに計上して、

合計が１６万円となってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、土木費の質疑を終了します。 

次に、１０７ページから１１０ページまで、９款消防費について、順次、内容の説明を求

めます。 

鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

１０７ページから１１０ページまで、９款、１項ともに消防費、１目消防総務費２億４７

万８,０００円、前年比２２０万８,０００円の減。とかち広域消防事務組合負担金を計上し

てございますけれども、令和３年度は小型動力ポンプ付水槽車１台６,３２９万３,０００円

を含んでございます。 

２目非常備消防費２,５２６万２,０００円、前年比１２９万７,０００円の減。大樹消防

団の管理運営費、報酬、費用弁償等計上してございます。減の主な理由につきましては、１

７節備品購入費で、令和２年度は可搬ポンプ一式２台２９２万２,０００円を計上してござ

いましたが、令和３年度では団員用制服一式１４５万７,０００円を計上しており、これら

の相殺が主な減の要因でございます。 

１０９ページから１１０ページにかけまして、３目火災予防費、前年同額の４万４,００

０円、林野火災予防啓発用旗の購入費を計上してございます。  

４目災害対策費８９１万６,０００円、前年比２億５,００９万５,０００円の減。災害対

策経費や防災行政無線の維持管理費などを計上してございます。減の主な内容につきまして

は、令和２年度で防災行政無線デジタル化に係る施工管理委託料４４７万８,０００円と、

整備工事に係る工事請負費２億４,３９４万４,０００円を計上していたものの減でござい

ます。令和３年度につきましては、１２節委託料で地域づくり総合交付金を活用し、津波ハ

ザードマップ作成委託業務として２４２万円を計上しており、作成した印刷物につきまして

は全戸に配布を行ってまいりたいと思っております。 

以上で９款消防費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、９款消防費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １０８ページ、１項の消防総務費、１目非常備消防費、１７節備品購入費なのですが、私

の理解が間違っているかどうか、昨年も団員用制服一式の購入があって、ほぼ同額だったよ

うな気がするのですが、そこをもし違っていたら違っていると。同じ金額なので、毎年購入

するものでないというふうに聞いていましたので、なぜこうしたのか不思議なので教えてく

ださい。 



 

－ 75 － 

○齊藤予算審査特別委員長 

杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 昨年度ですけれども、昨年度は１０着の予算づけをしております。今年度、令和３年度は

１０２名ということで、定員数が１１０名ですので８着を予算化しております。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、消防費の質疑を終了します。 

 

◎延会の議決 

○齊藤予算審査特別委員長 

 お諮りします。 

委員会の運営の都合上、本日は、これで延会とし、明日３月９日午前１０時から委員

会を再開したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これで延会とし、明日３月９日午前１０時から委員会を再開します。 

 

   ◎延会の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長 

本日は、これにて延会します。 

 

延会 午後 ３時５９分 
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 議会事務局長                     松 本 義 行 

 主     事                     八重柏 慧 峻 
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開議 午前 １０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長  

 ただいまの出席委員は１１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○齊藤予算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 ５番 村 瀨 博 志 委員 

 ６番 船 戸 健 二 委員 

を指名します。 

 

   ◎日程第２ 議案第２０号から日程第９ 議案第２７号まで 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、日程第２ 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についてから、日程第

９ 議案第２７号令和３年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件についての

審査に入ります。 

 昨日の委員会において、議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についての件の歳入

歳出全般に関する質疑が９款消防費まで終了していますので、本日は、事項別明細書１０９

ページから１４０ページまで、１０款教育費から審査を再開します。 

 担当説明員から、順次、内容の説明を求めます。 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

それでは、１０９ページから１１０ページにかけまして、１０款教育費、１項教育総務費、

１目教育委員会費、本年度予算額２０３万１,０００円、前年度対比５万２,０００円の減。

ここでは、教育委員４名の報酬、旅費などを計上してございます。 

１０９ページから１１２ページにかけて、２目事務局費、本年度予算額１４８万７,００

０円、前年度対比８万４,０００円の減。ここでは、事務局職員の旅費、交際費、需用費な

どを計上してございます。 

１１１ページから１１６ページにかけまして、３目教育振興費、本年度予算額１億３,７

３９万７,０００円、前年度対比５２５万２,０００円の増。ここでは、学校教育における小

中学校共通の経費や、相対的な経費を計上してございます。英語指導助手の任用に伴う経費、
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特別支援教育支援員給料関係、スクールバスの関係費用、大樹高等学校通学費等の補助金、

奨学金の貸付けなどを計上してございます。増額の主な要因は、児童数減少に伴い学級数維

持対策としまして、新たに大樹小学校に町費負担の教員１名を採用することによる給料等の

増によるものでございます。 

１１５ページから１１８ページにかけまして、２項小学校費、１目学校管理費、本年度予

算額２,７１６万５,０００円、前年度対比６８万円の減。ここでは、大樹小学校に係る管理

費などを計上してございます。 

１１７ページから１２０ページにかけまして、２目教育振興費、本年度予算額４９１万７,

０００円、４０９万２,０００円の減。ここでは、大樹小学校の児童に係る備品購入費など

を計上してございます。１９節扶助費においては、要保護、準要保護と認定された児童への

学用品、修学旅行費、学校給食費などの援助費を計上してございます。減額の主な要因は、

昨年度備品購入費において、教科書改訂に伴い教師用の指導書などの購入が完了したことに

よるものでございます。 

１１９ページから１２２ページにかけまして、３項中学校費、１目学校管理費、本年度予

算額２,９８４万円、４５１万２,０００円の減。ここでは、大樹中学校に係る管理費を計上

してございます。減額の主な要因は、昨年度まで計上しておりました２３節償還金利子及び

割引料において、公務用パソコンの譲渡事業の償還が完了したことによるものでございま

す。 

１２１ページから１２４ページにかけまして、２目教育振興費、本年度予算額７５２万９,

０００円、３２１万４,０００円の減。ここでは、大樹中学校の生徒に係る備品購入費など

を計上してございます。１９節扶助費においては、要保護、準要保護と認定された生徒への

学用品、修学旅行費、学校給食費などの援助費を計上してございます。減額の主な要因は、

昨年度まで計上しておりました２３節償還金、利子及び割引料において、コンピューター室

用パソコンの譲渡事業償還完了によるものでございます。 

○楠本学校給食センター所長 

続きまして、１２３ページ中段から１２６ページにかけまして、４項１目ともに学校給食

費１億３４９万円、前年対比１,３６２万円の減でございます。ここでは、調理員の報酬、

給料、賄い材料費、給食運搬経費、施設設備の維持管理費などを計上しております。減額の

主な要因でございますが、令和２年度におきまして空調設備更新工事の費用を計上していた

ことによるものでございます。  

○清原社会教育課長兼図書館長 

１２５ページ下段から１３０ページ中段にかけまして、５項社会教育費、１目社会教育総

務費でございます。予算額２,３２７万４,０００円を計上しており、前年比４１２万６,０

００円の増となっております。ここでは、社会教育委員運営費、社会教育推進事業、子ども

交流事業などの事業に係る経費を計上してございます。前年比からの予算増は、地域おこし

協力隊の増が主な増額の理由になっております。 
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１２９ページ中段から１３２ページにかけまして、２目生涯学習センター費でございま

す。予算額５,７９８万５,０００円を計上しており、前年比４２９万６,０００円の減とな

っております。ここでは、生涯学習センター運営費、生涯学習センター文化事業、文化財保

護事業に係る経費を計上してございます。生涯学習センターロビーなどの照明取替え修繕が

終了したことが主な減額の理由になっております。 

１３３ページから１３４ページ下段にかけまして、６項保健体育費、１目保健体育総務費

でございます。予算額６８４万４,０００円を計上しており、前年比６４万４,０００円の減

となっております。ここでは、保健体育推進事業、海洋スポーツ振興事業、町技普及振興事

業、スポーツ推進委員運営費などの事業に係る経費を計上してございます。令和２年度にＢ

＆Ｇ海洋インストラクター養成研修に職員１名を派遣し資格を取得しましたので、令和３年

度予算は計上しておりません。その研修旅費分などが主な減額の理由になっております。  

１３３ページ下段から１３８ページ下段にかけまして、２目体育施設費でございます。予

算額７,２９３万１,０００円を計上しており、前年比６０３万４,０００円の減となってお

ります。ここでは、柏木町の運動公園、海洋センター、生花湖艇庫、高齢者健康増進センタ

ー、中央運動公園の維持管理に係る経費、町民プール実施設計に係る委託料を計上してござ

います。屋外ゲートボール場の新設工事が終了したことが主な減額の理由になっておりま

す。 

次に、１３７ページ下段から１４０ページ下段にかけまして、７項図書館費、１目図書館

総務費でございます。予算額１,２５８万円を計上しており、前年比７５万円の増となって

おります。ここでは、図書館運営委員会運営事業、図書館管理運営費、図書館管理システム

維持管理費などの事業に係る経費を計上してございます。 

以上で説明を終わります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 これより、１０款教育費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 １１２ページのスクールバス運行委託業務ということで、１２節委託料ですね。スクール

バス、また通院バスの運行日数の１日当たりの利用人数について資料を頂きましたが、この

ことについて、今実証実験もしておりますが、もしこうなった場合、スクルールバスはその

ままだと思いますが、通院バスについては今後どうなるのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

再開 午前１０時１３分 
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○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 最初に確認の質問させてください。ページ１１４の３目の教育振興費、１２節委託料なの

ですが、教職員の健康診断業務の減額計上は、受診業務の内容が変わったのではなくて、単

純に、小中学校に在籍する教職員の人数が減少になるということでの減額措置なのか、そこ

だけ最初に教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 教職員健康診断業務でございます。前年度と比較して減額した分でございますけれども、

教職員の人数が少なくなることが見込まれるため、令和３年度の予算部分を減額で計上して

いるところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 実質、何名減少する状況にあるのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 前年度４４名で計上しておりましたけれども、令和３年度につきましては４０名で計上し

ているところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 小学校に１名追加で採用する分があっても４名減るということは、通常であれば５名減る

という状況なのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 ここの教職員健康診断でございますけれども、対象の方は人間ドック、それ以外の方が健

康診断業務で健康診断を受けてもらうという形になっておりますので、必ずしも先生が減る

ということではなくて、人間ドック対象外の方がこの業務を受けていただくために計上して
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いるということになってございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １１２ページの教育振興費、２節の給料等の関係になると思うのですけれども、執行方針

にもありましたけれども、新年度に入学する新１年生３５人を下回るということで、２学級

確保に努めたいということで、教員増を町単で行うということなのですけれど、どういう方

を採用する予定なのか。 

会計年度任用職員給料１,５５０万円、今の支援員も含まれているのだと思うのですけれ

ど、この部分に新しく採用する人も含まれてるということだと思うのですけれども、どうい

う人を採用するのか。 

それから、採用期間はどのように考えているのか。新しく入る子達が９年間小中学校終え

るまで同じ人を考えているのかとか、そこら辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 会計年度任用職員給料でございます。まず、採用の関係でございますけれども、予算をお

認めいただいた後、公募によりまして募集をかけたいと思っております。また、採用条件に

つきましては、教職員の免許をもっている方ということを１つの条件ということで公募のほ

うをさせていただきたいと思います。 

また、予算の１，５５０万円の内訳でございますけれども、委員おっしゃるとおり、新た

に町費負担の教職員分、そして従来から行っております特別支援員の給料の分も、ここの会

計年度任用職員の部分で計上しております。また、町費の教職員の今後の見込みでございま

すけれども、新年度は、今現在３５名ということで、これは特別支援学級の児童も含まれる

ということで、道の基準では一学級ということが想定されておりますので、今回新１年生の

部分については町費負担の先生を採用するという形で進めさせていただきたいと思います

し、まだ決定ではございませんが、新たな町費負担の先生につきましては、特別支援学級を

担当してもらおうかということで、まだこれから学校のほうと相談をしていかなければなら

ないと思っております。 

 今後、９年間、町費負担の先生を雇うのかというような質問だったかなというふうに思っ

ておりますけれども、今後さらに児童数が減少することが見込まれますので、教育委員会と

しましては、最低でも２クラスを維持していかなければならないのかなというふうに思って

おりますが、今後、小学校におきましては専科制というのがこれから導入されることも見込

まれておりますので、今の段階では、小学校４年生くらいまでは最低限でも２クラスという



 

－ 8 － 

ことで考えていきたいというふうに思っているところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 それと、採用するときの条件によるのでしょうけれども、町職員として採用するに当たっ

て、本人が辞める意思がない限り任用するということでよろしいのかどうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 採用の期間で答弁が漏れておりました。大変申し訳ございません。採用期間については、

会計年度任用職員ということで、１年単位の契約という形で４月から３月までの雇用期間と

いうことで想定をしているところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 勝手な思い込みかもしれないのですけれども、１年生というか、３５人学級で２学級とい

うことで執行方針なんかで思ったのは、クラス担任としてお仕事についていただける方かな

というふうに思っているのですけれども、２学級確保するということは、クラス担任を２人

置くということで、僕は勝手にそう思ったのですけれども、そうではなくて、特別支援員の

ような形で子どもに接するということなのか、そこら辺の２学級の意味を教えていただきた

いと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 基本的といいましょうか、あくまでもそれぞれのクラスに担任を置くという考えでござい

ます。それで、先ほど説明した新たな町費負担の先生については、特別支援のほうの担任を

受け持ってもらうかどうかということも、これから学校ほうと協議をしていかなければなら

ないのですが、今考えてる中はそういった形で考えてるところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 １１４ページなのですが、１８節の一番下の大樹高等学校振興会補助金の内容と内訳をご

説明よろしくお願いいたします。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 大樹高等学校の振興会の補助金２８０万円でございます。大樹高校の教育振興のための助

成金ということで、例えば、高校の学校紹介のパンフレットの作成とか、高校で行う総合学

習の補助、または各種研修会の経費等々を補助するということで大樹高等学校振興会に対し

て補助金を交付している事業でございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １２２ページの３項中学校費、１目学校管理費の１４節工事請負費です。バッティングゲ

ージ解体工事で７３万７，０００円を見ているのですけれども、これは解体工事ですから、

もう現状は使用できない状態にあるので解体するのではないかというふうに理解するので

すが、実際に使用できない状況なのかどうか。 

それと、一応今までバッティングゲージを使って練習をした状況があるのに、解体して、

購入の以前にも今年度も、購入するという計画が見当たらないのであります。これは、そこ

がどうなっているのか。いらないというのなら、それはいいのですけれども、その辺を説明

していただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 大樹中学校のバッティングゲージ解体工事でございます。本年１月の雪によりまして、鉄

骨部分が変形して倒れる危険性があるということで、学校からも要望がありまして、今回撤

去する予定となっております。このままにしておきますと、生徒が誤って中に入ったり危険

が生じるということで解体でございます。また、解体後なのですが、学校のほうに意向を確

認しましたら、今後については、特に使わないということも学校から確認をしておりますの

で、新たなものを造り直すということは計画しておりません。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

  学校側から、雪でゆがんで鉄骨が曲がったから解体するとのことで、危険性があるという

分についてはやむを得ないということは思います。ただ、学校側から今後は要らないという

ことなのですが、そこは野球部員とか父兄も含めて、そういうふうに合意をしているという
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ことですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 父兄やＰＴＡから直接聞いてはおりませんけれども、学校からそのように今後は使用しな

いということを聞いておりますので、新たなものは作成しないという形で進めていきたいと

いうふうに思っております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １３８ページの保健体育施設費、プールの新築設計委託業務なのですけれども、プールの

水温とか室温は、例えば一般的にこのくらいの温度だよとか、何かそういう決まりというか

一般的な温度設定とか何かあるのかどうか、まずお伺いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 プールの室温と水温の関係ですけれども、今、大樹小学校でプール授業やっていますけれ

ども、使用するときは、水温と室温を足しまして５０度というのを利用の目安にしておりま

す。水温２５度、室温２５度、プラスでイコール５０度以上なら使用するとかといった使い

方をしているところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 私も以前、一度なのですけれど、現施設に少年団の練習で参加したことがあるのですけれ

ども、今度新しくなるということで大変うれしく思っているところなのですけれども、今の

施設では室温調整はなかったと思うのですよね。天気がよければ暖かいと、曇ったらもうす

ごい寒いと。私が行った日は、少年団は夕方からなので、もちろん日が落ちかけている中で、

日中が暖かければ何とか持つのですけれども、日中が曇っていると子ども達も震えて、鳥肌

が立って、唇は真っ青と。そんな状態でジェットヒーターか何かがあったと思うのですけれ

ども、それにあたっても全然間に合わないという状況がありました。 

 今度、設計されるわけですけれども、採暖室は取られておりますけれども、できれば室温

も今までと違って、子ども達がプールから上がって、ある程度は水ですから寒いのはしよう

がないですけれども、そのような状況にならないようなことで設計されればいいなと思って



 

－ 11 － 

いるのですけれども、その辺の温度関係の考え、設計がどのようになってるかちょっとお知

らせください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 来年度、設計していくことになるのですけれども、今のプールは、いわゆる屋根を架ける

ビニールシート方式になっております。今考えている今後の新しいプールについては、普通

の建物方式といいますか気密性が保たれるもので考えているところですので、温度管理につ

いては、今の施設よりはるかに改善されるかなというふうに考えているところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ということは、プールの室内を温めることが考えられているということでよろしいかどう

か。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時３１分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に続き、会議を続けます。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １１６ページの１８節の中で、大樹高等学校検定受験の補助金と、ずっと下のほうに中学

校検定受験補助金というのがあります。受験料の補助でないかなと思うのですが、どのよう

な項目が該当するのか教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 大樹高等学校検定受験料補助金でございます。大樹高校の各種の検定を受講するときの助

成金ということで、全部で、今見込みでは３２検定ほど見込んでおります。具体的には、漢

字能力検定、または英語技能検定、ビジネス文章実務検定、あと簿記の関係の検定等々あり

ますけれども、これらについて対象にしてございます。 

また、中学校検定受験料補助金でございます。これにつきましては、中学校の、例えば漢
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字の能力を身につけるとかといった意味で漢字検定、または数学検定などが対象としている

ところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 英語のほうの補助の中に、英検ではなくて英語能力何とかというように聞こえたのですけ

れど、英検なんかは対象でないのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 ３２項目の中には、英語検定も対象となってございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 中学校もいいですよね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 中学校は、漢字検定と、あと数学検定を対象としておりまして、英語のほうは対象にして

おりません。 

以上でございます。  

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 英検は通常、中学卒業、僕は受からないけれども、中学卒業の時点で３級というのはなる

べく取れたら中学校の英語の課程を修了した大きな証となるのですけれども、なぜ中学校で

英検が入らないのか不思議なのですが、特別な理由というのはあるのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 中学校の検定の関係でございますけれども、小学校も社会教育のほうでは検定のほうを助

成しているということもありまして、小学校と合わせるというわけではないのですが、漢字

検定と数学の検定をここの助成金のほうの対象にしているというのが今の私どもの考え方

で、英語のほうについては、今のところ対象にするというような形では考えてなくて、今後
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英語についてもどうするかというのは検討していかなければならないのかもしれませんけ

れども、今の段階では英語のほうは対象にしていないところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ちょっと理解できなかったのが１点あります。社会教育のほうで中学生の英検は拾ってい

るということなのですか。今のご説明の中で社会教育云々というふうなことが聞こえたもの

ですから、そこら辺はっきりさせてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 社会教育は小学校のほうを担当しておりまして、私ども学校教育は中学校のほうの検定の

補助というのを対象にしているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 しつこくてごめんなさい。もう１回、小学生の英検は社会教育のとこで拾ってくれるとい

うか補助対象になっているということの認識でいいのですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３７分 

再開 午前１０時３７分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 小学校では英語のほうは対象にしていなく、中学校についても英語のほうは対象にしてお

りません。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

 



 

－ 14 － 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時３８分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ページ１２６の４項学校給食費、１目学校給食費、１７節備品購入費で伺います。この項

目に、ブラストチラー購入費が１,３７５万円計上されているのですが、先の補正予算で計

上された特老のブラストチラー、いわゆる食材急速冷凍機は、大体１４０万円程度の予算計

上だったわけであります。１,３７５万円というのは１０倍近いのですよね。それで単純に

判断しますと、同じようなもので個数が多いのか、それとも学校給食の人数多いから、どで

かいのをどんと買うのか、その辺の内訳が知りたいのです。 

特別養護老人ホームには今までそういうものがなかったということだったのですが、学校

給食センターには今までどういうものがあったのか。それと購入するものとの整合性につい

て説明していただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 楠本学校給食センター所長。 

○楠本学校給食センター所長 

 ブラストチラーの個数、大きさ、今までとの違いということでのご質問かと思います。 

給食センターのほうで導入を考えておりますブラストチラーにつきましては、１台５１０

万円程度のもの２台を考えてございまして、１台当たりの大きさについても、特養で導入し

ているものよりは大きいものです。特養で導入したものにつきましては、ホテルパンという

調理の際に使う容器というかお皿ですけれども、そちらを７枚差せるというふうに聞いてお

りますけれども、給食センターのほうで考えてるのは１台当たり２０枚差せるものを考えて

おりまして、それが２台ですので、全部で４０枚一度に処理できるというスペックのもので

ございます。 

 こちらの器械の大きさ、個数ですけれど、今現在も利用しておりますけれど、そちらの更

新になりますが、大きさ、個数とも、スペック的には同じようなものを入れ替えるというこ

とで考えているところでございます。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今の説明で、容量は分かりました。現状について、今も同じようなものということは、ほ

ぼ皿が２０枚使用できるものが２台あるということだと思うのですが、それは何年間くらい
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経過しているのですか、そこだけ教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 楠本学校給食センター所長。 

○楠本学校給食センター所長 

 今の給食センターが建った平成１４年から使っているものでして、１９年経過しておりま

す。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 １１８ページの１２節委託料の関係で、遊具保守点検業務１１万円ですが、遊具の種類と

か、どのように保守点検をしているのかお伺いをいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 遊具の保守点検業務でございます。小学校に設置しております、うんてい、鉄棒、ジャン

グルジム、あと滑り台、ブランコなどが、年に１回使用前に点検をしておりまして、それの

委託業務でございます。点検方法につきましては、劣化点検ということを中心に目視で行い

まして、そこで安全性のほうを専門の資格を持った方にチェックしてもらっているところで

ございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 この手の遊具で事故があると、目視をしたということなのですが、特に鉄製の場合、中に

ひびが入ってなかなか見えなくてというのがあって、もうちょっと精密な点検の仕方ができ

ないのかどうかお伺いをいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 点検方法は、目視を中心にということで、場合によってはたたいたり何なりということも

点検の中にあるというふうに認識をしております。今後、業者と相談をして、さらに安全を

高める点検ができないかどうか検討のほうをさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

 



 

－ 16 － 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

  １１６ページになりますが、１８節負担金、補助金です。ここで特別活動事業費補助金と

あるのですが、何かイメージ的に任意のような形に私は感じるので、特定の何かに関して予

算計上されているのかなということで、ご説明願いたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 特別活動事業費補助金でございます。この中身につきましては、学校で行っております、

例えば入学式とか卒業式、学芸会とか運動会とかといったことの授業の景品について、特別

活動ということでそれぞれ補助金のほうを出しているところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ということは、そういう学校行事に合わせたときに発生するようなものに対するものであ

って、学校を特定しているわけではないということですね。小学校とか中学校とか、いろい

ろだということですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長。 

 基本的には、大樹小学校と中学校の１校ずつなのですけれど、それぞれの学校にある程度

使う経費について事前に確認を取りまして、それに対する経費について補助しているところ

でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １３６ページの社会体育施設費の関係で、１０節の需用費、修繕料の６０４万６,０００

円です。資料を頂いております。その中で、中央運動公園の野球場本部席修繕４７万５,０

００円の修繕の内容を教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 
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○清原社会教育課長兼図書館長 

 野球部の本部席の修繕ですけれども、本部席の中にありますカウンターの板の修繕、あと

窓から入ってくる水を防ぐための修繕の２つ、あと内部のサビ取りを考えてるところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ページ１３８の６項体育施設費の１７節の委託料です。中央運動公園の芝の維持管理業務

の１,２７８万９,０００円、これは資料を頂きました。ソフトボール場と野球場の関係なの

ですが、ソフトボール場につきましてはかなり使われてるという認識なのですが、私は野球

場の状況はちょっと把握をしていないのですが、野球場の管理に３４４万円かかっている

と。年間の大体の使用実績が少年団で３９日、中学校で１０日、大会で１０日とかとなって

いるのですが、作ったときに非常にいい球場だったのですよ。徐々に使わなくなって、各種

大会もないということで、減ってきているのは理解しているのですが、ただ、芝だけではな

くて、中学生とか小学生が利用している状況の中で、今３７７万円というのは芝だけなのか。

よく中学校とかでグランドの土の入替えとかもやっているのですが、この経費の３７７万円

というのは、外野の芝とか何かの管理にかかる経費だけだというふうに理解してよろしいで

すか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 ここで見ています中央運動公園芝維持管理業務１,２７８万９,０００円は、芝の管理の分

です。あと、グランドの整備ということでいきますと、予算書の１３８ページの１,２７８

万９,０００円の上にあります中央運動公園運動施設維持管理業務１３９万７,０００円で、

春先のグランドの整地、秋の撤収までの経費をこちらで見ているところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 大筋了解しました。それで、取りあえず伺います。今の芝の管理と、グランドの整備の関

係で、例えば全十勝小学校の少年団の野球大会が大樹に来て使うとなったら、それはＯＫな

状態なのか。 

例えば中学校の中体連とか大会、例えば大樹が当番校で使うとしたら、その球場が通常で

いう公式の大会で使えるような状況にこれは整備されてるという認識をしておいてよろし

いですか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 全十勝規模の大会でも、十分使用していただける環境を整えています。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 １２６ページの社会教育総務費、報酬のところで、地域おこし協力隊の報酬５４０万円な

のですが、これは現在も在籍されている方の報酬なのか。また、公募して新採用をする報酬

なのか。その辺を１点知りたいのと、社会教育推進事業と書いてあるのですが、主な活動内

容をちょっとお知らせください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 地域おこし協力隊の報酬５４０万円は、地域おこし協力隊の２名分の報酬として計上して

います。 

業務内容につきましては、南十勝長期宿泊体験交流協議会ＳＴＥＰの事務局員としまし

て、子ども交流事業の受入れに係る企画、立案、実施などを担っているところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 今、２名分と言われたのですけれど、これは現在も勤務されて、これがこのたび延長され

て、また２名分ということで理解してよろしいのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 今、１名の地域おこし協力隊がおりまして、その１名の方は３月をもって退任することに

なっております。４月からは２名体制でやっていきたいところなのですけれども、今内定し

ているのは１名です。もう１名については、この後、任用に向けて募集から進めていきたい

というふうに考えています。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 
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西田委員。 

○西田輝樹委員 

  ページは、多分１２８ページの７節報償費ではないかと思うのですけれども、お聞きし

たいことは、生涯学習ネットワーク事業という事業が、生涯学習なり社会教育なりの相当機

関となる学習形態を提供できていたのではないかなと思うのですが、すみません、まず一つ

目、生涯学習ネットワーク事業の科目というか、それを教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１０時５５分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 社会教育事業等講師謝礼の１２３万６，０００円の中に自主学級の講師の謝礼分が入って

おりまして、このほか「教育の日」講演会の講師の謝礼ですとか、生涯学習講座の講師の謝

礼などがこの予算の中に含まれております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 社会教育事業の中で、学級というか教室の計画数というのは、何ぼ予定されておりますで

しょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１０時５６分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 自主学級の講師の謝礼ですけれども、町民の方々が自主的にこういった勉強をしたいとい
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うことで自分達の中で事業を組み立ててくるということで、教育委員会としてこの講座をや

るというのは決めていないのですけれども、予算としましては７団体分のそれぞれ町内の方

の講師の分、町外の方の講師の分ということで予算のほうは見ております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１０時５８分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 自主学級が７つ用意されているとのことですけれども、１２３万６,０００円の中の積算

の部分を教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 自主学級の講師謝礼の内訳です。町内の講師の方は１回５,０００円です。これの１２回

分の２団体分で、１２万円です。南十勝の講師の方は１万円です。これで１２回分の２団体

分で、２４万円です。十勝管内の講師の方ですと１万６,０００円、掛ける１２回、掛ける

３団体で、５７万６,０００円です。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １１８ページの小学校の学校管理費、１２節委託料のグランド整備業務ですけれども、予

算が前年度より増えて、新年度はグラウンドの攪拌を行うということなのですけれども、こ

れについては決算でも聞いているのですけれども、攪拌して、例えば方法なのですけれども、

今の現状の砂がかぶった状態で、こういう質問いいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 総括でお願いします。 

菅委員。 
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○菅敏範委員 

 簡単なことです。ページ１１４の３目教育振興費の１２節委託料で、スクールバスの待合

所移転業務なのです。前から議論もありまして、数年間１５万円で計上されていました。そ

の理由は、年々通学する生徒の場所が変わるので、乗る場所に近いところに場合によっては

待合所を移動するので、確定は取れていませんけれども、１５万円計上して、必要があった

ら１カ所分の移動費だと。２カ所移動するのであれば、それはまたプラスしなければならな

いという話で、１５万円の形式的というのはおかしいですけれども、必要経費を見込んでい

たのですが、急に今回１０万円になって５万円減少したと。これは何か根拠があるのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 スクールバスの待合所の移設業務でございます。従来、委員ご指摘のとおり、１５万円で

計上しておりました。これも町内に、拓進から生花までいろいろなところにスクールバスを

設置しておりまして、移動する場合、その距離によって値段も変わるということで、必ずし

も移動する金額が確定してるわけではございません。従来は１５万円という形で計上してお

りましたが、近年、スクールバスの待合所の移動もそんなに箇所が多くなくていいのかなと、

実績に基づいて改めて精査しました。５万円減額して１０万円でも何とかここの部分は賄え

るかなというような考えに基づきまして、従来１５万円で計上しておりましたけれども、今

回は５万円を減額して１０万円でスクールバスの待合所の移設という形で行っていきたい

と思いまして、このような計上をしたところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

  １３２ページの委託料の中の生涯学習センターの音響照明舞台業務なのですけれども、頂

いた資料の中では、主任技師だとか、それの補助の職員の方とかというようなことで積算さ

れているのですけれど、年々増額されているのですけれども、給与も上がっているから致し

方ない面もあるのかもしれませんけれども、生涯学習センターの稼働からいったら、そこら

辺の委託費の中の公演日数とか回数とかによって、最後は、出勤の部分の職員の日数によっ

て委託費が変わっていくものなのか、精算の方法についてお伺いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 音響照明舞台業務の委託料ですけれども、実績に応じて最後に精算するとかという方式で

はありません。人件費相当分ということで、あらかじめ決まった分で委託料として計上して
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いるものです。勤務日があらかじめ決まっておりますので、催物があってもなくてもその時

間勤務していまして、例えばイベントがあったときに応援というような形で増員して対応し

ているところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 常時というか、勤務日数は大分削除された中で費用の軽減をされていることについては、

そうだと思うのです。もう１人の補助職員の方については、公演日数とか何とかによって毎

回、例えば今の出勤のあれは、金曜とか土日の週４回とか何回とかというのが出勤の決まっ

た義務だと思うのですけれども、補助職員の方というのは、通常は教育委員会のほうに主任

と同じように出勤されているのですか。イベントのあるようなときに臨時に来られているの

ではないかと思うのですけれども。 

○齊藤予算審査特別委員長 

清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長兼図書館長 

 補助の方の出勤の確認につきましては、毎月、月報ということで委託業者のほうから日誌

を上げてきていただいておりまして、そこで勤務の状況などは確認していますけれども、基

本的に催物があったときに対応してもらっています。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、教育費の質疑を終了します。 

休憩します。 

  

休憩 午前１１時０７分 

再開 午前１１時２０分 

  

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

次に、１３９ページから１４２ページまで、１１款災害復旧費について、内容の説明を求

めます。 

鈴木総務課長。 



 

－ 23 － 

○鈴木総務課長 

 １３９ページから１４０ページ下段になります。 

１１款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費、昨年と

同額の１０万円。 

２目林業施設災害復旧費、前年と同額の１０万円。 

１４１ページ１４２ページに移りまして、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路河川災

害復旧費、前年と同額の１０万円。 

以上で１１款災害復旧費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、１１款災害復旧費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、災害復旧費の質疑を終了します。 

次に、１４１ページから１４２ページ、１２款公債費について、内容の説明を求めます。 

鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

１２款、１項ともに公債費で、１目元金７億４,５７２万９,０００円、前年比１,４０４

万２,０００円の減。 

２目利子２,２２７万１,０００円、前年比７５５万８,０００円の減。 

 以上で１２款公債費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、１２款公債費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、公債費の質疑を終了します。 

次に、１４１ページから１４４ページまで、１３款諸支出金について、内容の説明を求め

ます。 

鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

１３款諸支出金、１項特別会計繰出金、１目事業会計繰出金は、今年度から公共下水道事  

業分がなくなり、４特別会計への繰出金で３億２,６２６万７,０００円、前年比２億３,７

０６万円の減。会計別の内訳といたしましては、国民健康保険事業特別会計１６８万２,０
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００円の減、後期高齢者医療特別会計３９万円の減、介護保険特別会計では１６９万３,０

００円の増、介護サービス事業特別会計では３,２９７万７,０００円の減、昨年度まであり

ました公共下水道事業特別会計は下水道事業に移行したことにより２億３７０万４,０００

円の皆減となってございます。 

次に、２項、１目ともに特別会計出資及び補助金で８億３,６１５万８,０００円、対象と

いたしましては、水道事業、町立国民健康保険病院事業と下水道事業で、新たに下水道事業

が移行したことにより、前年比２億９,５３７万４,０００円の増。会計別の内訳といたしま

しては、病院事業への補助金と負担金で９,８６０万円の増、水道事業への補助金と負担金

で３２３万５,０００円の減、下水道事業は２億９,０００円の皆増で公共下水道事業との比

較では３６９万５,０００円減となるものでございます。 

１４１ページから１４４ページにかけまして、３項、１目ともに基金費で７,００７万５,

０００円、前年比２,２９８万６,０００円の増。増となる主なものにつきましては、１４４

ページに移りまして、企業版ふるさと納税を原資とする航空宇宙関連施設整備基金を新たに

積立て７８０万円の増と、主にふるさと納税を原資とする魅力あるまちづくり推進基金積立

金を前年比１,５００万３,０００円の増で計上したことによるものでございます。 

 以上で１３款諸支出金の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、１３款諸支出金の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １４２ページ、１３款、２項の特別会計出資及び補助金、１目同じく出資及び補助金なの

ですが、病院事業補助金については、令和２年度は３億５,０００万円から１億円増の４億

５,０００万円なっているのですが、この理由を説明していただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 黒川副町長。 

○黒川副町長 

 病院事業の補助金の１億円でございますけれども、令和２年度補正予算で１億２,０００

万円補正をさせていただいておりまして４億７,０００万円になっているかと思いますが、

病院経営が人件費高騰等で経常経費が増えていることに加えまして患者が減っているとい

うことで、収入が減って経費が増えているという状況でありますので、その補填ということ

で１億円の増としているものでございます。これまでは、内部留保資金で補填をしてきたの

ですけれど、それも大分枯渇してきたということで、補助金の増額としたものでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 
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○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、諸支出金の質疑を終了します。 

次に、１４３ページから１４４ページ、１４款予備費について、内容の説明を求めます。 

鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

１４３ページから１４４ページにかけまして、１４款、１項、１目ともに予備費、前年同

額の１,０００万円。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、１４款予備費の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、予備費の質疑を終了します。 

 次に、事項別明細書３ページから２８ページまで、歳入について、内容の説明を求めます。 

鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

事項別明細書の３ページから４ページをお開き願います。 

一般会計の歳入について説明させていただきます。  

１款町税、１項町民税、１目個人、前年比１５３万１,０００円減の２億９,４２３万４,

０００円。 

２目法人、前年比４８２万８,０００円減の４,９５２万２,０００円。 

２項、１目ともに固定資産税、前年比２,３０２万２,０００円増の３億９,７９６万３,

０００円。 

２目国有財産等所在市町村交付金及び納付金、前年比８,０００円増の９２１万４,０００

円。 

３項軽自動車税、１目環境性能割、前年比４,０００円増の７６万円。 

２目種別割、前年比３６万７,０００円増の１,９７２万４,０００円。 

５ページから６ページに移りまして、４項、１目ともに町たばこ税、前年比５８２万８,

０００円減の４,３９０万円。 

５項、１目ともに入湯税、前年比１３万９,０００円減の４３４万円。 

町税関係につきましては、今年度の課税状況や収納見込み、制度改正等に基づき算定した

ものでございます。 

２款地方譲与税、１項、１目ともに自動車重量譲与税、前年比１,３００万円減の１億１,
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２４０万円。 

２項、１目ともに地方揮発油譲与税、４３０万円減の３,６７０万円。 

３項、１目ともに森林環境譲与税、前年同額の１,１５１万円。 

３款、１項、１目ともに利子割交付金、前年比３０万円減の４０万円。 

７ページ、８ページに移りまして、４款、１項、１目ともに配当割交付金、前年同額の１

６０万円。 

５款、１項、１目ともに株式等譲渡所得割交付金、前年比７０万円増の１６０万円。 

６款、１項、１目ともに法人事業税交付金、前年同額の４５０万円。 

７款、１項、１目ともに地方消費税交付金、前年比４１０万円減の１億３,０５０万円。 

８款、１項、１目ともに環境性能割交付金、前年比９８０万円減の５６０万円。 

９款、１項、１目ともに国有提供施設等所在市町村助成交付金、前年同額の３０万円。 

１０款、１項、１目ともに地方特例交付金、前年比１,０９０万円増の１,２００万円。 

９ページ、１０ページに移りまして、１１款、１項、１目ともに地方交付税、前年同額の

３１億７,０００万円。普通交付税が２,０００万円の減、特別交付税が２,０００万円の増

での計上となってございます。 

１２款、１項、１目ともに交通安全対策特別交付金、前年同額の９０万円。 

以上、２款地方譲与税から１２款交通安全対策特別交付金までは、地方財政計画や国の予

算案に基づき算定しているものでございます。 

１３款分担金及び負担金、１項負担金、１目総務費負担金、前年比１万２,０００円増の

５万円。 

２目民生費負担金、前年比１７３万５,０００円減の４,４５１万８,０００円。発達支援

センター運営費負担金の減によるものでございます。 

３目衛生費負担金、前年比６,０００円増の１万２,０００円。 

４目農林水産業費負担金、前年比５万２,０００円減の２６９万２,０００円。 

５目教育費負担金、前年比９１万円減の３,０２２万１,０００円。 

１１ページから１４ページにかけまして、１４款使用料及び手数料、１項使用料、１目総

務使用料、前年比１０９万円減の４９６万４,０００円。 

２目民生使用料、前年比８万７,０００円減の１９７万５,０００円。 

３目衛生使用料、前年同額の２,０００円。 

４目労働使用料、前年比２,０００円減の４万９,０００円。 

５目農林水産業使用料、前年比１４９万１,０００円減の９,８８０万６,０００円。 

６目商工使用料、９万円増の９６万９,０００円。 

７目土木使用料、前年比１９８万６,０００円減の９,５３１万４,０００円。 

増減の主な内容につきましては、町営住宅使用料、現年度分で２２１万円の減、過年度分

が１０万円の減。今年度より入居者に変わりまして、町が家賃と合わせて収納することとし

た町営住宅共益費で３１万７,０００円の増となってございます。 
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８目教育使用料、前年比１１万３,０００円減の２４２万９,０００円。 

１３ページから１４ページにかけまして、２項手数料、１目総務手数料、前年比６万４,

０００円減の３１５万５,０００円。 

２目衛生手数料、前年比１５万４,０００円増の８６３万円。 

３目農林水産業手数料、前年比６万４,０００円減の１００万円。 

  １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、前年比６８万３,０００円

減の２億２,４１１万３,０００円。 

 ２目衛生費国庫負担金２,１８５万９,０００円の皆増。新型コロナウイルスワクチン接種

費負担金の増によるものでございます。 

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金３８０万１,０００円で、前年比３２８万７,００

０円の減。減の主な要因は、企画費補助金で、昨年度のみの事業である地域公共交通調査等

事業費補助金が減となったことによるものでございます。 

２目民生費国庫補助金１億７,５９９万９,０００円、前年比１億５,２３０万１,０００円

の増。増の主な内容は、１６ページに移りまして、保育所等整備交付金の増によるものでご

ざいます。 

３目衛生費国庫補助金２,５４６万１,０００円、前年比２,５２０万３,０００円の増。増

の主な内容につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金の増によ

るものでございます。 

４目土木費国庫補助金１億１,９２５万円、前年比２,３１２万３,０００円の減。社会資

本整備総合交付金の土木車両更新事業で１,９３０万９,０００円の減、社会資本整備総合交

付金から変更となった道路メンテナンス事業補助金で５０９万３,０００円の減となってお

ります。 

５目消防費国庫補助金、前年同額の２５万５,０００円。 

６目教育費国庫補助金、前年同額の１１万円。 

３項委託金、１目総務費委託金、前年比５万８,０００円増の２８万３,０００円。 

２目民生費委託金、前年比９万円減の８３万８,０００円。 

１６款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、前年比１７１万２,０００円増の

１億２,３５７万円。 

１７ページから１８ページに移りまして、２項道補助金、１目総務費道補助金、前年比１,

７４９万１,０００円減の２億３,８２１万８,０００円。減の主な要因につきましては、ス

マート街区構築事業に対するエネルギー地産地消事業化モデル支援事業補助金の減による

ものでございます。  

２目民生費道補助金６,７２４万８,０００円、前年比２,７２７万７,０００円の増。主に、

認定こども園施設整備交付金の増によるものでございます。 

３目衛生費道補助金６４万８,０００円、前年比２３万７,０００円の減。 

４目農林水産業費道補助金１億２,３５４万９,０００円、前年比２８９万５,０００円の
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増。 

１９ページから２０ページに移りまして、５目消防費道補助金３１５万円、前年比１４０

万円の増。増の主な内容につきましては、地域づくり総合交付金で、津波ハザードマップ作

成委託業務に係る交付金の増でございます。 

６目教育費道補助金３３８万５,０００円、前年比６１万８,０００円の減。 

３項委託金、１目総務費委託金１,９３９万９,０００円、前年比６６６万８,０００円の

増。主に、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金の増によるものでござ

います。  

２目農林水産業費委託金１７万６,０００円、前年比１４万円の減。 

３目商工費委託金２３７万６,０００円、前年比１１万円の増。 

４目土木費委託金８９万３,０００円、前年比１６万７,０００円の減。 

１７款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入１,１６７万７,０００円、前年比

１０５万９,０００円の減。 

２目利子及び配当金４６万７,０００円、前年比８万４,０００円の減。 

２１ページから２２ページに移りまして、２項財産売払収入、１目物品売払収入、１０万

９,０００円、前年比１,０００円の減。 

２目不動産売払収入１,１４５万円、前年比４８１万２,０００円の減。主に、立木売払収

入の減によるものでございます。 

１８款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、前年同額の１,０００円。 

２目指定寄附金７,０００万５,０００円、前年比８,３７４万３,０００円の減。まち・ひ

と・しごと創生寄付金の減によるものでございます。 

１９款、１項ともに繰入金、１目基金繰入金５億８,５４４万６,０００円、前年比３億１,

１９５万７,０００円の増。財政調整基金からの繰入金が前年比３億円増の５億２,０００万

円、公共施設の修繕などのために公共施設整備基金は前年比６５９万４,０００円減の１,

０１２万８,０００円、ふるさと納税の返礼経費のほか、子育て支援や産業の育成、航空宇

宙への取組に充てるため魅力あるまちづくり推進基金から前年比５７８万１,０００円増の

４,２４９万５,０００円、それぞれ繰り入れるものでございます。 

一番下の森林環境譲与税基金からの繰入金は１,１５８万３,０００円増の１,１６３万

６,０００円となってございます。 

２４ページに移りまして、新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金は１０４万７,００

０円の皆増でございます。 

２目他会計繰入金、前年同額の１万２,０００円。 

２０款、１項、１目ともに繰越金、前年同額の１,０００万円。 

２１款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、前年同額の１,０００円。 

２項、１目ともに町預金利子、前年同額の５万円。 

３項貸付金元利収入、１目高齢者等にやさしい住宅整備資金貸付金元利収入、１０万円減
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の１０万円。 

２目災害援護資金貸付金元利収入、前年同額の１,０００円。 

３目大樹町中小企業特別融資事業貸付金元利収入、前年同額の１億円。 

４目奨学金貸付金元利収入１,１３４万８,０００円、前年比６７万円の減。 

４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入簡易郵便局業務受託事業収入で、３６３万６,

０００円の皆増となってございます。 

２目衛生費受託事業収入１８４万５,０００円、前年比９万５,０００円の増。 

２５ページから２６ページに移りまして、３目農林水産業費受託事業収入３,２９７万５,

０００円、前年比１,５４４万６,０００円の減。畜産担い手総合整備型事業受託事業収入の

減によるものでございます。 

５項雑入、１目過年度収入、前年同額の１,０００円。 

２目雑入３億４,０１４万２,０００円、前年比３億３,３２３万７,０００円の増。増の主

な要因につきましては、役場庁舎建設事業に係る二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の

増によるものでございます。 

２２款、１項ともに町債、１目過疎債１１億１,２１０万円、前年比７億９,８９０万円の

増。主に、法人認定こども園整備事業、役場庁舎建設事業、スマート街区構築事業等への借

入れによる増でございます。 

２７ページから２８ページに移りまして、２目辺地債８,６７０万円、前年比２,６７０万

円の増。 

３目臨時財政対策債２億１,９００万円、前年比９,６００万円の増。 

４目公共事業等債８３０万円、前年比２５０万円の増。 

５目公共施設等適正管理推進事業債１１億４,０６０万円の皆増。役場庁舎建設事業に係

る借入れでございます。 

緊急防災減災事業債は、皆減となっております。 

以上で説明を終わらせていただきます。  

○齊藤予算審査特別委員長 

これより、歳入の質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 毎年お伺いしていますが、２７・２８ページの町債、３目臨時財政対策債ですが、これは

交付税振替えということで同等に理解して結構ということなので、限度いっぱい借りている

のかどうか確認いたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

鈴木総務課長。 
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○鈴木総務課長 

 限度額いっぱいとなってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １２ページ、１４款の使用料及び手数料、５目農林水産業手数料で、町営牧場の使用料が

若干ですけれども、１４９万１,０００円減額計上されています。年々畜産が振興してきて

いるという理解をしているのですが、現状で、積算した令和３年度の預託頭数が減少するか

ら、若干の１５０万円ぐらいですけれども、減額計上しなければならないという根拠なので

すか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長兼町営牧場長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 こちらは、過去５年間の平均で頭数のほうを算出しております。来年度につきましては、

乳用牛につきましては２,９１８頭増、肉用牛につきましては１,１９５頭の減、馬につきま

しては延べ頭数でございますが１７３頭の減、舎外の乳用牛につきましては３,４９６頭の

減という形で算出しております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２２ページの１７款で、その他不動産売払収入で立木の売払いが予定されて、９２５万円

ですか、あるのですけれども、この天然林というか人工林とか、面積など教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 こちらはカラマツが中心でございまして、面積につきましては７.０４ヘクタールでござ

います。材積につきましては１,０５６立米、２,１８１本のカラマツから算出しております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 金額は小さいのですけれども、ページ１４の１４款衛生手数料です。狂犬病予防手数料が
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３万５,０００円減額計上されているのですけれども、現状認識として、飼われている犬が

年々増えているのではないかと認識しているのですが、これが令和元年度、２年度、３年度

というふうに手数料が減少してきているということは、実際は見えているよりも飼われてい

る犬の頭数が年々減少しているのだということの理解でよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 こちら衛生手数料の狂犬病予防手数料でございますが、ここに積算しておりますのは、新

規に畜犬登録をするものについては３,０００円の手数料が発生しております。こちらにつ

いては１５頭、それから狂犬病の予防注射を打つ手数料として、１件当たり５５０円、これ

に対しては３２０頭での積算となってございます。 

前年実績等考慮しながらの予算積算としておりますが、現状、犬の登録頭数は令和２年３

月末現在の数字になりますけれど、総頭数で３７７頭という把握になってございます。実際

この中で生まれたばかりの小さい犬でありますとか、それから老犬になってなかなか動くこ

とも難しい、そこまでいかなくても年老いた犬、これらについては狂犬病の予防注射の対象

となっていないことから、実際の実数を参考に積算しているところでございます。全体の総

頭数としては、大きな変化はあまりないというようなことでの認識をしております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入についての質疑を終了します。 

次に、歳入歳出全般について、質疑漏れがあれば受けます。 

質疑はありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 ４２ページ、２款総務費、１８節負担金補助及び交付金、宇宙のまちづくり推進事業実行

委員会補助金２４０万円、宇宙産業集積促進委員会補助金５００万円、北海道宇宙サミット

実行委員会補助金５２０万円に関しては、単年度の補助なのか、それとも継続的な性質を持

った補助金なのかお聞きします。また、継続的な補助であれば、期限についてもお聞きしま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 
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○大塚企画商工課参事 

 宇宙の町づくり推進事業実行委員会補助金につきましては、インターステラ社がロケット

を打ち上げる際の警備費用等に要しておりますので、基本的には毎年度かかっていく経費に

なるかなと思ってます。 

 それから、宇宙産業集積促進事業補助金につきましては、こちら企業からのふるさと納税

が寄付された際にそれを町内の拠点のある事業者に補助するという形になっておりますの

で、こちらも基本的には毎年度続けていく形になるかなと思ってます。 

 北海道宇宙サミット実行委員会補助金につきましては、基本的には単年度になるのかなと

思っているところです。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ４ページの固定資産の土地の部分なのですけれども、これは負担調整評価替えで負担調整

されているのではないかなと思っているのですけれども、課税標準の分というのは、負担調

整でマイナスに働いてるのですかプラスで働いてるのか、それをお聞きしたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

 今、委員のほうからお話ありましたように、今年度は評価替えの年になってございます。

土地の評価につきましては、今年度は宅地の分を０.９７１というような減少率をベースに

標準額を落としましての積算になっています。昨年と比べると、土地に関する評価のほうは

減っているということになってございます。 

以上です 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２点あるのですが、１点ずつ言います。４款衛生費、ページ７４で、２目の母子保健費、

１２節委託料です。風疹抗体検査業務が令和２年度の倍以上になっているのですが、これは

対象人数の増なのか、検診業務内容が変わったのか、伺います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 風疹抗体検査業務につきましては、令和元年度から３年度までの業務となっておりまし
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て、令和３年度が最終年度となりますので、令和元年度と２年度に未受診だった方に、さら

にまた受診のほうを勧奨していくため、未受診者勧奨を行って、できるだけ令和３年度中に

検査を受けていただくといことで予算のほうを多く見積もっております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ということは、受けてもらえるか、もらえない人も含めて、そこをＰＲして、受診を求め

ていくという願望を含めての予算ということで受け止めてよろしいですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 そのとおりといいますか、未受診者の方をできるだけなくすということで、働きかけをし

ていきたいということで予算を計上しております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 管委員。 

○管敏範委員 

 最後に、ページ８４の農林水産業費で、１項農業費の３目農業振興費、１８節負担金で、

多目的機能支払交付金の事業で８,０２２万円計上されているのですが、具体的に主な事業

だけ教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 ０時００分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に続き、会議を続けます。 

佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 具体的な事業でございますけれども、融雪剤の散布、集乳路の除排雪、遊休サイロの撤去、

あとは風塵防止のための緑肥播種、あとは学校との連携で非農家体験、食育、中心的なもの

は水路と農道の整備でございます。 

以上でございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか 

休憩します。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

それでは、休憩前に引き続き、会議を続けます。 

午前中の質疑漏れを続けます。 

質疑ありませんか。 

西田委員 

○西田輝樹委員 

 １６ページの教育費、国庫補助金の就学援助費の補助金額で、支出されてる費用の割には非常

に補助金が少額だと思うのですが、算定基準なり補助基準なりを教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 教育振興補助金の小学校、そして中学校の就学援助費の補助金でございます。小学校につ

きましては８万円、中学校については３万円ということで、予算のほうを計上してございま

す。これの積算の根拠でございますけれども、令和元年度の実績でありますけれども、小学

校では約１１万円、中学校では約２０万円の補助金が来たわけでございます。しかしながら、

その年の学年等々によりまして補助金額が変わるということもあり、なかなかここの積算と

いうのが非常に苦慮しているところでもございます。対象となる学年によっては補助金額も

変わることが想定されるため、例年ベースではありますけれども、小学校で８万円、中学校

で３万円という形で、予算のほうは計上させていただいております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 あともう１つです。２０ページの財産貸付収入の職員住宅貸付料についてお伺いいたしま

す。従前、大分前なのですけれども、道職員住宅の基準の２分の１を算定根拠にしていると

いうふうなことでお聞きしたのですけれども、住宅の貸付料の基準というか、１つは道の基

準に準じて経年の分ですとか広さの分ですとか、道の基準の２分の１で今も算定しているの

かをお伺いします。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 黒川副町長。 

○黒川副町長 

 ご質問の件ですけれども、道の基準の２分の１ということである程度の目安にしていたと

いうことはあるのかもしれませんが、今は、それぞれの建物の経年と、これまでの経過措置

などを含めて算定しているところでして、特に強く道の２分の１というのを今は意識してい

ないでやっているという考え方になっております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員。 

 例えば平米単価というか家賃の積算に、例えば経年の分ですとか平米単価だとかというふ

うなものについては、町の積算の要綱みたいなものがあって、それによってやっているよと

いうことで理解してよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長。 

 手元に詳しい資料はないのですけれども、きちんと書いた基準がございまして、それに基

づいて、今、副町長が言ったように、面積だとか年数だとかということの計算をして、町と

して住宅料を決めている内容でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

 

   ◎延会の議決 

○齊藤予算審査特別委員長 

 お諮りします。 

委員会運営の都合上、本日はこれで延会とし、明日３月１０日、午前１０時から委員

会を開催したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会とし、明日３月１０日、午前１０時から委員会を再開します。 
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   ◎延会の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長 

本日は、これにて延会します。 

 

延会 午後 １３時０５分 
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開議 午前１０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長  

 ただいまの出席委員は１１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○齊藤予算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 ７番 松 本 敏 光 委員 

 ８番 西 田 輝 樹 委員 

を指名します。 

 

   ◎日程第２ 議案第２０号から日程第９ 議案第２７号まで 

○齊藤予算審査特別委員長 

 日程第２ 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についてから、日程第９ 議案第

２７号令和３年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件についての審査に入り

ます。 

昨日の委員会において、議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についての歳入歳出

全般に関する質疑が終了していますので、これより総括質疑に入ります。 

総括質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 新型コロナ対策の関係で、まずお伺いします。 

最近、十勝で老人関連施設ですか、クラスターが発生して、昨日だったと思いますけれど

も、札幌より十勝のほうが感染数が多いという発表があったと思います。十勝管内ですけれ

ども、老人関連施設、それから医療機関で結構クラスターが発生しているわけですけれども、

そんな中で、今日ですか、東京都では高齢者施設、それから医療機関に対するＰＣＲ検査を

週１回行うのだというようなことが報道されておりましたけれども、今日の今日なのでまだ

分かりませんけれども、何か情報があるかどうかなのですけれども、北海道ではそういう高

齢者施設、医療機関等のＰＣＲ検査を道のほうで実施するような考えが聞こえてきているか

どうか、まずお伺いします。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 北海道におけるＰＣＲ検査についての情報についてですが、現在のところ特に情報は入っ

てきておりません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 病院はちょっと分かりませんけれども、病院もそうだと思うのですけれども、高齢者施設

は、今こういう新型コロナということで各施設とも面会者とかということは全面的に禁止さ

れていると思うのですよね。そういう中でクラスターが発生するということは、職員から感

染しているのではないかというふうに考えられるわけですけれども、職員が出勤時にいろい

ろ対策を取られているのだと思うのですけれども、無症状の方がいれば、その方が施設内で

仕事をされて感染するということも考えられるわけですけれども、そういう中で、町として

は、この前も一般質問だったと思いますけれども、町長はちょっと難しいようなことでした

ので、東京都がやるということなのですけれども、道としてそういうことができないのか、

要請することが必要なのではないかなと思うのですけれども、その辺の考え方はどうなのか

お伺いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 コロナ対策の関係では、先の一般質問でもご質疑をいただきまして答弁をさせていただい

たところでもあります。ＰＣＲ検査につきましては、私も答弁の中で申し上げさせていただ

きました。 

本日、東京都の動きの報道があったということですが、その件について私は承知しており

ませんのでコメントは差し控えますが、一番最初に、特養または老健施設等の職員に対して

ワクチンの優先接種を計画しているところでもありますので、まずはそれを最優先に、また

は日頃からの感染予防対策をしっかりやっていくということが必要かなというふうに思っ

ております。 

北海道に対して、老健施設等も含めての職員のＰＣＲ検査の実施等については、今現在は

予定をしておりませんが、今後、北海道、または他の地域の動きもよく注視しながら、必要

に応じてはさせていただく場面もあろうかなというふうには思いますが、今現在は要請とい

う形での検討はしておりません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 要請という形、東京都の話はまだ認識されていないということなのですけれども、結局、

最近ここ数日、道内の感染者数がちょっと増加しているという中で、十勝のクラスターが大

きな影響を与えていると思うのですよね。札幌市よりも多いということですから。そういう

中で、無症状の方がそのままでいきますと、結局、毎日ＰＣＲ検査をして、その場で分かる

ようなＰＣＲ検査がよろしいのでしょうけれども、そういうこともないと。東京都であれば

１週間に一遍やりたいということのようですけれども、できれば、こういう十勝管内の清水

町の役場でも発生しましたし、帯広周辺でも病院、あるいは老人関連施設で多数クラスター

が発生しております。大樹町も老人関連施設も病院もありますので、危機感を持ってやって

いく上では、十勝の町村会を通じて、早急に話し合っていくべきでないかなと私は思います。 

今、ワクチンの話がありましたけれども、高齢者まで行き渡る分、あるいは高齢者施設で

働いている職員まで行き渡るのにまだまだ目処が、はっきり言ってワクチンの見通しが立っ

ていない状況であると思います。相当先の６月とか、最終的には６月とかという話にも聞こ

えておりますので、そういう面でいけば、早急にクラスター発生を抑えるためにも、他人事

でなく、早急に各町村と話し合っていくべきでないかなと思いますけれども、もう一度、町

長にお伺いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 町村会としても、コロナ対策の関係については重要な施策であるということの認識は持っ

ておりますので、必要な部分については、躊躇することなく協議は進めていくという対応を

取っていくと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに総括質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

昨日、同僚委員の答弁にもあったのですが、赤ちゃん誕生祝い金のことなのですね。議員

協議会で説明あったときに、生活保護とかその他、除外ということだったのですが、昨日、

検討されて生活保護の方にも支給するという答弁でした。大変いいことだなというふうに

思っておりますが、問題は支給された後、十勝の総合振興局のほうで、それを収入とみなさ

れて減額ということになって、せっかくの大樹町の好意も見えなくなってしまうので、十勝

総合振興局の職員も、恐らく法律でそうなっているから苦慮していると思うのですよ。 

本来は、ああいう立場の人も、できればそうしたいと思っていると思うのですよね。別件

でも、私、総合振興局に生活保護の関係で相談に行ったことがありますけれども、本当に親

身になって相談に乗ってくれたことがありますので、その点、何かこちらから言えば、運用

の面で何か前進するような気がするのですけれども、その点いかがでしょうか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 赤ちゃん誕生祝い金の部分の生活保護の方に対するものでございますけれども、委員おっ

しゃるように、これについては十勝総合振興局の社会福祉課のほうの生活保護担当の方に、

このような制度で給付金をお配りしたときにどうなるかということで問合せをさせていた

だいたところ、やはり収入としてみなすということで回答を得ているところでございます。 

これは国の制度なので、一概にうちの町でどうのこうのということはできませんので、そ

の辺はご理解をいただきたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 もちろん町でどうこうということではないと思いますけれども、今は特に少子高齢化で、

毎月、私も大樹に何人生まれたなということも本当に気にしているし、また今置かれている

出産する家庭の状況が、私らの頃と違って、随分厳しい状況にある人も増えているような気

がするのですね。労働環境が厳しくなったというふうに思っているのですね。 

そんなことで、法律を変えるとか、あるいは運用の改善ということを町村会なんかで、ぜ

ひまとまって要望していってほしいと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 赤ちゃん祝い金の関係については、一般会計予算の中で令和３年度についても支給をさせ

ていただきたいということで計上させていただいております。生活保護費を受給されている

方はそれぞれのご事情があって、そういう形にならざるを得ない現状があるかなというふう

に思っており、その中で、私どもの赤ちゃん祝い金を支給した場合については、生活保護費

のほうに波及してしまうということは、制度上やむを得ないかなというふうに思っておりま

す。 

また、私ども以外にも、いろいろな関係で生活保護を受給されている方々がいろいろな部

分の規則とかという制度に縛られたものがあるというふうに思いますが、不合理な点があれ

ば、私どもも改正については、北海道や国に申し上げていかなければならないかなというふ

うに思っておりますが、今回の件については、正直、私は国の制度上も含めて臨時的な収入

にみなすということについては、やむを得ないのではないかなという見解ではおります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 
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寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ７款の商工費で、２目の市街地開発推進費の中の予算なのですが、ＴＭＯ活動推進事業補

助金１,４８７万２,０００円の説明を受けたのですが、その中にあったことで、ちょっとい

まだに釈然としないという点がございまして、そもそも根本的に二、三、ＴＭＯ関係でタウ

ンマネジメントオーガニゼーションと言うのですけれども、そもそも大樹のＴＭＯ事業のコ

ンセプトが何だったのか。 

そして、もし分かる範囲で、今回の説明で、昨年コロナの影響で売上が減ってしまったと

いうことで１００万円の特例加算がされておりますけれども、それ以前もどうだったのか。

今後これをやり続けていく理由と根拠が何なのか。まずそこを知りたいのですよね。ご説明

よろしくお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ＴＭＯの関係でございますけれども、まずＴＭＯのコンセプトという点でいきますと、一

言で言いますと町を元気にするというような活動を行う組織ということでございます。そう

しまして、例えば商店街ですとか行政、住民、その他の事業者が地域を構成する様々な主体

が参加して、中心市街地の活性化だとかに取り組むというような部分でのコンセプトとなっ

てございます。 

 売上の件でございますけれども、昨年、令和２年度の見込みといいますか、その分でいき

ますと特産品の取扱高が当初予算で見込んでいたよりも売上が９００万円ほど落ち込んで

いるという見込みとなっております。その９００万円が丸々赤字かというと、特産品を仕入

れる価格もありますので、全部が赤字というわけではありませんが、売上という部分では９

００万円ほど減少となっているというところでございます。 

 令和３年度におきましては、令和２年度に売上が落ちて、収支のバランスが取れないとい

う部分もありまして、その分を追加で特例として補助するわけですが、今後は今回特例とい

うこともありましたので、令和３年度以降の分につきましては、従来どおりの形で補助して

いきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ということは、そもそもＴＭＯ自体は、先ほどご説明にあったとおり、大樹町内の商店街

の市街地の活性化を目的としてやっているということで、今のブースに関しては特産品販売

で、昨年は非常にコロナの影響もありながら売上が落ち込んだということですね。簡単に言

うと。その売上の補塡として、今回予算化している特例加算というのは１００万円ございま
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すけれども、これは特例といういうぐらいなので、先ほどのご説明で私が解釈したのは、今

後は、また特例ということはないよというような解釈でよろしいのですね。ということは、

今後そういうことを続けていかないということになりますが、そこで再度、そこの特例ブー

スの対象者といいますか、実際やっておられる方はどういう方がやっているのですか。これ

は先ほどのＴＭＯでいくと、一般の商店街の方がやっているのかどうなのか、そこもちょっ

と確認したいのですが。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ＴＭＯにつきましては、一応大樹町商工会のほうが運営しているというような状況になっ

ております。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

分かりました。それであれば、私も一般質問で発言させていただいたのですが、今後これ

をやり続けていくべきなのか。そもそも町の活性化に本来つながっているべきなのかという

目的をはっきり再度見極めるというか検討して、違う方向に転換するのも場合によってはあ

りだなと私は考えております。それも当然検討しなければいけないかと思うのですが、やり

続けていく理由は理由なりにあるかと思いますけれども、第一前提は、先ほどもお話しした

ように、赤字を補塡しながらやっていくということは、やはり長期的にはやり続けることが

私は無理だと思いますので、そういうことは適正に是正をしていくという形に持っていくべ

きではないかというふうに考えますが、これについてはどうでしょう。今後の長期的な考え

方については。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 ＴＭＯの関係で今年度、私どもの補助金の中にも特例加算分が含んでいるということであ

ります。内容については、今、担当のほうから説明させていただいたとおりです。 

 ＴＭＯ事業、そしてあそこで運営をしております道の駅の事業もあります。道の駅は、私

どもが設置者でありますので、今後そのＴＭＯの事業をどうやってやっていくかという一面

と道の駅をどうやって運営していくかというところについては、私どもが委託している商工

会と私どもでしっかりと議論する必要があるかなというふうに思っているところです。 

 高規格道路も、大樹のインターチェンジまで延伸をされますと、あの近くの道道から国道

に出てくるということもありますので、道の駅の役割、または活性化方法については検討が

必要だなという思いを持っておりますので、新年度から道の駅、そして併せてＴＭＯの在り
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方等についても商工会のほうと積極的に検討の場を設けていければなというふうに思って

おります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 今、町長のほうから心強いご説明がありましたので、私も昨年コロナ禍の中で、各地方、

上士幌町とかそういうところの道の駅を見させていただきました。非常にこういう状況にあ

りながら、かなりの人が入っているということがありますので、やはり町長のご説明にあっ

たとおり、もう少しこの状態だからできないとかではなくて、これでもやれるということが

実際起きているわけですから、前向きにその辺はＴＭＯも再検討しながら進めていただきた

いと思います。道の駅も併せて、よろしくお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 まず、十勝バスの広尾線がすごく気になっていることの１つですので、そのことをお伺い

したいと思います。 

キーワードは、乗車密度でないかなというふうに、前から何回かお聞きしている中で思っ

ております。それで、便数を減じさせれば乗車密度が上がっていくのかとか、それから、単

純には収入が増えていくことによって乗車密度が上がっていくのではないかなというふう

に今までの数年の中では感じているのですけれども、程なく１,０００万円になる金額です

けれども、それの対策というのは必要でないかなと思っているのですが、何かそれに向けて

の対策ですとか、各沿線の町村でこんなことを共同でやっていけば全体的に補助金が下がっ

ていくのだよというような方便といいますか方法がありましたら、ぜひそのような方向で頑

張っていただきたいなと思うのですが、今の状態ではどのようなことをお考えになっている

のかお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 十勝バスの関係でございますけれども、何もせずそのままやっていますと、ますます乗車

する人も減ってきて負担金も増えていくという、ご指摘のとおりかと思います。 

それで、今、十勝振興局を中心として、管内の市町村で広域的な地域の公共交通計画の策

定を令和３年度から取り組むということにしていまして、各沿線の公共交通、特にバス関係

の利用の促進ですとかといった部分の計画策定に地方創生交付金を活用しながら３年間取

り組むという形に今進んでいるところでございます。 

 以上でございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

今年、十勝管内全体でということですので、それは分かりました。 

細かな話ですけれども、新聞でしか私は見ておりませんけれども、中札内なんかの例えば

高齢者の方へのバスのチケットの助成みたいなものなんかも有用でないかなとは思っては

いるのですけれども、バスの収入が上がるような、補助金の額が下がっていくような、具体

的な中身をぜひ頑張っていただきたいなというふうに思っているのですけれども、大樹町で

は来年度の予算でもそのような補助金だけで終わっていますけれども、何かお考えの部分が

あれば教えていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 今お話がありました中札内の関係でございますと、７０歳以上の村内に住んでいる方を対

象に十勝バスを中札内で利用した場合は無料にするというような施策に取り組んでいると

いうことは私も承知しているところでございます。 

ただ、大樹町におきましては、今年度に取り組んでおります公共交通計画も含めまして、

そういった十勝バスとの結節というのでしょうか、そういった部分も含めて検討していると

いうところでございまして、その中でまた検討していきたいと考えているところでございま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 ちょっと子ども達のことで気になっているのが、眼軸近視というのが、小学生１年から６

年で５４.５％の方がなっていると。そこで、近視の０.２は３０％、これは自粛とかテレビ

とかいろいろな問題で、これから春休みになって、まだまだ増えてくる。この対策はどのよ

うに学校はなされていくのか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

 毎年、全児童生徒の健康診断をやっております。日常生活に不便な目の視力が０.７以上

あればＯＫということになっています。昔は、細かくはかっていたのですけれども、今の段

階は、１.０以上、０.７以上、０.３という三つの区分で検査しております。検査結果をも

ちろん保護者にも通知していますし、日常生活の中で視力が落ちるとすごく不便であると。

だから、ずっと近くばっかりを見てはいけないとか、姿勢も正しましょうとかという部分で
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啓発活動もやっている状態でございます。特に近視が進んでいる子については、学校のほう

から個人的にお便りを出して、眼科受診を勧めている状況でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 ありがとうございます。 

この間、テレビや何かを見ていたら、例えば５０分見たら、５分遠くを見るとか、やっぱ

りそういう指導をしてもらいたいなと思うのですよ。学校でもそうだし、家に帰ってからも

そうだし、これから春休みになりますから、特に気をつけるよう、そういう指導をお願いし

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 中央公園の野球場の活用について伺います。 

野球場の現状については、きちんと整備をされて、各種いろいろな大会を開催することも

可能な状況に整備されているという報告でありました。そうすれば、できるのであれば、可

能な限り有効活用を図ることも、立派な球場でありますから、大切でないかというふうに思

います。 

例えば、今は行われていませんが、ほかのいくつかの町村でも実施されている、いろいろ

な小学生、中学生などの冠をしょった冠大会の少年野球大会の開催というようなことは、こ

ういう球場があるわけですから、できないのかどうか。これまでそういうことを検討されて

きたか。そして、今後検討する考えを現状では持っているのかということであります。よし

んばできないとすれば、やる気がないと言われればそれまでですけれども、どこに原因があ

るのか、そのことを伺いたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長 

 中央運動公園の野球場の関係ですけれども、まず現状でいきますと、大樹で少年野球の小

学生の大会につきましては、南十勝の少年野球大会というのがありまして、これが大樹、広

尾、更別、中札内の４町村でやっているのですけれども、これは毎年、大樹で開催していま

す。それは、大樹が立派な球場があるということと、南十勝の真ん中にあるということで、

この大会については大樹で毎年実施しています。 

あと、いわゆる軟野連という軟式野球連盟の十勝の大きな大会が２つ毎年あります。その

うちの１つが、全道少年野球大会という十勝支部予選というのがあるのですけれども、それ

は４ブロックに分かれて、それぞれの地域でブロック代表を決める大会です。この大会を大
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樹は、４年に１回当番で開催しているところです。 

このほか、十勝管内の帯広市を除いた管内町村少年野球大会というのもありまして、これ

は管内の町村で持ち回りでやっていまして、平成３０年に大樹でやって、そのとき大樹ファ

イターズは優勝したのですけれども、そういった大会は、管内の町村が持ち回りですので１

０年に１回ぐらい回ってくることになります。 

今後につきましては、大樹の野球少年団の皆さんは、いろいろな大会にも出ていますし、

大体毎週土日になると練習試合のような形でトレーニングというか、本大会に向けて頑張っ

ているところです。その合間に、新たな大会というところでいきますと、少年団のほうとも

相談しなければなりませんし、あとは、球場を使い試合をするには審判の方も必要ですので、

野球協会の方々とも打合せをしながらということになると思いますけれども、その辺は打合

せもしながら、やれるものであれば挑戦していきたいかなというふうに思っています。 

あと、中学校に関しては、これも同じです。中体連の町村というのがありまして、大樹を

含む南部、西部は、芽室のほうで担当しているところです。こちらの区域替えなどがありま

したら、対応していくということになろうかなというふうに思います。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

昨日の話よりも、いろいろな各種大会も大樹の球場を利用してやられているということの

認識をしました。ちょっと認識不足で大変申し訳なかったのですが、ただ、実はそういう持

ち回りの大会というよりも、僕の考えとしては、例えば大樹の町をＰＲするロケット打上げ

の町でもありますから、そういうような冠を持ったような大会というのは考えていけないの

かなということがあるわけです。南十勝の町村でも、例えば活気があるのは枝豆杯をやって

いる町もありますし、そういうのは新聞も含めてＰＲになるのですよね。そういうことの検

討はできないのかなということがありました。 

ただ、今言われたように、球場だけ持っていても、即やるかといういったら、スタッフの

問題等があることも否めないのかなと思いますので、その辺は今後、できればせっかくの立

派な球場ですから前向きに、すぐやるとかやらないとかということよりも、そういう方向に

向かっていくということもあれば必要でないかと思いますので、町長に考え方を聞きたいと

思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今、中央運動公園の野球場に限ってのお話が進められておりますが、野球に限った話では

ないかなというふうに思っておりまして、柏木町のサッカーグラウンドについても、帯広市

内でのグラウンドが大雨等で被害があったときに、代替えの会場として使用されましたが、
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大樹町のサッカー場のいいところも十勝管内の指導者等にも知れ渡ったかなというふうに

思っておりますので、今後、各種大会の新たな大会の取組等については、やはり組織が冠を

つけてくれないと、スポンサーになってくれないと運営できないということもございますの

で、管内の経済団体等も含めて働きかけはしていきたいなというふうに思っております。 

 ただ、実現に向けては、やはりそれぞれの企業なり経済団体等の考え方もあろうかなとい

うふうに思っておりますので、機会があれば、教育委員会とも連携しながら、働きかけはし

ていければなというふうには思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 教育委員会のほうにお願いをしたいのですが、例えば、もうご存じのように大樹の野球場

だけの話ではなくて、野球の熱というのは過去に、僕もＯＢですけれども、非常に大人も含

めて熱気がありました。足の指も必要な以上のチームがあって、朝野球、たそがれ野球とか、

いろいろなあらゆるグラウンドを使ってやった時代があって、それからだんだん下降線に

なっていることは事実であります。 

町には、そういうＯＢとかもたくさんいますので、今、課長が言われた、いろいろな各選

抜の大会とかがある場合に、それは町の子ども達が参加しているしていないもありますけれ

ども、そこのＰＲをして、こういう大会に大樹の子ども達も参加していますと。ですから、

ぜひ応援かたがた観戦にというふうに、僕を含めて、やっていること自体を承知していない

町民がたくさんいると思うのですよ。生涯学習センターでの催しは無線放送にたくさん入る

のですが、中央運動公園の野球場で少年団の大会がありますという話はなかなかないのかな

と思います。その辺も均等にＰＲをしていくことも大切でないかなと思いますので、教育長

よろしくお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

本当に、菅委員を見ていますと、大樹町スポーツ推進大使を特命したいぐらい一生懸命観

戦していただいています。ＰＲ不足という部分は、そうかなと。やっぱりそうやって盛り上

げていくというのはすごく大事だなと思っています。 

大会運営なのですけれども、球場が１つだとなかなか冠大会は難しいのではないかなと思

います。サッカーなんかもそうですけれども、少年野球、十勝川には５面あります。そうや

ると、すごく効率的に大会運営はできます。空き時間だとかサブグラウンドだとかという部

分を考えると、どうなのかなと思います。枝豆杯のように町をＰＲするにはすごくいい機会

ですけれども、そういう地理的周辺の環境も考えて運営面をやっていくのが現実的ではない

かなと私は思っております。 

かつて、サッカー少年団ですごくお世話になりました河川敷きに２面立派なコートを造っ
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ていただいて、十勝大会を数年続けていただきましたけれども、雨の場合もサッカーの場合

はやらなければいけないということで、保護者の方に重機を出していただいて、掘ってポン

プでくみ出したり、安田議長には相手チームのユニフォームも洗濯してもらったりとか、い

ろいろなことをやったのですけれども、それが継続しないというのも、やっぱり地理的な部

分で十勝大会の場合は帯広がすごく集まりやすいのですよね。そんなこともちょっと頭の隅

に入れておいてくれたらいいなと思います。 

ＰＲの部分は、社会教育課とタイアップしながら改善していきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 ふるさと納税についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

 町長は執行方針の中で、ふるさと納税は自主財源の確保だけでなく、特産品のＰＲを図る

絶好の機会であり、新たなポータルサイトを追加し、宣伝方法や返礼品などを創意工夫して、

多くの方の協力をいただけるよう取り組んでまいりたいというお話がありました。私もまさ

にそのとおりだなと思っているところであります。 

 そこで、次年度の予算を予測する上で、次の３点についてお尋ねしたいと思います。 

 町のふるさと納税の寄附の総額。それから、そのうちの自主財源に使える金額。それから、

町内における返礼品の出品業者数。それから、出品品目の選定について、どのような方法が

あるのか。また選定の基準について、あればお知らせいただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ふるさと納税の件でございますけれども、まず、ふるさと納税の寄附額ですが、まず令和

元年度でいきますと３,１１２万３,０００円の寄附に対して必要な経費等差し引きますと

純粋な純利益が１,１２０万円ほどという形になっております。それで、令和２年度の決算

見込みでいきますと、寄附額としましては４,５００万円ほど見込んでおりまして、経費を

差し引きますと、およそ自主財源となる額の純利益としましては約２,０００万円を見込ん

でいるところでございます。令和３年度予算におきましても、おおむね２,０００万円近く

の自主財源を見込んでいるというところでございます。 

町内の返礼品の出品者数でございますけれども、ふるさと納税の返礼品の事業者につきま

しては、今現在８事業者となっておりまして、その中で、コスモール大樹、道の駅も出品者

となっているのですが、いろいろな品を、例えば雪印ですとか漁組のほうからも製品を預

かって、そこはコスモール大樹が事業者となって返礼品を返すというような部分もあります

ので、その８事業者の中には雪印ですとか漁組は含まれておりませんけれども、そういった

部分も取り扱っているというところでございます。 
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返礼品の選定の方法、基準でございますけれども、出品のルールというものを定めており

まして、基本的には安全性が保証されているものというのがまず前提でありまして、細かく

８項目に分けて基準を定めております。まず１つとしましては、商品のばらつきがなくて品

質が安定していること。２つ目としましては、原料が大樹産であること、または商品の加工

場所は大樹町内にあることということで、出品によっては産地証明書を提出することができ

るということを決めております。３つ目としましては、町内の店頭等での販売実績が最低３

カ月以上はあるよと、できてすぐだよということではなくて、３カ月以上の販売実績がある

よということにしております。４点目としましては、返礼品ですのである程度の個数が供給

できないと困りますので、年間で１００個以上の供給が見込まれて、その生産能力が備わっ

ているというところでございます。５点目としましては、ふるさと納税に特化するのではな

くて、ふるさと納税の注文がない場合でも既存の販路で販売が可能であるということです。

６番目につきましては、商品の原材料の安全性が確保されているということ。７つ目としま

しては、体験宿泊のような返礼品にあっては、町内への施設の体験プログラムであったり、

販売実績が半年以上あるというようなプログラム。８点目については、これら以外にも町が

適当と認めるものという８点の基準となっているところでございます。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 大変ありがとうございました。 

管内でも、ふるさと納税の自主財源を確保して、公共料金の無料化を進めている町村も今

新聞等でも報道されていることでありますので、やっぱり何としても、ふるさと納税をもっ

ともっと広く知っていただき、買っていただくことが重要かと思っております。 

ポータルサイトを今回新たに立ち上げて販売していくということなのですが、そもそも今

お聞きしたところによりますと、町内に８の事業者、そして出品個数も実はあまり多いとは

言えないのかなと思っております。 

そこで、せっかくポータルサイトを立ち上げるのであれば、たくさんの商品を販売してい

くとなれば、商品開発といった特産品を新たに開発していくということも非常に重要ではな

いかなと思っております。その辺、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 私も、ふるさと納税の役割は重要であるというようなことで執行方針の中にも盛り込ませ

ていただきました。新年度の取組としては、新たなポータルサイトでの私どものＰＲも進め

ていかなければならないかなというふうに思っているところです。 

 管内でも、従前からふるさと納税をうまく活用している、全国的に見ても先駆的な取組を
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している自治体もありますし、ここ一、二年、ふるさと納税額が急激に伸びている町村等も

あるということでもありますので、私ども、ふるさと納税を通じて大樹町のＰＲをしていく

という役割も含めて、活用についてはこれからも検討していかなければならないかなという

ふうには思っております。 

 ただ、従前、地域おこし協力隊員がふるさと納税に関わっていただいたときには、新たな

商品開発でありますとか、ふるさと納税の返礼品を用意してくれる事業体、または店舗等の

掘り起こしなども進めていた経緯があります。近年、その部分については、目立った活動も

なかなかできていないということで、新たな部分の商品開発についてはなかなか進んでいな

いところもありますが、今後また商工会等とも協議をした中で、新たな品物の開発でありま

すとか、ラインナップの充実等も含めて検討していきたいなというふうに思ってはおりま

す。 

ただ、少数でアップするわけにもいかないということで、ある程度のロットが必要だとい

うこともありますので、その辺についてもなかなか需要と供給のバランスが保てないという

こともありますので、その辺も含めて、また地元でチーズでありますとか、加工品も含めて

生産活動してくれている農業者の方もいらっしゃいますので、そういう方とも意見を交換し

た中で、新たな部分については進めていければなというふうに思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 新しい商品開発を過去にも協力隊を利用した中で商品のラインナップをそろえていくと

いうことをされていたということを聞きまして、せっかくポータルサイトを立ち上げて、そ

こで商品が少ないというのは、何としても商品のラインナップをしていくということは重要

かなと思っております。 

そして、今、町長のほうから地域おこし協力隊についてお話があったのですけれども、令

和２年７月の地域おこし協力隊の募集要項、今、企画課に配属になっている方だと思うので

すけれども、その要項を見ますと、実は全てのものを網羅する地域おこし協力隊の募集に

なっていると。今回、特に商品開発等の関係においては、仕事を限定したというのですか、

特化した地域おこし協力隊を募集してはいかがかなと。そうすることによって、地域おこし

協力隊の活用がうまくスムーズにいくのかなと思っております。 

そういったことで、ぜひとも、今後、地域おこし協力隊を活用して新たな商品開発をして

いただければなと思います。よろしくお願いいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今、ふるさと納税の制度の活用も含めて地域おこし協力隊に特化した役割を担っていただ

いて、ふるさと納税制度の商品開発も含めての活用というご意見をいただいたところです。 
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 地域おこし協力隊もいろいろな役割で、大樹町の中でそれぞれ活躍をいただいているとこ

ろでもあります。また、新たに新年度に向けて募集していく職種もあるということでありま

すので、その中で、このふるさと納税制度の商品開発等も含めて、地域おこし協力隊員のお

力を借りたいという状況があれば、ぜひ協力隊の募集の中で特化した役割を示して、大樹町

で頑張っていただけるような取組も進めていければなというふうに思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時１０分 

 

○齊藤予算審査特別委員長  

 それでは、休憩前に引き続き、総括質疑を続けます。 

質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 滞納整理機構についてお伺いいたします。 

何度も聞いているところなのですけれども、このことについては町の職員で、そうでなく

てもあらかた町の職員が頑張ってやっていて、高い収納率を上げているわけですね。決算委

員会でもね。そこに滞納整理機構で回収されたものというのは、そんなに件数を聞いても多

くないし、できないもの、できなかったものがまた戻ってくるということになると、これも

ちょっと、私はいっそのこと、もう廃止したらいいというふうに考えていますけれども、町

長の考えを伺います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 私どもは、町に収めていただく、または町が徴収する役割のある税の負担については、公

平性を担保していかなければならないというふうに思っており、私どもの徴収に際し協力を

いただけなかった方については、やむを得ず滞納整理機構に送って整理を行っていくという

ことでありますので、この形については、今後も継続していくべきと考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 この問題で一時期出ていたことがあるのですけれども、滞納整理機構の役割は、もうそろ

そろ終わりでないのかという報道が一部あったのですけれども、そういうようなことは、町

村会なんかでは出ていないのでしょうか。 



 

－ 18 － 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 滞納整理機構につきましては、十勝圏全体の組合で運営をしているところでもあります。

この形、人員の派遣等も含めて、今後検討がされるということはあるとは思いますが、役割

は今後も継続していくものだというふうに思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 町民プールの新築設計委託業務についてお聞きします。 

町民プールの概略の図面を見させていただいた限りでは、採暖室が５平米となっておりま

した。５平米というと、畳でいうと約３畳という空間になってしまいますが、一度に何人の

利用を見込まれているのか。また、採暖室の機能というのは、私は児童生徒の健康管理と利

用者の健康増進という目的としては非常に重要な機能だと思っております。採暖室の機能に

ついての考え方についてもお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長 

 Ｂ＆Ｇ財団海洋センターの町民プールの設計に関してですけれども、今、委員がご覧に

なっている図面は、今のところのたたき台の段階です。そして、令和３年度で設計をしてい

くにあたって細部を詰めていきまして、例えば採暖室の広さですとか、採暖室は密の関係で

取りやめてジャグジーの方式にするとか、そういったことは設計の段階で検討していくとい

うことになります。いただいたご意見は、そのとおりだと思います。子ども達が一度に集まっ

て、いわゆる感染につながるというようなことは避けるように考えていきたいと思います

が、中身につきましては、これから詰めていくという段階です。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 採暖室を設けるということで、利用者の冷えた体を温めるということなのですけれども、

新しく建てられるということで、昨日も途中まで質問させていただきましたけれども、当た

り前ではないかと怒られるのかもしれませんけれども、今まで天候に左右されるプールだっ

たので、新しいプールについては、スマート街区構築事業で建設するエネルルギー等を熱源

として利用するという中で、プール内の室温、それからプールの感温というのですか、そう

いう感温なりプール室内の温度を上げる暖房設備はありますということでよろしいか、確認
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だけさせてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 清原社会教育課長。 

○清原社会教育課長 

 バイオマスボイラーとつなぐことになっていますので、それを通じて緩和していくという

ことになります。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 除雪業務の件でお聞きしたいと思います。 

除雪費の予算のことで、根拠を示せということで、同僚委員が質問しておりましたけれど

も、その中で、説明とか回答がどうも釈然としない部分があるのかなというふうに感じてい

ます。 

予算を組むにあたり、前年度予算に対して実績だとか、それに対しての検証、それを基に

して予算というのは組むと思います。そのほかの大方の予算組みの中ではそういうことを

ベースにして予算の説明というのは我々にされているのかなということだと思います。そう

いった中で、予算に対しての増減、なぜ前年度より増えているのか、なぜ減ったのかという

説明をるる本当に懇切丁寧に示されて理解してもらうという形を取っていると思います。そ

ういうことがベースなり根拠となっているのかなというふうに思います。 

 そういった中で、除雪費のことなのですが、過去６年間の間で、予算に対して実績という

のが一回だけ予算の付近だったということをちょっと記憶しているのですけれども、それ以

外の年は予算に対して実績がほど遠いほどオーバーしているという形になっています。この

ことを考えますと、本当に予算が実績をベースにした形になっているのかなと思います。そ

のことは、いろいろと事情があるのかなと思います。そういった中でも、除雪に関しては仕

方ないよなという空気もちょっと感じるところがあります。そういう部分では、除雪に関し

ては特別扱いという感じも見受けられます。そういった中で、予算策定にあたっては職員の

方々は本当に努力していると思います。精密性だとか厳格性だとか均一性だとかということ

を基にして臨んでいると思います。 

 １億円というお金を執行するにあたりましては、大きなお金です。それに対して、役場一

丸となって運営している各職員一人一人がそういう方向で頑張っているのですけれども、除

雪費のほうに関しては、一般のほかのものとちょっと説明の仕方が違うし、ちょっとやり方

も違うのかなと。これは、ごく一部とは言いませんけれども、そういうところが組織内にあ

るということは、やっぱり大変一時的にはいいかもしれませんけれども、長期的に見ますと

そういう部分はうまくないのかなというふうに思います。 
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○齊藤予算審査特別委員。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２１分 

再開 午前１１時２１分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 そこで、何が言いたいのかということなのですけれども、内部統制というのをきっちりと

やってほしいなと。ガバナンスという意味でね。どこの部署に行っても職員が、そのとおり

に力を発揮できるということで、内部統制という部分では、肝に銘じて運営者が予算を組み

立ててほしいなというふうに思います。それが職員のスキルの向上ということに最終的には

なるのかなと思いますので、ひとつその辺に関してよろしくお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

黒川副町長。 

○黒川副町長 

 除雪費の関係の質問からガバナンスのところまでということでございますので、私のほう

から答えさせていただきたいと思います。 

予算査定を総括的にやっておりますので、予算要求どおりに全てがつけられるものではあ

りませんし、先送りするもの、あるいはやめるものというものを取捨選択しながら予算編成

をやっておりますので、その中で除雪費につきましては、実績でいいますと令和元年は約１

億３,０００万円の除雪費がかかっております。また、平成３０年は６,４５４万６,０００

円と、ここが極端に少なかった年であります。また、２９年は９,６３５万４,０００円、２

８年も９,０００万円ほどというような実績でございまして、１億円を切るか超えるかとい

うようなところが多いのですけれども、ここ最近でいきますと６,４５０万円というのが最

低限かかった経費ということで、それまでは除雪費を４,０００万円とか５,０００万円ぐら

いで見てきたところですけれども、原課の要求はここのアベレージ平均で１億円程度の要望

があったのですが、それは天候次第というところもありますので、必要に応じて除雪を節約

しながらやるのは当然なのですけれども、当初予算としては、近年最低であった６,４５４

万６,０００円を参考に６,５００間年程度という枠内で、その中でもちろん積上げはするの

ですけれども、まずそこの分を見ておいてくれということで、もしかしたらこれで収まるか

もしれないという予算の見方です。 

予算を見るときに、はっきり支出が、道路維持のほうは６,５００万円かかるという見立

てはできるのですけれども、除雪に関しては変動性が大きいというところでは、降るかもし
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れないから１億３,０００万円見ておきましょうという予算はちょっと組めないということ

で、最低限見ておいて、必要に応じて補正するという部分は、これは致し方ないかなと思っ

ておりまして、ほかの予算につきましても、そういったケース・バイ・ケースでガバナンス

を利かせながらやっているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

村瀨委員。 

○村瀨博志委員 

 今あるそもそも変動のある部署だと思います。確かにそれは理解しています。６回あった

中の予算内というのが１回しかなかったと。予算組みというのは、やっぱり平均、今までの

過去５年なら５年の平均を大体予定すると。その中で副町長が言ったように、減った、増え

たという部分では理解できますけれども、やはり予算組みという部分では、ちょっと変な予

算組みをしているのかなという思いがあります。その辺、一言もらいたいなと思います。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

黒川副町長。 

○黒川副町長 

 平均でという考えも分かりますが、当初予算で、例えば１億円の除雪費を見て、今年は雪

が少なかったので４,０００万円不用額として減額補正ということもあることはあるかなと

は思いますが、当初予算を組む中で４,０００万円の財源を出して組むのがなかなかつらい

ところがありまして、実際はぎりぎりで見ておいて、不足したら補正をするのですが、その

補正する頃には執行残というものが出てきますので、そういったものを充てながら突出しな

いようにしていくというような、ここはちょっと財政側の事情になってくるのですけれど

も、原課にはちょっとしわ寄せが行くところではありますが、そういったやりくりをしてい

るというところでございまして、ただ、実態に近づけようということで、ここ数年４,００

０万円から５,０００万円、５,０００万円から６,５００万円というような伸ばし方をして

きておりますので、どうかご理解いただければと思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

松本委員。 

○松本敏光委員 

 令和３年度の予算、すばらしい予算を立てていると思います。削減というか、なかなか考

えた中での判断と思います。ただ、私、全体的に見させてもらうと、各課で今まで使ってい

る車にドライブレコーダーをみんなちょこちょこつけているみたいだけれども、自分の運転

の信用というか、万が一事故が起きたときの安全対策かもしれません。各課のみんなドライ

ブレコーダーなんかも、もう少し数をまとめて買えば安くなるのかなとも思います。一品一

品みんなつけて、特殊な車両には値段の高いものをつけている、それも１つの予算なのだか
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ら仕方がないかと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２８分 

再開 午前１１時２９分 

 

○齊藤予算審査特別委員長  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 ドライブレコーダーにつきましては、町で管理している車両を令和２年度、３年度、４年

度というふうに分けて、かかる費用を平準化して設置していこうという考えでやっているも

のでございます。 

全部で７０台設置しようと考えているところなのですが、令和２年度の時点で既について

いたものが１６台ございました。令和２年度では１４台設置しております。今年度計上して

いるのは２１台計上しておりまして、令和４年度は１９台を計上しようと考えているところ

でございます。 

そういった中で、予算については平準化しようということで３年間に分割しているわけで

すが、車両を管理している部署がそれぞれ予算を持っているところが分かれておりますので

分けて計上はしておりますが、発注にあたりましては総務課のほうでその２０台まとめた発

注を行って、なるべく安く導入できないかなということで、昨年も一括総務課のほうで発注

して、精算するときはそれぞれの請求書を上げていただいて、各課で支出していただくとい

う内容でやっておりますので、費用対効果は出ているかなと思ってございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ドライブレコーダーの取付けについて関連で伺いたいと思います。 

実は、質疑の中にもありましたように、取付けをするドライブレコーダーそのものが機能

によって分かれていて、何となく話では、前方だけで対応するもの、それから前後方という

ふうなものを各課でもって買い分けているのですが、この車両にはこういう機能のものをと

いう決め方の基準判断はどんな形でやったのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

鈴木総務課長。 
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○鈴木総務課長 

 前の委員のご質問の中で、２種類用意しているということで説明させていただいたところ

でございますが、基本的には前と後ろという形でつけたいと考えておりますが、トラックな

んかで後ろに荷台があって後ろにドライブレコーダーの設置が困難というものについては、

前方だけというような考え方で選定してつけているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 認識として、今トラックがあって、後方が難しいものは前方だけということだったのです

が、例えば活用範囲、町内を主に現場を走るとか、それから十勝管内、全道を含めて遠くま

で走行する可能性のあるものについては少し精度の高いものとか、そういう基準でなくて、

セッティングしたら前も後ろも見えるような車両には前後が見えるものをつけると。後ろが

見えないものについては前だけと。使用目的と、そういうことを考慮したものではないとい

うことは、７０台のうち、大多数が前後撮影可能なものになるのだということの理解でいい

ですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

鈴木総務課長。 

○鈴木総務課長 

 基本的な考えとしては、ほとんどの台数が前後つけれるかなと思っております。 

考え方としては、３年間に分けた考え方にちょっとつながるのですけれども、年間走行距

離が多いものから先に、利用頻度が高いということで先につけているという分もございます

し、考え方としては、利用頻度が高くて、先につけたほうが望ましいと考えられるものをつ

けて、３年間に分けて設置しているところでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 航空宇宙の、一言で言えばビジネスモデルというか、いろいろ議員協議会の中でもお話い

ただいておりますので、１つ思ったというか、お話の中で、例えば、一番最初は３,０００

メートルの滑走路ではないのでしょうけれども、まずは既存の中の射場から手をつけて、最

初の射場を造っていくのだよというようなご説明なのですけれども、４０億円というような

お金を集めてくるのだよということでの説明を受けていると思うのですが、４０億円のお金

で今いろいろな射場のことですとか滑走路のことですとか、そのほかロケットを打ち上げる

ための設備とか、今の４０億円の中で１つはどのようなものが、お金がちゃんと集まれば施

設ができていくのかということをまずお聞きしていきたいと思います。先の話ですので、確

定ではないとは思うのですけれども、無理なら無理で構いません。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 これから北海道スペースポートを整備していく上で、段階的に整備していくことにはなろ

うかと思うのですけれども、今、我々の計画で考えているのは、全体では５０億円程度のも

のを計画していまして、その半分の２５億円を寄附で集めて、２５億円は国の交付金を活用

するという方向で考えています。 

 まず、委員おっしゃるとおり、ロケットが打ち上げられる射場のほうを造っていこうと。

人工衛星を積んだロケットを打ち上げる射場になりますと、今、ＭＯＭＯを打ち上げている

射場では打ち上げられる規模ではないということですので、ＺＥＲＯなどの人工衛星を積ん

だロケットを打ち上げられる射場の整備を進めていくのがまずあります。それからもう１つ

は、今の１,０００メーターの滑走路を３００メーターなり延伸するというのがあります。

それから、次の段階に入りますと、Ｌ２射場ということで、こちらが非常に大きな金額を予

定していまして、今の概算ですけれども４０億円程度というのを考えていますので、段階的

に、まずはＬ１射場の整備に向けて進めていきたいなと思っているところです。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今の射場の部分とか滑走路の部分というのは、経営主体という言葉がいいのか、所有者と

いったらいいのか、経営主体という言葉がいいと思うのですけれども、経営主体というのは

大樹町ということでよろしいのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 まず射場は、今申し上げたとおり、国の交付金と企業からの寄附などを募って造るという

ことになりますので、委員おっしゃるとおり、大樹町が造る形になります。その管理運営を

新しく作る会社のほうで担っていただきたいなと思っています。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。 

経営主体が大樹町ですので、当然利用のほうがぐっと少なく、収入としては通常の飛行場

でしたら着陸料とか何とかでお金を稼ぐと思うのですけれども、こういうふうなロケットの

射場なんかについても、ほかのところのいろいろな施設では、着陸は基本的にないから、発

射のときの費用で１回に何ぼいただくというような、そういうふうなビジネスモデルなので

しょうか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 委員おっしゃるとおり、基本的には、飛行機と同じように１回飛んだ形でいくらという形

の利用料、使用料をいただく形なので、ロケットを１機打ち上げれば、それに対していくら

というような収入を得ることを考えています。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。 

５０億円のお金を、国から２５億円、それから寄附で２５億円ですので、基本的にはメン

テナンスの費用は大樹町が負担しなければならないとは思いますけれども、造ること自体は

今おっしゃっていただいた部分については、カバーできると。 

あと、将来的には、例えば３,０００メートルとか４,０００メートルとかということで何

十年も前から青写真を開いておりますので、そういうもう１つ先のことについては、今は

ちょっと論議しても仕方がないと思いますので、それについては、だんだん青写真が青でな

くなって実写真になった段階で、またいろいろお話させていただきたいなと思うのですよ

ね。 

あともう１つ、これは町長かと思うのですけれども、和歌山のほうで、僕も行ったことも

ないし新聞だけですので、新聞には非常にハイスピードで、県なんかも県営事業でないかな

と思うような感じのあれを新聞から読み取れるのですけれども、私どもは今のお話のよう

に、町とその運営会社が担っていくようなものを描いているのですけれども、串本町でした

か、和歌山の動きですとか、それから町長はニュージーランドのほうに行かれていてそうい

うこともお勉強されていますし、それから県営の飛行場で、もう既に３,０００メートルの

あまり利用のなされていないような飛行場が九州のほうにあって、ライバルというか非常に

心配しているのですけれども、最後に、そこら辺のご認識を町長にお聞きしたいというか、

今のご判断を聞きたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 私ども今、町が進めておりますスペースポート計画に基づいて射場の整備を進めていると

ころでもあります。 

今、委員のご質疑の中でもありましたが、日本国内で既存の射場としては、鹿児島に種子

島と内之浦、ＪＡＸＡの施設ではありますが、あります。そして、今新たな射場として整備

が行われているのが和歌山県串本町にある射場、そして、滑走路の部分では大分県の滑走路

がスペースポートの役割を担っていきたいという構想をお持ちだということです。 
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また、それとは別に、今、私ども大樹町が進めている射場整備については、民間のロケッ

トを打ち上げられるみんなでシェアするような射場を整備していきたいということで、国内

でも新たな射場の動きは出ておりますが、それぞれもくろみは異なっておりますので、ライ

バル関係というよりは、私は共存していくような役割をつくっていくべきだなというふうに

思っており、新会社で予定しているスタッフも同様の考えを持っております。 

それぞれの役割を担っていくために、やはりお互いが敵対するとかライバルという形では

なく、同じプレイヤーとして協調していくということが必要かなというふうに思っておりま

すし、それぞれの役割で互換する部分も出てくるかなというふうに思っておりますので、私

どものスペースポートの計画が進む段階で新会社、または私ども自治体等も含めてどういう

形で関わりをつくっていけるかというところも今後の検討項目かなというふうに思ってお

ります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 教育費の関係で、大樹高校振興会補助金のご説明を受けましたが、１つ確認なのですが、

大樹高等学校振興会補助金の目的というのは、教育長の執行方針にもありましたけれども、

今現実に一間口になってしまっているものですから、二間口にできるだけ持っていきたいと

いう考え方かなというふうに私は感じていますし、この補助金の説明としてはパンフレット

の作成ですとか研修会をやるとかという内容をたしか聞いたと認識しております。 

今、いろいろな業界で、うまく今の時代に合って進んで、ある意味進歩しているというの

は、組合せだと思うのですよ。つまり、大樹は台湾と協力して、姉妹都市関係でもあります

し、実際、卒業生が今、台湾の義守大学のほうに行かれて勉強されているということになっ

ておりますね。こういうことが大樹高校では実際に可能性としてできるのだという特色をパ

ンフレットに入れて、できるだけ近間の高校の新入学生徒の取り合いではなくて、もう

ちょっと広い範囲で、大樹高校に来たらそういう関係で将来的に勉強できますよということ

になると思いますけれども。 

またもう１つ、一般的にアジア圏に行くと、地元の母国語と英語の最低でも２カ国語を学

ばなければいけないということも実際に起きます。ですから、ちょっと前まで言っていたバ

イリンガルではなくて、トリリンガルというのが当たり前の世界になってきていますので、

それも１つ特色として出されているのかなということを疑問に思ったので、ぜひそういうほ

うでやっていったほうがいいのではないかなと思いますが、今現段階でどのように考えてい

らっしゃるかお聞きしたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 
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○板谷教育長 

 委員ご指摘のとおり、大樹高校の強み、魅力ということで台湾との交流を載せさせていた

だいております。学校案内を毎年更新しておりますが、それにもしっかり写真を入れて広い

ページを割いて紹介させていただいています。他校にはない本当にいい取組でありますし、

最後の言語の部分ですが、卒業生が義守大学で学んでいて、本当にありがたいなというのは、

中国語はもちろん、英語もしゃべれると、それに日本語もしゃべれるということで、中国語

と英語をしゃべれると本当にグローバルというか世界で活躍できる期待度が非常に高いの

だということを言ってくれているということ。 

 あと、修学旅行で実際に義守大学の先輩、それから日本語学科の人達が案内してくれてい

るということで、大樹高校の生徒は本当に喜んでございます。 

あと、アピールの問題ですが、学校案内を近隣校だけでなくて、高校の校長とともに帯広

市内も行っていますけれども、アピールをさらに頑張っていきたいと考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ぜひそういう形で進めて、特色ある形でやっていってほしいと思います。 

先ほどもお話しましたけれども、もう１つの組合せということをちょっと考えたときに、

先ほど他委員の質問にもありましたが、航空宇宙産業、宇宙関連に関して大樹町はある意味

特化している部分があります。これを分かりやすく言うと、高校の教育の場と宇宙産業をう

まく組み合わせて、そういう人材、つまり今、教育長が言われたようにグルーバルな形での

人材を育成するような学校であるというようなことも必要でないかなというふうに私は感

じますので、そういうことで、ぜひ大樹高校のまずは形としては、ワンステップとしては一

間口になったのを近い将来二間口にできるように、そういう形で進めていったほうがいいか

なと思いますので、もちろん何かあればと思いますが、よろしくお願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

 本当に、地元に射場があって、民間企業をはじめ、ＪＡＸＡがすごく活躍している地域の

特性というのをアピールしていくというのはすごく大事だと思っています。 

企画課が音頭を取ってくれているのですけれども、ＪＡＸＡのエアロスペーススクールと

いう、本当に全国的に優秀な高校でないと参加できない部分に、地元枠として１名から２名

の参加を認めていただいて、参加した子どもは本当に勉強になったと。 

２年前だったでしょうか、実際にＩＳＴで働きたいのだということで、空いた時間を手伝

いに行ったり、今現在室蘭工業大学のほうで学んで、将来そこに勤めたいという先輩もいま

すので、そういう部分のパイプを太くしていきたいなと。 

あと、嬉しいことに、室蘭工業大学のサテライトが歴舟に誕生しておりますので、そうい
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うところもうまく連携を図っていければいいなと考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 公営住宅の保証人の関係でございます。道営住宅が廃止になって、それに併せて自治体が

持っている住宅も廃止するところも出てきておりますので、町としてもぜひ廃止してほしい

と思いますがいかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 公営住宅の保証人の関係につきましてですが、これは国では廃止の方向ということですけ

れども、町の方針としては、現在のところ保証人はつけた形で、ただし限度額をつけて保証

人をつけていただくという方向で方針を決めているところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 町の方針はこの間も聞きました。 

それで、今現状、高齢長寿社会になっておりまして、公営住宅に入る入らないに関わらず、

単身世帯、高齢世帯が多くなってきて、もう保証人を頼むといってもなかなか厳しいと。２

人ということだったのだけれども、今１人でもいいということになっていますよね。そうい

うようなことを考えると、私はもう廃止に向けて検討に入ってしかるべきというふうに思い

ますがいかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 公営住宅の保証人の関係では、国の動きは動きとして、私どもの考え方も含めて保証人に

ついては入居の際にお願いをしている状況があります。今までも含めて、私どもの財産であ

る公営住宅の善良な管理、または家賃等の収納の部分でも保証をいただくということは、町

としては必要ではないかなというふうに考えているところでもあります。 

 ただ、国のほうでは廃止という動きを示しておりますので、その流れも含めて町として公

営住宅を維持管理していく上でどういう保証を得て管理していくことが必要かというとこ

ろを考えた中で、保証人の在り方については検討すべきであるというふうに思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 
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○志民和義委員 

 最後に、国が廃止方向を示して、しかも道も廃止しているわけですよ。私達も道民の１人

ですよ、広く言えば。もう廃止の方向に向けて検討に入っていいと思いますが、再度伺いま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 国、道の動きは動きとして、私ども１つの自治体としての考え方がそこにあるということ

はご理解いただき、何よりも公営住宅の維持管理でどういう形で適切にやっていくかという

ところの１つの方策としての保証人制度ということでありますので、現状は以前の保証人の

設定の在り方からはいくらか緩和した部分はありますが、当面は保証人については入居の際

にお願いをしていきたいなという思いではおります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤予算審査特別委員長  

 休憩前に引き続き、総括質疑を続けます。 

総括質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 それでは、町営牧場の運営について伺いたいと思います。 

町営牧場の運営については、町内の畜産農家から預託を受けまして飼育をしている状況に

あります。その運営に欠かすことのできない必要な機械が、きちんと整備されていないとい

う状況も聞きました。 

ハーベスターが平成２６年に故障し、新規購入すると６,０００万円かかると。それから、

ロールベーラーは令和元年度に故障で修繕不可だと。スカベンジャーも令和２年度に故障し

て修理不能と。こういう状況で牧場経営をしていくのは大変痛ましいような状況だと思いま

すが、ただ、預託を受けた牛に飼料を食べさせないわけにいきませんから、それに必要な機

械は、当面はどうしても借上げで対応しなくてはいけないと。 

ただ、この状態をどうあるべきかという議論はどうしても避けて通れないというふうに思

います。将来的な考えとして、現状の機械借り上げをするという状況をずっと牧場をやって

いる間は踏襲していくのかどうか。それか、今できないけれども、近い将来に必要な機種に

ついては、補助金制度や何かも含めて対応を考えて更新していくのか。その結論を出すべき
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だというふうに私は思います。 

それから同時に、牧場経営でありますから、これに必要な収入の問題もございます。預託

料の料金改定を考えているのかどうか。現在の預託料金については、いつ改定したのかにつ

いて、現時点の町の考え方はどうなのかお聞きしたいと。 

それから、それと一緒に、牧場運営委員会では、このような機械の問題、料金の問題、将

来の在り方の問題についてどのような議論がされているのか、併せてお聞きしたいと思いま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤町営牧場長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 現在、使用できない修理不能な機械につきましては、２台ございまして、どちらもトラク

ターで牽引する農作業機械でございますが、１台目は、牧草ロールを作るロールベーラーで

ございます。また２台目は、堆肥を散布するスカベンジャーでございます。この２つの作業

機械につきましては、牧場としても必要な機械ではございますが、今のところ町直営の牧場

では機械導入の補助事業がないために、Ｒ３年度は借上げにより作業を実施する予定でござ

います。 

 料金の改定につきましては、平成２３年に改定したと記憶してございます。 

委員会で料金の値上げについて、また作業機械の更新について、議論されたかというご質

問でございますけれども、こちらのほうは、今年、運営委員会を随時開催いたしまして、そ

の中で検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 大樹は畜産を抱えている町であります。ただ、その畜産の関係で言いますと、畜産農家は

自賄いとか共同経営の機械で飼料生産含めて作業をしていると。ただ、自分の牛を預けてい

る町営牧場は、機械がなくて借上げしないとできないと状況になっているのが現実でありま

す。それで、今お話を聞きましたけれども、補助金の制度等が合わなくて近々買えないと。 

 そこで、町長に伺います。この現状でいうと、当座は仕方がないのかもしれないけれども、

将来的にどういう方向でいくのか、結論を出す時期は必要だと思うのですよ。そのことにつ

いて、在り方を含めて、今の段階での考え方をひとつお聞かせください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 町営牧場の機械の在り方、または経営の方針等も含めて、先般の一般質問でもご質疑をい

ただきました。 
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今現在、特に粗飼料の収穫の作業の関係については、機械については借上げという形でア

ウトソーシングをさせていただいております。ご質疑の中でも担当の課長から説明をさせて

いただきましたが、老朽化等により使えない機械が発生しているということです。ただ、日

常の使用管理で必要な機械については、補助事業がないとはいえ必要なものですので、いろ

いろな方法を講じながら導入を進めているところでもあります。 

 今ご質疑のあるとおり、町営牧場の在り方については、やはりもう検討の時期に来ている

かなというふうに思っているところでもあります。畜産業は、いわゆる家畜の病気との闘い

でもあり、町営牧場を利用している戸数が減少している大きな要因としては、病気の関係で

入牧がままならないということもあろうかなということもあり、入牧されている戸数が大幅

に減っているというところは、町営牧場の今後の在り方にとっても検討が必要かなというふ

うにも思っているところでもあります。 

 料金の関係についても、従前から道内でも本当に安い形で料金の設定をさせていただいて

おりますが、果たしてそれが本当に畜産経営の中でその部分がどういう形で、望ましい結果

なのかどうなのかというところもしっかり検証していく必要があるかなというふうに思っ

ておりますので、今後の町営牧場の在り方、料金も含めて、経営の方法も含めて、新年度か

ら検討を進めた中で町民の皆様とともに相談をさせていただきながら、よりよい方向に導い

ていければなという思いでおります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 というのは、将来の在り方となると、ずっと将来を存続させるか、どこかで牧場経営をや

めるかということで、そのことも検討しなくてはいけないということが今の検討の中に入っ

ているのか。僕は料金の改定については、それはもうやるかやらないかの話ですから、それ

は平成２３年に改定したまんまだということであれば、現状でいうと、それはもう近々結論

を出すべきでないかと思いますが、牧場の運営そのものをどう継続していくかという話は、

まだ時間がかかっても仕方ないかなと思うのですが、それを一緒に結論を出すのではなく

て、分けて結論を出すという方向で理解してよろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 先ほど申し上げた検討の項目の中には、早急に対応すべきもの、または中長期的に方針を

定めてそれに向かって事業を進めていくもの、いろいろ時間軸も含めて段階的な作業が必要

だというふうに思っておりますので、全てのゴールが一括でということでは考えてはおりま

せん。必要なものについては、都度見直しなり検討を進めていくという対応が必要だと思っ

ております。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 昨日の質問で総括ということで、お聞きします。 

小学校のグラウンドの関係ですけれども、５年に１回程度攪拌ですか、トラクターによっ

てかき起こし、柔らかくして雨を浸透しやすくするということだと思うのですけれども、１

つは、グラウンドを使う前の春先の雪解後に実施されると思うのですけれども、そこで、現

状のまま攪拌を行うのか、それとも、決算のときも言いましたけれども、課長の説明でいき

ますと、風が吹いて、それを抑えるために砂を何年か入れたということなのですけれども、

その砂が残ったまま攪拌されるのか、そこら辺をまずお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 小学校のグラウンドの整備の関係でございます。 

今回、予算のほうを計上させていただいたのは、長年攪拌していなくてグラウンドが非常

に固くなっているということで、５年に１回を目安に攪拌する作業でございまして、今回の

作業につきましては、新たに土を入れるということではなくて、攪拌を中心にグラウンドの

整備を行うという内容となってございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 現状のままということですか。上に乗った、私が話した、何年かまいた砂をどけて攪拌す

るのではなくて、現状の残ったまま攪拌すると。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 小学校のグラウンドにつきましては、特殊な砂を使っておりますので、昨年等々に砂を補

充したものが混じっておりますけれども、それとは分けて、専用の砂が機能を発揮するよう

な形での攪拌作業を予定しているところでございますので、完全に分けることは不可能かも

しれませんけれども、もともと施工した特殊な砂の機能を十二分に発揮するために攪拌作業

するという内容でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 基本的に、土を入替えないということですから、攪拌しても、また風が吹けば、同じ土だ

からまた飛んでいくと思うのですよね。また苦情が来るのかどうか分かりませんけれども、

結局はそういうことになると思うのですよ。また、現在のまいている砂も利用していくとい

うことになれば、だんだん土はなくなって、砂だけが将来的に残っていくことになるのかな

と。今言ったように、土ぼこりが立つようになったら、また同じように砂をまくのでしょう

か。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 令和３年度につきましては、攪拌をまずはやってみて、その後どういった状況になるかと

いうグラウンドの状況も随時確認をさせていただきながら、必要な措置が必要であれば、そ

こは対応を図っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 教育長に伺いたいと思います。 

昨年の決算でお聞きしたときに、前任地が帯広だったということで、帯広のグラウンドは、

グレーダーで引っかけて、その後タイヤローラーで固めて終わりと。それが何年も続きます

ということです。教育長がいた前任地の帯広では、学校長になる前に教員もあったと思いま

すけれども、そういうところでは大樹のように砂をまいていたのか。 

私がこれまで見てきた中では、砂をまくというのは、行事があったときに水たまりができ

て、そこに砂をまいて一時的に抑えたという記憶はありますけれども、ほこりを抑えるため

に全体に砂をまいたというのは、私としては大樹小学校が初めてなのですけれども、そうい

うことが当たり前なのかどうか。 

私としては、普通のグラウンドというか、例えば帯広でいう、帯広が土ぼこりが立たない

のかどうか分かりませんけれども、グレーダーで引っかけて、タイヤローダーで固めて終わ

りということで終わるようなグランドにしていただきたいと思うのですけれども。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

 グラウンド整地については、学校数が多く予算面の部分でグレーダーをかけてタイヤロー

ラーで定圧するだけでございます。よっぽどのことがない限り客土をするというのは、私は

聞いたことございません。相当お金がかかってしまうということです。 

 委員ご指摘のとおり、水たまりができて、ぬかるみができたというときは、運動会だとか
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体育祭の前にはそうやって砂を入れてという部分はいろいろな学校でやっていると思いま

す。 

ただ、通常的に春先の強風だとかという部分は、砂は入れていません。よっぽど苦情が来

るときは、水をまいて、学校としても頑張っているよということをアピールする程度でござ

います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 そういうことですけれども、一般的なグラウンドというのは、土だと思うのですよね。実

際あそこでトンボがけしてもらったら分かると思うのですけれども、トンボをかけて数メー

トル行ったら、もう押せなくなるぐらい砂がトンボの前にたまって、そういうような状態で、

それは実際に見てもらわなければ分からないと思います。本当に春先に攪拌する前に見ても

らいたいと思います。 

 それで、それが当たり前なのだというのであればしようがないですけれども、できれば、

普通の土のグラウンドで、お金がかかると言っていますけれども、中学校なんかは、教育長

もご存じのとおり、ものすごい土が飛んで、それでたしか入れ替えたのだと思いますけれど

も、大樹小学校もそういうことで苦情があるのであれば、やっぱり大樹町内で１つの小学校

ですから、環境を整えるのは統合した段階での約束でもあると思うのですよ。すぐできない

となれば、段階的に財政を考えながらでも検討をして実現していくべきものだと思うのです

よね。大樹小学校はなくなるわけでない、大樹小学校は１つなのですから、何とかそこら辺

を考えていただきたいなと思いますけれども。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

 吉岡委員が言われるとおり、教育委員会というのは子ども達のためによりよい環境整備を

整えるということですから、できる範囲で頑張っていきたいと思っています。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 大樹中学校のバッティングゲージ解体工事について伺います。 

今回、解体工事を予定しているバッティングゲージにつきましては、過去に大樹中学校が

全国大会に出場したときに、町民から寄附を募った寄附金を使用した残額で、父母の会があ

まったお金でバッティングゲージを買って寄贈したものだというふうにお聞きしました。 

最初に、そういう経過のあるものなのですが、実際は寄贈を受けたものであるから、今ま

で所有権というか所有管理については、父母の会だったのか教育委員会だったのかを教えて
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ください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 設置をしたのは、委員ご指摘のように協賛会がバッティングゲージの設置をされたという

ことで、教育委員会のほうも認識をしているところでございます。 

ただ、設置して年数もかなり経過して、その後の維持管理というのが残念ながら協賛会

等々では行っていただけなく、管理もだんだんできなくなり、今回鉄骨が破損して、危険な

状態ということで、本来であれば設置した協賛会が撤去していただけるというのが一番よい

のかもしれませんが、危険性もあるということで、今回撤去の予算のほうを計上させていた

だいたところでもあります。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ということは、僕の認識も違ったのですが、協賛会が購入したもので、町に寄贈して教育

委員会で管理する物品になっていなくて、たまたま協賛会の所有物でグラウンドの片隅に置

いてあげていたというのが実態で、それがバッティングゲージなのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 設置のほうは協賛会でされたということで、その維持管理については、教育委員会のほう

では今まで特にしていなかったというのが現状というふうになっております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ということは、何となくずるずるべったりみたいな形なのですけれども、僕は寄贈された

時点でそれを受け取って、教育委員会の備品登録がされていて、それは通常、それからこの

間に補修や何か含めて教育委員会がやってきたというような認識をしていて、だから今回教

育委員会で解体工事をするのだなという認識なのですよ。 

ところが、全く寄贈されたものを町としては受け取っていなくて、あくまでも所有権は協

賛会にあって、それを子ども達がたまたま使ってきたと。管理も全くしていなくて壊れてし

まったから、放置しておけないから教育委員会で解体をするとなれば、そこのところで、昨

日の話と乖離するのですよ。１月の雪で壊れたから、学校からは使わないから解体してほし

いと。それだったら、人の持ち物を学校が使わないから解体するという話になるのかどうか。 

だったら、最初に手を打つというか、所有するのはずっと引き継いでいる父母の会のとこ
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ろだから、学校としても今まで使わせてもらいましたけれども、ここでもう駄目ですから取

り除きたいという話も含めて、先にそちらと話をつけないと、学校が勝手に、もう要らない

わという話で、では教育委員会は壊すかと。その流れはちょっとおかしくありませんか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 教育委員会で備品を管理しているかしていないかというと、管理をしていないということ

です。備品登録という形では教育委員会ではしておりません。ただ、とても危険性があると

いうことで、これはやはり早急に撤去しなければ危険が伴うという判断の中で今回撤去の予

算を計上させていただいた経過というふうになってございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 そのいきさつは分かるのです。分かるのだけれども、ただ、今までの扱いが、学校が管理

するでもない教育委員会が管理するでもない、ただ置かせてはあったけれども、所有権はこ

ちらにあったのだというものが、今度は壊れたからといって、それを認知したら、学校とし

ては所有権のある人との相談がまず最優先ではないのですか。学校から教育委員会に、邪魔

だから壊してくれと。そうしたら壊しますよと、撤去費がここに来るのはおかしくないです

か。それは、筋道がちょっと僕は違うと思うのです。大丈夫なのですか、その筋道で。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 学校として協賛会の確認を取っているかどうかというのは、私どものほうで確認を取って

おりませんでしたので、そこは改めて確認のほうを取らせていただいて、協賛会として撤去

もいいかどうかということの確認を早急に取らせていただきたいと思います。その中で確認

が取れましたら、撤去のほうをさせていただきたいというふうに考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 そこは今、話が一歩前へ進んだのだけれども、協賛会のほうで、あれは誰かに頼んで直し

てもらってまた使うようにすると言いったら、それは解体工事しないということですよ。所

有権が向こうにあるのだから、こちら側にないのだから。結果としてそういうことも出てく

るのですよ。 

僕はてっきり、教育委員会の備品になっていて、寄贈を受けたことになっているものとい

うふうに。だとしたら手続も何も全然おかしいし、今言って相談といったら、あれはこちら
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で修理するからと言ったら、また修理して使うようなことになる可能性もあるわけですよ。

その辺が全くルール的には、使えないものであれば誰かが解体しなくてはならないかもしれ

ないけれども、その辺の手順に不備があったというのは事実であります。 

だから、今の話でいうと、協賛会が直して使うからと言ったら、それはいやいや駄目だと

言えないわけでしょう。直して使うこともあり得るという理解でいいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 瀬尾学校教育課長。 

○瀬尾学校教育課長 

 今の現状の中では、バッティングゲージもネットも壊れてしまって、バッティングゲージ

としての機能はほぼないのかなというのが現状として確認した中で見て取れます。そういう

意味でも、今のバッティングゲージを直して使うというのは、あまり現実的ではないのかな

というふうに思っておりますが、しかしながら、委員ご指摘のとおり、協賛会との確認とい

うのを教育委員会としても怠っておりましたので、そこは至急確認をさせていただいて、手

続に誤りがないように進めさせていただきたいというふうに思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

松本委員。 

○松本敏光委員 

 大樹は１次産業の町、酪農王国でもあります。その中で、大樹町としても道路維持管理す

る中で、町道の砂利道なのですけれども、春先、玄関先で道路がうんでどうもならないとい

う住民の苦情もあります。予算も見た感じ、町道の砂利補修用の材料が４００万円見ている

のですけれども、この４００万円でどこまで維持できるのか、ちょっとお聞きしたいのです

けれども。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 予算の原材料費で、町道の砂利補修ということで材料代を４００万円計上しております。

その中で、砂利道の今回補修をしていこうという計画の中では、全体で約７０キロございま

す。それは砂利道の除雪路線やスクールバス、それから牛乳ローリーの通るようなところを

メインに考えております。それで４００万円ほど上げているのですが、１年間ではおおよそ

５キロから７キロ程度かなというふうに考えてございます。１０年程度でできればなという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

松本委員。 
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○松本敏光委員 

 維持補修の流れで、６キロか７キロ修繕するという中で、大樹町の町道の砂利道は総延長

何キロぐらいあるのか。酪農の玄関先である取付け道路とかというものがうんだときには、

きちっと整備してもらえるのかどうかお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３０分 

再開 午後 １時３２分 

 

○齊藤予算審査特別委員長  

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 公園の維持管理についてお聞きします。 

 町内の街区公園、児童公園というのは一番身近で小さい子どもにとって、また保護者に

とっても一番重要な場所だと思っております。草刈りの回数については、資料を頂きました

が、見回りや行政区にヒアリングを行い、利用率に応じて柔軟な対応を取っていただきたい

と思うのですが、その点についてお考えを伺います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ただいまのご質問ですけれども、草刈りの回数については、予算計上してございますが、

その辺イベントとかがもしあったとして、そういう場合に草刈りが必要だということでいた

だければ、その辺は柔軟に対応していけるかなというふうに考えてございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

子どもの遊び場、外で遊ぶ場というのは、コロナウイルス対策としてとても重要なことだ

と考えています。現状、新たに新しい施設とか遊び場を作るというのは財政的にも厳しいと

いうのは承知しておりますので、管理体制はこれからしっかりと努めていただきたいなと思

います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 
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○西山弘志委員 

 トイレのことをお聞きしたいのですが、勤労センターとか地域の行政区とかいろいろな施

設の古いトイレについて、それで話を聞いたりなんかすると、洋式ならいいのだけれども和

式は足が痛くてしゃがめないので何とかならないかという声が聞こえるのですが、私も聞い

た話になってしまうのですが、和式のしゃがむトイレの数というのは分かりますか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３４分 

再開 午後 １時３５分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 老人会とか、老人が集まって、いろいろやるでしょう。そのときにトイレでしゃがめない

ので行かないという人が耳に入って、そのために行政区の会館とか勤労者センターとかとい

う施設というのはどういうトイレになっているのかを聞きたいのです。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

 私のほうから行政区会館の取組について説明させていただきたいと思います。 

 行政区会館のほうは平成３０年度、それから令和元年度の２カ年で会館のほうのトイレ改

修を進めさせていただきまして、当時、委員ご指摘のような和式のものがついているところ

が多かったのですけれども、それを例えば男性用の便器と大便器と併せた形で広いスペース

を使って洋便器１つをつけるとか、そういった建物の状況に合わせて改修をさせていただい

たところです。 

ただ、水洗化も同時に図れればいいのですけれども、浄化槽の設置をするとかというよう

な大規模な改修はできませんでしたので、簡単にタンク付きのもので、くみ取り式には変わ

りないのですけれども、そういった形で水が使えるような形のものに会館のほうの改修は進

めさせていただいたところです。一部老朽化のひどいところで対応できないところもあるの

ですが、そういった状況で一通りの改修を終えているというところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

先ほど松本委員からの砂利の総延長について出ましたので、説明を求めます。 
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水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長兼下水終末処理場長 

 失礼しました。砂利道の総延長でございますけれども、約３３０キロございます。 

 それから、家の前のうんでいるところの対応については、パトロールや区長並びに地先の

方々からご連絡いただきながら、その辺は随時対応していきたいなと考えてございます。 

○齊藤予算審査特別委員長  

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

教育長にお願いします。 

事務担当の方とは行ったり来たりしていますので、検定受検料のことについて大樹高校生

に対する分と中学生に対する分で、例えば具体的には英検のことの例ですけれども、漢検だ

と両方ともなっているようにお聞きしたのですけれども、英検の場合は、高校はいいけれど

も中学校は対象でないとかという、対象が中学生に十二分でないと思ったので、予算がなく

てできないよとかいろいろあるのでしょうけれども、教育委員会の姿勢として、同じ学習機

会が均等になるように、中学生も高校生も同じように機会を与えるべきでないかなと思った

ものですから、そのことをお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

予算書をご覧になって、そのような疑念を抱くのはもっともかなと思っています。ただ、

それぞれの事業の趣旨が違いまして、高校の場合は、高校活性化、存続を求めて、いろいろ

な検定の部分を町が補助しましょうと。危険物だとか、そういう検定と同様に。漢検、英検

も合格者は全て町費で賄いましょうという部分が高校活性化協議会のほうで決まってござ

います。 

大樹町のすごくいいなと思っている部分は、子どもの放課後の対応です。子ども未来塾と

いう部分で、学校が終わった子ども達が生涯学習センターに集まって基礎学力の定着を図ろ

うということで今頑張ってくれています。 

そこで、今までは漢字検定にしても数学検定にしても、個人で受検料を払って受けていた

のですが、励みになると、検定というのはどんどん級が上がっていくわけですから、だから

漢検の勉強をして漢字検定を受けると。ある程度の人数がいないと受験機会もありませんの

で、それを教育委員会のほうで設定しようということでやっていました。 

ただ、子ども未来塾というのは、小学生を対象にしてやってございました。ただ、子ども

というのは成長して学年が上がっていくわけです。ということで、小学校で頑張って何級ま

で取ったよと。中学校でも受けたいという部分で、本当は社会教育課の予算なのですが、そ

の部分の中学生の面倒を見れないということで、学校教育課のほうで、中学生の漢検と数検
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を受けている子の補助を面倒見てくれということでそこに乗ってしまって誤解を受けてい

るのだと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長  

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

制度の違いのことは重々分かりました。 

押し問答になって何ですけれども、先ほどお話ししたように、高校生については高校維持

というか、あまりいい言葉ではないかもしれませんけれども、高校の活性化というか支援で

そのようになっているということは十二分に推察できるのですけれども、どういうふうな仕

組みづくりがいいのかも分からないのですけれども、学校外学習の分のことについても、多

分、教育委員会は一生懸命頑張られていると思いますので、今、急にすぐでなくて、そうい

う見方もあると思う人も多分私以外でもいると思うのです。数多くの学習機会があること

は、その人の生涯を心豊かに、きっと資格ばかりではなく、いい機会だというふうに、社会

に出てもそういうふうに頑張れる人になれる素地をそこで養うという面から一回点検して

いただいて、小学生や中学生にもそのような幅広い学習のこともぜひ教育委員会で検討して

いただきたいと思うのですけれども、検討のほうはいかがですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

板谷教育長。 

○板谷教育長 

 社会教育のみならず、英語というのは、今、小学校段階にも下りてきております。高校の

先生だとか中学校の英語の先生も、英検何級取りなさいよというお達しも来ていますし、英

検３級というのは中学校卒業程度なので、何割程度の生徒が合格できるようにしなさいとい

う話も届いています。ということで、放課後学習は社会教育だけでなくて、学校教育のほう

にもその部分を伝えながら、町民が意欲を持って学べるように検討してまいりたいと思いま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長  

 ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

昨年も質問いたしました補聴器の関係ですけれども、障害者手帳をもらう前段で、耳が

遠くなってきて、しかも早い段階で補聴器をつけると悪くなっていくのが遅くなると、先

延ばしされていることで、自治体としても支給しているところもあると聞いております。 

昨年、町長も検討に向けてということだったのですが、いろいろな事情もありますので

という話だったのですが、ご検討のほうはいかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長  

井上保健福祉課長。 
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○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 昨年も志民委員から補聴器の件でご質問があったかと思います。 

今、実際に調べている段階でございまして、道内では、手帳所持者でない方の補聴器の助

成をしているところは本当に少なくて、なかなか内容についても今苦慮しているところでご

ざいます。東京都のほうでは、障害者福祉という観点からいろいろと助成をされているよう

なので、うちのほうでできるかどうかというのは、情報不足ということもございますので、

鋭意調べているところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長  

 志民委員。 

○志民和義委員 

 少ないといえば少ないですね。だんだんやっていけば多くなっていくということで、多く

なっていくほうに町としても検討していただきたいというふうに考えていますが、昨年、町

長もいろいろな状況を考えながらということでしたので。 

道内全体としては本当にまだ、十勝管内でもまだないですか。あるところの資料は提供し

たのですが、その後のこともありますので、また私のほうでも資料提供しながら、ぜひ次年

度に向けてご検討いただきたいと考えていますが、調査のほうをよろしくお願いいたしま

す。いかがですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 以前、志民委員から同様のご質疑をいただいたなと思って、過去の答弁の中身を見ていた

ら、ちょうど昨年の同じ日に開催されています予算議会でご質疑をいただいて、私も答弁を

させていただいたところです。 

 今の状況については、先ほど説明させていただいたとおりであり、今回については、事業

化、予算化については計上させていただいておりません。ただ、耳がご不自由でいろいろな

生活の部分で苦慮されている方も高齢者の方々でいらっしゃるというふうには私も認識は

しておりますので、調査結果に基づいて、私どものほうで取り組むべき事業であるというこ

とであれば、しかるべき段階で予算化をしていく必要はあるかなというふうには思っており

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 有害鳥獣の駆除で、アライグマの駆除についてお伺いします。 
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 有害鳥獣駆除では、ヒグマ、エゾシカ、狐、カラスなどは長い歴史があるのでありますが、

アライグマについては、まだ期間が非常に短いわけであります。 

実は、多分、大樹町でアライグマが野生で発見されたのは１０年ちょっとか前ぐらい、１

５年はたっていないというふうに思います。それは清水町かどこかでアライグマの話が出

て、大樹町はいないのかという話のときに、どこかで情報として芽武のほうの電柱に上って

いるのがいたよという話が始まりだったと僕は記憶しているのですよ。 

その頃は、ラスカルの漫画があって、アライグマ、かわいい、かわいいという話のほうが

出ていて、それを駆除しなくていいのかという話のときに、まだ道のほうでそれは指定され

ていないからということで、何年か後にやはり駆除対象になってきたのですよ。 

ところが、今はこの１０年間足らずの間に、非常に異常なほどの勢いで生息数が増えてご

ざいます。今も４０頭とか５０頭とか駆除しているのですが、現状でいうと僕は増加に対し

て駆除の数が追いついていないと。ひょっとしたら、これは異常なほど短期間で増える可能

性もあると思うので、質疑の中で、わなの資格取得者の関係と、それから農家の人に捕って

もらって、自衛の手段でお願いするしかないというような話もあったのですが、ただ、この

短期間にこういう状況になったアライグマについては、やっぱり将来のことを考えたら、本

腰入れて対策の重点課題としていかないと、今度はあまり増え過ぎたら、さあ、しまったと

いっても待ったは利かないと思うのですよ。そのことをどう認識しているか。それから特に

集中してアライグマ対策をやる考えがあるか、まずお聞きしたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 先日のご説明の中で、説明漏れがありまして、今年度からアライグマの駆除につきまして

は、１年間通して駆除をしていただいているところでございます。それまでは、狩猟期間は

４月から１０月までの期間ということで短かったわけですが、今年から１年間ということ

で、長い捕獲期間を設けまして対処しているところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 おおよその町内での生息数の把握はできているのですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 佐藤農林水産課長。 

○佐藤農林水産課長兼町営牧場長 

 生息頭数については、調査はいたしておりませんけれども、生花・晩成以外で捕獲されて

いるという実績はございます。生花・晩成地区での捕獲はありませんけれども、そのほか市

街地につきましても郊外につきましても、捕獲されているという実績はございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 取り越し苦労だと言われればそれまでなのですけれども、ただ、先ほど言いましたように、

この１０年間ぐらいのスパンでもってゼロからここまできたのです、今の状態まで。残念な

がら僕は大樹の町の中を歩いて、見たことないのですけれども、そんなの夜どこかへ行った

ら見れるぞと言われるような話ですから、結構、どこどこの河原へ行ったらうじゃうじゃと

は言いませんが、何ぼでもいるぞという話もありますからね。そういう増えていく状況を放

置しておいてもいいのだということであれば別ですけれども、いろいろな病気の問題等含め

て、やはり一定の数量以外は増やさないような駆除を進めていくとなれば、早く手を打たな

いと、さあ、困ったというときに間に合わないということになりますので、これは今年度含

めて次年度以降に、わな取得者の活用、資格を取っただけではなくて、それを日常的に使っ

てもらえるような体制をつくっていかないと、取り返しのつかないことになる心配もあるの

で、そこはぜひ受け止めていただいて、やっていっていただきたいと。町長、そういう考え

でよろしいですか。そのようなものはいいのだというなら別ですけれども、そこの考えを聞

きたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 有害鳥獣の関係で、アライグマについてのご質疑をいただきました。大樹町内でアライグ

マが最初に確認されたのは、実は確認したのは、私と当時の係長でありますが、平成２２年

でありました。 

その段階では十勝管内では新得とか鹿追、山あいのところがアライグマの生息が確認され

ている、いわゆる汚染地域と言われたのですが、それ以外については大樹町も含めて南十勝

は生息も含めて確認されていない、まだ汚染されていないというか、そういう地帯でした。

ただ、大樹町内で最初に確認されたのが、沿岸部でありましたので、そこで確認されたとい

うことは、大樹町内を通過してそこまでたどり着いているということでありますから、その

段階で確認はできていませんが、町内でアライグマは市街地も含めて生息していたのだろう

なというふうに思います。 

ただ、現在の生息数については、有害鳥獣でありますので把握のしようもありませんが、

毎年捕獲されている頭数の推移を見れば、やはり増頭されている、繁殖が進んでいるという

ことは共通の認識だというふうに思っております。 

有害鳥獣の駆除を進める上で、アライグマの捕獲も大変重要だということも含めて、今年

の３月に入ってからアライグマの捕獲に関する講習会も開催し、地元の農業関係者、または

狩猟関係者でしたけれども、参加をいただいて講習会を行ったところです。 

私どもの有害鳥獣の関係する部分でも、アライグマの捕獲については、これから取り組む
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べき、最重要とは申し上げませんが、被害が拡大しているという部分では重要だという認識

ではおります。 

ただ、有害駆除を行う者だけに任せておいてもなかなか改善されないということでありま

すので、関係する農業者も含めて被害が想定される皆様とともにアライグマの駆除について

は、これからも鋭意取り組んでいかなければならない有害鳥獣の１種類だという認識では、

町も持っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

 それでは、休憩前に引き続き、総括質疑を続けます。 

総括質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

  町長に、観光振興の関係で１つ伺います。 

 大樹町は歴史が浅くて、その中で、自然的な景勝地も全国的に有名なものもないと、世界

遺産でもないという中で、本当に観光と言えるものは今まであったかなという感じで受け止

めています。 

 それで、宙ツーリズム推進協議会、それから地域おこし企業人交流プログラムの中で、観

光ということもうたっているのが目立っている中で、ロケットの打ち上げというのは、これ

からの時代に世界的に注目されている産業でありますし、大樹町にとっても日本中に知れ

渡っているのかなという中で、観光ということですごく期待の持てることだと思うのですけ

れども、基本的には、観光ということについての町長の考え方というか、それをまず簡単で

いいですがお聞きかせいただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 航空宇宙の取組、とりわけロケットの打ち上げ等も含めて、非常に興味深く見守っていた

だける方、また興味を持っていただける方はたくさんいらっしゃるというのは、今までの打

ち上げの状況を見ても、私も感じているところです。 

これから航空宇宙の取組を進める中で、観光の役割というものも、観光にその資源をうま

く使っていくという役割も当然あるというふうに思っておりますので、今後、新会社の中で、

射場の運営をする中で観光の取組等も検討いただけるというふうに思っておりますので、そ
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ういう中で、これからの航空宇宙の取組での観光分野の検討については、ともに進めていけ

ればなというふうに思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 私の考える観光は、今コロナで、各地、日本、世界でもですけれども、大変な目に遭って

いると。観光地も大変な目に遭っているという中で、今はしようがないでしょうけれども、

将来ロケットというものを観光の目玉にしていく中で、取りあえずは、ロケットの打ち上げ

時に見学場所で物の飲食の販売とかやったという実績もありますけれど、そういう中で今度

はもうちょっといろいろ広めて、地場産品も売る、それからグッズも売るというようなこと

の考えを手短に。 

それから、普通で言えば、ＳＯＲＡがありますけれども、私は、本当は大樹の道の駅辺り

の近くにＳＯＲＡがあればよかったのかなとは思っているのですけれど、例えばＳＯＲＡの

利用者がいるときに、町内の業者のおみやげ屋とかお菓子屋とかの方があそこの場所で物品

を販売できないのかと。また、旅行会社もタッチしていたような記憶をしておりますけれど

も、例えば旅行会社の行程の中で、ＳＯＲＡを利用した中で、見学した後に道の駅に寄って

もらうとか、町内で食事を取ってもらうとかということができないのか。何か話し合ったと

きにそういうお話ができないのか。また、大樹町に泊まっていただければ、飲食の方も潤う

のではないかと思いますけれども、取りあえず身近な観光でお金が大樹に落ちるということ

が一番大事だと思うので、その辺のことについてお伺いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 大塚企画商工課参事。 

○大塚企画商工課参事 

 委員おっしゃっていただいたとおり、ロケット打ち上げ等、宇宙をコンテンツにした観光

をこれから広めていきたいなと思っています。そのこともありまして、おっしゃっていただ

いたように、宙ツーリズム協議会に入るという予算と地域おこし企業人交流プログラムの旅

行会社の方から出向いただくというようなことでコンテンツの開発をしていきたいという

ふうに考えておりまして、先ほど町長からもお話しさせていただいたとおり、新会社のほう

も、射場の運営をメインにはしますけれども、サブ的なものとして観光の事業も積極的に取

り組んでいくというふうに聞いていますので、町と新会社と連携して、さらに観光協会、商

工会等と連携しながら、宇宙をフックにしたまちづくり、観光メニューづくりというものを

やっていければいいなと思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 観光と今まで売っていますけれど、あまり大樹町にお金が落ちないような感じで私は受け
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止めていたので、せっかくですから、ぜひ、いろいろな負担金も出したりするわけですから、

大樹町にお金が落ちるのだと、いっぱい落としてもらえるのだという中で、今は難しいです

けれども、そういうことで将来の観光の在り方、お金を使ってもらうという中で進めていっ

てもらいたいと思いますけれども、再度お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 その部分について、私も全く同様の考え方でもありますし、コロナの関係で、見学者をＳ

ＯＲＡの滑走路のほうにもお招きできないという状況が続いていますが、以前は、観光協会、

または町内の飲食店の皆さんが自ら出店をして、来客された見学者に飲食物を提供してくれ

た、または物品の販売も行ったということもありますので、これから取り組むべく、ロケッ

トに限らずではありますけれども、観光振興を進める上で、地元の経済にもメリットが出る

ような取組については、町の責任でもありますので、商工会、または観光協会等ともタッグ

を組みながら進めていければなと思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 教育長、もう１つお願いします。 

 担当者の方とは、社会教育事業についてのお話合いをさせていただいて、少し前まで教育

委員会は、生涯学習社会を目指すのだということで、上は文部省から下は我々のような教育

委員会の職員までが、生涯学習社会の構築ということで頑張ってきたと思います。 

 そうでないのかもしれませんけれども、社会教育事業の中に生涯学習ネットワーク事業、

今は教育委員会のほうでは自主学級という言葉を使われているのですけれども、申し訳ない

言い方になるかもしれませんけれども、以前は、生涯学習ネットワーク事業の中で公募学級

と自主学級というのがありました。 

 課長のほうからの説明のとおり、５人以上の方が集まって自主的に。僕、ちょっとさみし

いなと思っているのは、公募学級というのは、大樹町の教育委員会の目標に沿ったり、教育

委員会としてどんな社会になってほしいというような願いの下に、公募学級、健康のこと、

それから地域に属した課題のための公募学級というのが展開されていったと自分では思っ

ています。 

 人のこととか予算のこととか、いろんなことがありますので、２０年前と違うことについ

ては承知しますけれども、教育委員会の直接の、例えば教育委員会の職員がＢ＆Ｇの中で地

域の奥さん方と一緒に軽スポーツ教室を主宰して展開していくとか、しかも、そういうふう

なことがちょっと今弱いのではないかなと思っていて、学校の先生も、我々が教育委員会の

仕事やってるときも、自分の理想に燃えて学習を展開していったので、教育委員会として、
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できないものについては人がいないのだからできないで仕方がない面もありますけれども、

今、学校教育のほうではコミュニティ・スクールでいろいろなボランティアの方が入ってい

くとかになっていますので、それと同じようにコミュニティ・スクールが教育委員会で展開

されてるように、社会教育事業も生涯学習社会、今あまりあれですけれども、そのベースは

いろいろな人材バンクだとか、いろいろな生涯学習ボランティアだとか広報活動とか、今に

続くものは決してゼロではないと思うのですよね。 

ぜひ生涯学習の社会教育のボリュームだけを私求めてるわけではないのですけれども、そ

ういう能動的な教育委員会の学習展開を希望しているのですけれども、教育長は、今、私の

お話したようなことについてはどのように日々お考えでしょうか。それをまずお聞かせいた

だきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 板谷教育長。 

○板谷教育長 

  委員ご指摘のように、今、学校は、コミュニティ・スクール、地域とともにある学校づく

りということで、社会のいろいろな団体の代表の方が忙しい中を参加していただいて、ご意

見いただいて、子ども達にとってみれば、本物に触れる機会をいかに多く設定するか、畑の

先生だとか漁協の方に来ていただいたり、本当に教師だけが教えていたら体現できない貴重

な体験をさせていただいております。将来的には、生き方、キャリア教育に結びつくと。い

ろいろな方に地域の方と触れ合うことによって、ふるさと大樹のよさを知るということで

す。 

 学校と地域を結びつけるコーディネーターは、いろいろな町村のやり方があるわけですけ

れども、学校教育が中心でやっていると長続きしないということで、我が町大樹は、社会教

育主事を雇っていただいて、彼を中心にいろいろ働きかけて、今年度は高校までその仲間に

入って、大樹学の推進に努めてくれています。本当にありがたいことだなと思っています。 

キーワードは、双方向です。社会福祉協議会の方が、コロナ禍であるということで、金曜日、

子ども達が帰った後、トイレだとか水飲み場だとか、お年寄りが今まで来たことのない学校

に入って消毒活動をしてくれると、本当にありがたいなということです。 

 また、社会教育委員の会は、かなり改善が進んでいます。佐藤委員長中心に、恵庭市だと

か佐呂間町だとか、社会教育委員が活躍している町の情勢をキャッチして、ただ集まるだけ

でなくて、どんな町にしたいんだと、どういう大人になってほしいというところで議論しな

がら、少しでも活動しようというふうに頑張ってくれていますし、委員ご指摘のスポーツ推

進委員も、今、学校では働き方改革ということで結構うるさく言われています。ブラック企

業でないかと。そんな中でも、少年団活動の指導をやってくれた先生も入ってもらって、少

しでもやってもらおうと。 

そして嬉しかったことは、お年寄りです。特にコロナで高齢者は危険度が高いということ

で、いろいろな町村が二の足を踏んでいるときに、感染対策をがっちりやりながらことぶき
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大学を開いてくれたと。お年寄りが本当にいい顔して、来てくれると。これは大樹のすばら

しいところだなと。あと、コンサートもほかの町村ではできない中、ソーシャルディスタン

スを取りながら、また換気を図りながら、やっていただいたと。やっぱり音楽の力はすごい

よねということを味わってくれています。 

 そんなことで、人口減に伴いながら、委員ご指摘のように、昔に比べたら随分落ち込んで

いるのでないのと言われる部分もあるのですが、それなりに盛り返してきてくれているのか

なと思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ありがとうございます。 

事務担当者でないから、無理な面もあるかもしれませんけれども、ここで１つだけちょっ

とお話しさせていただきたいのは、生涯学習ネットワーク事業でも、社会教育何とか教室で

も、それは何でもいいのですけれども、例えば生涯学習の自主学級で、５回とか何回とか要

項のとおりに開催されたものが、講師や教育委員会の担当者が中に入って自主サークルに

なって学習活動を展開していっていただくような場面というのがちょっと弱いのでないか

なとか。 

もう一回しつこくなりますけれども、公募学級というのは、教育委員会の姿勢や理想とい

う自分達の思っている生涯学習社会に向かって、町民の方に旗を振るというか、学習のほう

に目を向けていただいて、人によってはそのまま趣味で終わる人もいるかもしれませんし、

放送大学や何かとか、自分達をもっと極めるような学習に展開していくとか、ぜひ教育委員

会は、個別の事業ということばかりでなくて、もう少し大きな社会教育のグランドデザイン

というか、そういうふうな時代ですので、例えば教育長も議会に出ている数字を見ていただ

いていると思いますけれども、生涯学習センターの稼働率も４割切るぐらいのところでずっ

とここ何年間いってるということは、僕は、裏を返せば、そのような学習活動が若干弱まっ

ているのではないかなというふうに思っています。 

 予算とか、それから、人のこととかについては理解できるのですけれども、そういうふう

なことでも数字が出ていると思いますので、ぜひ蛮勇を振るっていただいて、そのような生

涯学習社会の実現なり学習の拡大ということに教育長として努力はしておられるので、蛮勇

を振るって拡大していただけないかなというふうに切に思っております。 

学校の部分は、今、教育長がおっしゃられたように、コミュニティ・スクールの分は非常

にいい展開で、本当にすごいなと思っております。社会教育についても、同じような手法で

は駄目かもしれませんけれども、その手法をぜひ活用していただいて、あるべき生涯学習社

会を実現していただくのに頑張っていただきたいなと思っているのですけれども、いかがで

しょうか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 板谷教育長。 

○板谷教育長 

 ＳＤＧｓではないですけれども、キーワードは、持続可能なという部分だと思います。せっ

かくできた自主学級で、講師の先生も何とか呼んでいただいてということです。 

そんな中で、少しでも顔を見えるようにしましょうという提案がありまして、講師の方の

写真を載せたり、そんな動きが見えてきました。そういうものが広がってくれればいいなと

思っていますし、社会教育主事を配置してくれたおかげで、道民カレッジという部分との結

びつきもありますし、十勝管内にも学芸員がおられたり、そういう方との交流も少しずつ盛

んになってきていますので、生涯学習社会は、やっぱり高齢者にとってみれば社会とのつな

がりというのでしょうか、人と会うという、今日行く場所がある、今日会える方がいるとい

う部分はすごく大事なので、その部分についても大事にしていきたいと考えております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 再生可能エネルギーについて、北海道の再生可能エネルギー振興機構への負担金は１万円

なのですけれども、全道で集まるので、前にも資料を頂きましたが、かなりいろいろなＰＲ

事業もしていると認識しております。 

 それで、町として、私は、今やっている太陽光だとかなんかについてはいいのですが、な

かなか風力というのは、ちょっと私はこの地域にどうかなと。せっかく大樹はきれいな水が

あるので、小水力のことについて調査研究ということに町の計画でもなっていますので、そ

の後どういうふうに進んでいるでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 小水力についてでございますけれども、今年度、北海道の企業局主催の小水力発電研修会

というのがオンラインで開催されまして、私、オンライン上で研修というか受講したところ

でございます。 

 その中で、小水力発電の導入事例ですとかといった部分も、中身についていろいろと勉強

させていただいたところでございまして、今後も、そういった部分で小水力発電も再生可能

エネルギーの１つでもありますので、引き続き情報収集に努めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 
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○寺嶋誠一委員 

 移住支援関係についてのことなのですが、先の一般質問でも、町長のほうに大樹町の人口

減少を食い止めるためには、手っ取り早い方法ではないですけれども、移住定住を増やした

ほうがいいということで、私も質問させていただきました。 

 今回、町長の答弁にあったワーキングスティとかお試し住宅とか、そういう形になります

けれども、その制度はあるのですが、最終的にここに住んでいただくということができる分

かりやすい制度が、移住支援事業補助金が１００万円一本という形であります。 

再度お聞きしたいのですが、この制度そのものは北海道が実施している東京２３区から来

る人を対象にして、町内の企業の中で登録したところだけしか対象にならないとこういうふ

うにお聞きしたのですが、再度確認なのですけれども、そういうことでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず移住支援金の関係でございますけれども、その制度に就業部分と起業部分という二つ

のくくりがございまして、就業部分に関しましては、北海道でやっていますサイトのほうに

登録した企業に就職して地元に、例えば大樹町に住んだという方につきましては、最大１０

０万円という形で支援金が出るというところでございます。そして、さらに起業で大樹町に

移り住んだという形につきましては、北海道が地方創生金の関係で実施してます地域の課題

に対しての観点に取り組む起業の部分に該当して、東京２３区から例えば大樹町のほうに起

業で移住してきて住んだということであれば、北海道が実施している分は２００万円の支援

金があるのですが、移住してきますと、さらに１００万円追加になって３００万円が支給さ

れるというような制度がございます。 

ですので、大樹町に就業ですとか起業で移住した場合については、大樹町の予算で見まし

た１００万円が支援金として交付できるというところでございまして、まず就業の部分に関

しては、北海道のマッチングサイトのほうに登録してる事業所に就職するという部分であり

ますし、起業については、北海道のほうで実施している起業の支援金に該当する部分で移り

住んできたという場合については、起業の部分でも１００万円が交付されるというところで

ございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ということは、就業と起業では、若干対象の内容が変わりますよということですよね。 

 ちなみに、私がお聞きしたかったのは、大樹町では、北海道のほうに登録している企業で

あれば、結果的には大樹町に移住して住めばという形が対象になるということですよね。こ

ういうことですね。ということは、今回予算で１００万円しか見てないということは、ある

意味単純に解釈しますと、１件当たりぐらいの想定というふうに感じるのですけれども、実
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際、対象者はいるのですか。再度お聞きしますけれども、今年の予算ですから、今まであっ

たのかどうかも含めて、実績的なこともお聞きしたいと思うのですよね。お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 これまでの実績でございますが、これまでの実績はございません。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 実績がないということであれば、これからのことであるかなと私は感じますけれども、さ

らに突き詰めていくと、町の負担というのは、たしか４分の１になりますよね。ですから、

あえて移住をどんどん推進していくという考えであれば、私はこの１００万円の予算という

のは、あまりにもそういうことを積極的に進めているとは感じないのですよね。もっと増や

してもいいのではないかなと逆に思うぐらいなのですけれども、あえて対象者がなかなかい

ないので、暫定的にやるという考え方なのかなというふうに感じるとともに、逆に、対象者

がいないし、適用しづらいというような形で、ある意味パフォーマンスでやってるかなとい

う感じにしか見えないのですけれども。ちょっと言い方が悪いのですけれどもね。そういう

ことではいけないと思うのですよね。実際にそういうことをどんどん推進するのであれば、

もっともっと、道のほうのではなくて、町独自でやるのであれば、極端な話、２５万円とか

５０万円を住んだ方に支援金としてやりますよという形で、予算として１００万円とか２０

０万円とか予算化するというような形に変えたほうがいいのではないかなと思うのですけ

ど、それについてどう思いますか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず今年度、予算１００万円を計上させていただきましたけれども、先ほども申し上げま

したが、過去に実績もなかったということもございまして、まずは１件分というか１世帯分

の１００万円を予算計上させていただきまして、もしこれが、この制度を使って移住者が来

てくださるようであれば、それはありがたいことでございますので、補正とかをお願いして

増額させていただいきたいと考えるところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 前に協議会か何かでも話があったのかなと思うのですが、海洋プラスチックの問題で、大

樹町の海岸のごみが大量に打ち上げられております。以前に、何年カ前に、主催はちょっと

忘れましたけれども、町内で海岸のごみを拾う競技というか、そういうものがあったと思い

ます。たしか、町長も参加されたように聞いていたのですけれども。 

 私、海のほうの釣りをやるので、いつも気になっているのですが、なかなか個人的に拾っ

て持ってきて済むような状態ではないので、全員がやればいいのでしょうけれども、海岸は

どの辺の管轄になるのかなと思いますけれども、それに海岸に打ち上げられるごみですか

ら、市街地のものが河川に流れていって打ち上げられるものもあるでしょうし、釣りの人が

捨てていくものもあるでしょうし、前にも話したかどうか分かりませんけれども、プラス

チックのペットボトルの中には、中国、韓国から流れてきたか、中国、韓国の漁船から捨て

られたものか分かりませんけれども、中国語、ハングル語のプラスチックボトルも毎年何件

か見つけられます。 

 そういう面で、何とかコロナ禍ではありますけれども、町の主催でないと集めたごみをそ

の後捨てるのが大変なので、町に何らかの形で関わっていただいて、どんな形でもいいから、

港、旭浜、浜大樹漁港の周辺は一番ごみがたまるのですけれども、年に１回ぐらい何かの形

で、町民参加でも、ほかから参加を募ってでもいいですけれども、ごみの収集とか海洋ごみ

の収集ができないかなと。検討していただきたいなと思うのですけれどもお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 ご質問の中に、過去にやったようなことがあったのではないかというお話がありましたの

で、当時の担当部署という形で、説明だけさせていただきたいと思います。 

 平成２６年、２７年になるかと思いますが、こちらのほうは民間の企業のお声かけをいた

だきまして、地元に実行委員会を構成しまして、町内の産業団体、あるいは青年団体とかに

声かけをさせていただいて実行委員会を組織し、既存の競技ルールを採用しながら、海岸の

ごみ拾いを競技形式で、一般の方に参加していただきながら実施するという形で２年間実施

させていただいたものでございます。 

 こちらのほうは、３年目に関しましては、たまたま町内で青年部が主力で実施する大きな

行事が行われるというようなこともありまして、地元の体制がつくれないということで、３

年目は実施できなかった経過があります。それから、その後は、一番最初に音頭を取ってい

ただいた事務局体制を築いていただいた企業のほうが、撤退をされるというような中で、こ

の競技そのものは継続されてきていないという実態でございます。 

ただ、実際に海岸を利用するとかといった形で、民間の活動で小グループであってもボラ

ンティアでごみ拾いをしますというような申し出をいただくケースは、年間の中に１件、２

件ご相談いただくことはございます。こういった場合に、今ごみの処理とかが自分達で集め
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て処理するというのはなかなか難しいという状況にありまして、そういった場合にご相談い

ただいた場合は、ある特定の場所に集めていただいて、それを処理場が営業日に町のほうが

運ぶというような形での対応を取らせていただいているところであります。 

いずれにしましても、今の状況としては、そういった民間の方が自主的な活動の中で実施

されてきたという経過がありますので、お知らせしておきます。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 民間の活動ということでございますけれども、その活動というのは、これからも続けるよ

うな話を聞いておられるかどうか。また、町として独自に、そういう何か主体となって町民

に声をかけたりしてやることはできないのか。植樹ではないですけれども、コスモスの種植

え、それから木の植樹とか、町民に呼びかけておりますけれど、海岸をきれいにするという

中で、町民に働きかけるようなことはできないのか、再度お願いします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今、説明をさせていただきましたが、民間の方から清掃活動等の依頼があるということで、

その状況等については、もし説明がまだ必要であれば、追加で説明をさせていただきたいと

思います。 

 海岸漂流物の関係では、実は、国はグリーンニューデール基金ＧＮＤ基金というのを創設

して、環境サイドの基金ですが、日本国内の広大な沿岸部に漂着する海岸漂着物の処理を行

うための基金を設けておりました。本来の目的は、今、委員からもご質疑の中であったとお

り、日本海側に押し寄せる近隣諸国からの海岸漂着物を回収処理するための基金でありまし

た。私どもにとっては、大雨等台風等で流出した流木の処理にその基金を活用させていただ

き、大変有効に、本来の目的ではないかもしれませんが、沿岸部に漂着する流木等の処理に

対応したということであります。 

今、世界中で海洋プラスチックの問題が大きな問題であり、委員も釣り等で海岸に訪れる

機会が多いということで、海岸部でのプラスチックに限らず、ごみが散見している状況とい

うのはよくご理解をされているかなというふうに思っております。 

 私どもにあります浜大樹、大樹漁港と旭浜漁港につきましては、漁港女性部が主体となっ

て漁港の環境整備を行っていただいており、非常に町としても助かっているということであ

ります。 

ただ、広大な延長がある沿岸部を町民自らがお声かけをして、ごみ拾いを行うという段階

では、なかなか参加者も含めて実現は難しいかなというふうに思っているところでもあり、

ごみの不法投棄という部分では沿岸部、特に釣り等でいらっしゃる、町外の方もいらっしゃ
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いますが、残念ながら、そういう方が釣りを行っているときに不法投棄されているという状

況も正直あるかなというふうにも思っておりますので、モラルを向上させるためのごみをお

持ち帰りください等の看板等については、帯広建設部とも協議をしながら進めていき、また、

そういう箇所にあっては、道の管理の沿岸部でもありますので、そういう部分については要

請をしていき、せっかくの沿岸部としての自然環境を汚すことなく、そういう取組について

は町としても行っていければなというふうに思っております。 

ご質疑にありましたとおり、ごみ拾い等については、正直検討をしていないという状況で

あります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 先ほどからスペースポートについて、いろいろ同僚委員も質問しているところでありま

す。私のほうからは、今回、大樹町企業版ふるさと納税地方創生交付金を活用し、将来的に

は５０億円を投資して、大樹町も出資する民間企業を設立して運営をしていくということに

なっていると思います。先ほども説明を受けたところですけれども。 

今回このスペース計画が進んでいくと、やはり大樹町のみならず、近隣町村、あるいは十

勝、それから全道に及ばす経済波及効果というのは、広範囲になるのかなと思っております。

そんなところで、大樹町の今の取組として、近隣町村との連携、新会社に出資をしてくれる

のかどうなのか。その辺、連携はどのようになっているのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

スペースポート計画については、委員各位にも都度状況も含めて説明をさせていただいて

おります。委員のご指摘のとおり、この計画については、私どもはもとより、十勝、北海道

にとっても大きな経済効果、エネルギーになる活動だというふうに思っており、その部分で

私どものスペースポート計画を理解いただく上で非常に重要なコンセプト、意味合いだなと

いうふうに思っているところです。 

経済的な支援をいただきたいという部分では、十勝管内、または道内、道外もですが、企

業の皆様に私どもの取組に対するご理解等支援をお願いしているところでもあります。ま

た、近隣の自治体にも大きな経済効果があるということで、近隣の自治体も十勝圏の航空宇

宙期成会等のメンバーでもありますので、そういう場で私どもの状況等についても逐一協議

をし、理解はいただいているというふうに思っております。 

ただ、残念ながら、私どものスペースポート計画、または新たに設立する会社等に対して

の財政的な支援という部分では、まだ具体のお願いをしていないということでありますが、
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今後また期成会等、また町村会等との相談をさせていただきながら、なかなか正直私どもの

事業という思いがそれぞれありますので、実現は難しいと思いますが、もう可能な限りス

ペースポート計画の実現に向けては、資金を確保していかなければならないという本当に差

し迫った状況でもありますので、町村会等も含めて、今後相談をしていきたいというふうに

思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 私も、本当に近隣の自治体の協力をぜひともお願いしたいなと思っております。特に雇用

の創出、あるいは雇用が生まれることによって住民が住むところを確保するわけですけれど

も、ややもすると、大樹町に住むというよりも、むしろ便利性からいったら忠類のインター

チェンジで下りたほうが帯広に近い、空港に近いといった意味では、忠類のほうが住宅を持

つには便利かなという考えもちょっとよぎるところであります。そういった意味では、今後、

住むところといったことも非常に大事なことになってくるのかなと。そうすれば、地元に住

んでいただいて、そしてロケットの雇用の場に通勤していただくと。人口が増える、定住者

が増えるということが今回の５０億円の投資に対して最大のメリットかなと思っておりま

すので、ぜひとも住宅の面も注視して、早めの手段を打っていただければと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。 

はじめに、反対討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ただいま提案されております令和３年度大樹町一般会計予算案に反対の討論を行います。 

 総務費、徴税費、賦課徴収費の十勝圏複合事務組合滞納整理機構への支出です。日頃から

滞納整理に町職員が力を合わせて取り組み、高い収納率を上げていることを承知しておりま

す。 

そこで、私は、住民の問題は町職員で解決していくことが重要だと考えております。住民

の事情をよく知っている職員に、それを解決していく力は十分に備えていると認識しており

ます。 
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 以上の理由から、滞納整理機構に回すことなく、職員で徴収するべきだと考えて、本予算

案に反対をいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

次に、賛成討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算案について、賛成の立場で意見を申し上げ

ます。 

 本予算は、総合計画の執行計画に基づく役場庁舎建設事業、スマート街区構築事業、生

花行政区会館改築、認定こども園建設事業など大型施設への投資的事業が重なる中、町の

特色である宇宙のまちづくりを推し進める予算のほか、新型コロナウイルス感染症対策や

道路・橋梁の整備など、安心安全な住民生活を維持するための予算が計上されております。 

 一方、財政の健全性においては、昨年に引き続き、財政調整基金などの基金繰入れが増

加するものの、国や道の補助事業の活用に加え、交付税措置のある地方債の借入れに努め

るなど、持続的な財政運営に配慮した姿勢が認められ、十分評価できるものと考えます。 

 以上のことから、令和３年度大樹町一般会計予算は、住民要望に十分応えられる内容で

あると考えますので、本予算に賛成します。 

○齊藤予算審査特別委員長 

次に、反対討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についての件を起立により採決し

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 着席ください。 
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 起立９人。 

起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎延会の議決 

○齊藤予算審査特別委員長 

 お諮りします。 

委員会運営の都合上、本日はこれで延会とし、明日１１日、午前１０時から委員会を

再開したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会とし、明日１１日、午前１０時から委員会を再開します。 

 

   ◎延会の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長 

本日は、これにて延会します。 

 

延会 午後 ３時００分 
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令和３年度予算審査特別委員会会議録（第４号） 
 

令和３年３月１１日（木曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 議案第 ２０号 令和３年度大樹町一般会計予算について【前日終了】 

 第 ３ 議案第 ２１号 令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

予算について 

 第 ４ 議案第 ２２号 令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について 

第 ５ 議案第 ２３号 令和３年度大樹町介護保険特別会計予算について 

第 ６ 議案第 ２４号 令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計予算について 

第 ７ 議案第 ２５号 令和３年度大樹町水道事業会計予算について 

第 ８ 議案第 ２６号 令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算について 

第 ９ 議案第 ２７号 令和３年度大樹町下水道事業会計予算について 

 

○出席委員（１１名） 

  １番 寺 嶋 誠 一   ２番 辻 本 正 雄   ３番 吉 岡 信 弘 

  ４番 西 山 弘 志   ５番 村 瀨 博 志   ６番 船 戸 健 二 

  ７番 松 本 敏 光   ８番 西 田 輝 樹   ９番 菅   敏 範 

 １０番 志 民 和 義  １１番 齊 藤   徹 

 

○欠席委員（０名） 

  

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     酒 森 正 人 

 副 町 長                     黒 川   豊 

 総 務 課 長                     鈴 木 敏 明 

 住 民 課 長                     林   英 也 

 保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立 

 尾田認定こども園長兼学童保育所長            井 上 博 樹 

 保健福祉課参事                     瀬 尾 さとみ 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             水 津 孝 一 

 会計管理者兼出納課長                  小 森   力 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長 

ただいまの出席委員は、１１名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○齊藤予算審査特別委員長 

日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

９番 菅   敏 範 委員 

１０番 志 民 和 義 委員 

を指名します。 

 

◎日程第３ 議案第２１号から日程第９号 議案第２７号まで 

○齊藤予算審査特別委員長 

日程第２ 議案第２０号令和３年度大樹町一般会計予算についてから、日程第９ 議案

第２７号令和３年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件のうち令和３年度

大樹町一般会計予算についての審査は、昨日終了しましたので、これより日程第３ 議案

第２１号令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算についての件の審

査を行います。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

林住民課長。 

○林住民課長 

令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計事業勘定予算について説明させていただき

ます。 

内容につきましては事項別明細書で説明させていただきますので、国民健康保険事業特

別会計の７ページ、８ページ、歳出をお開き願います。 

歳出。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額１,０２７万９,０００円。

前年度との比較は３７３万２,０００円の増となっております。 

ここでは、レセプト点検等専門員の報酬や電算システムに係る経費など、事務に要する

経費について計上しております。増額の要因は、１２節の国保事務標準システム保守業務

委託料と１８節の北海道クラウド運用負担金の増によるものです。北海道クラウド運用負
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担金は、経常費用と機器更新のための積立金で積算されておりますが、当町は加入時期が

遅かったことから、令和３年度に限って積立金の負担が増額となっているものでございま

す。 

２項徴税費、１目賦課徴税費１３６万９,０００円。前年度比較１４万６,０００円の増。 

次のページに移りまして、３項１目ともに運営協議会費２１万４,０００円。 

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費３億９,０００万円。前

年度比較６００万円の増。 

２目一般被保険者療養費１３０万円。 

３目審査支払手数料１２０万５,０００円。 

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費４,７００万円。前年度比較９００万円

の増。 

２目一般被保険者高額介護合算療養費５０万円。 

１項の療養諸費及び２項の高額療養費につきましては、令和２年度の給付費の動向を考

慮して増額の計上となっております。 

３項移送費、１目一般被保険者移送費５万円。 

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金２９４万円。出産１件に対して４２万円を給付

するもので７件分を計上しております。 

２目審査支払手数料２,０００円。 

次のページに移りまして、５項葬祭諸費、１目葬祭費３６万円。葬祭１件に対しまして、

３万円を給付するもので、１２件分を計上しております。 

６項傷病手当諸費、１目傷病手当金８４万円。傷病手当は、給与等の支払いを受けてい

る方が、新型コロナウイルス感染症により労務に服することが出来なくなった場合などに

対象となるもので、令和２年度は補正予算により予算を持っておりますが、今のところ該

当者はおりません。 

３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分１

億６,２３９万３,０００円。 

２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分５,０２９万８,０

００円。 

３項１目ともに介護納付金分１,９７９万２,０００円。 

３款の国民健康保険事業費納付金は、財政運営の責任主体である北海道へ納める金額を

計上しております。納付金全体で５０８万円の増となっております。 

４款１項１目ともに共同事業拠出金１万円。 

５款１項ともに保健事業費、１目保健衛生普及費８７万５,０００円。 

ここでは、高齢者のインフルエンザ予防接種、肺炎球菌感染症予防接種に対する自己負

担軽減に要する経費を計上しております。 

次のページに移りまして、２項１目ともに特定健康診査等事業費６１７万３,０００円。 
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前年度比較３５万１,０００円の減。ここでは、被保険者の健康の保持増進のために実施

する特定健康診査等に要する経費を計上しておりますが、特定健康診査業務委託料につい

て、実績を考慮して減額しております。 

６款１項ともに公債費、１目利子１０万円。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金１００万円。 

２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金３８０万円。特別調整交付金に含まれる直営

診療施設分を計上しております。 

次に、歳入について説明させていただきます。 

３ページ、４ページをお開き願います。 

歳入、１款１項ともに保険税、１目一般被保険者保険税、本年度予算額１億６,５７０

万３,０００円。２目退職被保険者保険税１万２,０００円。保険税全体では、前年度との

比較で２５６万８,０００円の増となっております。前年度の賦課調定実績を参考に計上

しており、令和２年度賦課時点の対象世帯数は８６７世帯、被保険者数は１,５１７人と

なっております。 

２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国民健康保険災害臨時特例補助金２,０００円。 

３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金４億７,４２０万８,０００円。

前年度比較２,６８７万７,０００円の増。 

１節の普通交付金では、保険給付費の支出に充てる費用となっております。 

２節の特別交付金のうち保険者努力支援分等と、繰入金２号分につきましては、国民健

康保険事業納付金に充てることができる費用となっております。 

４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１,０００円。 

５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金６,０２９万９,０００円。前年度

比較１４３万円の減。 

１節の保険基盤安定繰入金から、次のページ３節の出産育児一時金繰入金までは、保険

者が制度として負担するルール分となります。 

４節の一般被保険者療養給付費繰入金は、保険税の負担を抑えるための繰入金で４８５

万６,０００円の減。 

５節その他一般会計繰入金は、事務費に充てる繰入金で３４０万６,０００円の増とな

っております。 

６款１項ともに繰越金、１目前年度繰越金１,０００円。 

７款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金１,０００円、２目加算金１,０００円。 

２項雑入、１目療養給付費等負担金２７万円。この療養給付費等負担金は、中学生まで

医療費を無料にしている町単独事業により、国の補助対象給付費が減額となる分を負担す

るものでございます。 

２目第三者行為徴収金１,０００円、３目雑入１,０００円を計上しております。 

次に、２ページ総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 
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１款総務費から７款諸支出金まで歳出合計、本年度予算額７億５０万円。前年度予算額

６億７,２８０万円。前年度との比較２,７７０万円の増。 

財源内訳は、国等支出金４億７,４２１万円、その他特定財源２億２,２０７万２,００

０円、一般財源４２１万８,０００円となっております。 

次に１ページ、歳入ですが、１款保険税から７款諸収入まで歳入合計、本年度予算額７

億５０万円、前年度予算額６億７,２８０万円、前年度との比較２,７７０万円の増となる

ものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

歳入について伺います。 

４ページの１款保険税１項保険税１目一般被保険者保険税の２節の滞納繰越分ですが、

ちょっと今まで気づかなかったので、計上の仕方ですが認識としてこの保険税については

医療給付費分と、介護納付金分と、後期高齢者支援分がセットになっていると理解をして

いますが、例えば、私が滞納者で滞納分を払ったとすれば、この３つの分がセットで払わ

なくちゃいけないと。 

そうするとこの計上の仕方ですが、例えば医療給付費分を４００万円払ったとすれば、

介護納付金というのは１０万円じゃなくて、多分パーセントからいくと５０万とか６０万

とか、それから後期高齢者支援分でいうと、パーセントで１００万とか１２０万とかって

いうような金額になるので、４００万をセットしたらその下が１０万１０万というのは、

本当は違うのではないかと感じたのですが、そこはこれでもってそのセット分の納付とし

ては正しいのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

今滞納繰越分にかかる説明の事項といいますか、内訳についての考え方についてご質問

いただきました。 

委員ご指摘のとおり、保険税につきましては、医療給付費分、介護納付金分、後期高齢

者支援分という形にそれぞれ区分されておりまして、それぞれ課税がされるという形にな

ります。 

現年度分の賦課時点につきましては、それぞれの計算がされて合算したものを保険税と

いう形になっておりますので、明確に色分けがついていると。 

それから、実際に納付、滞納されたものにつきましても、そこで収まるところが決まっ
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ていますので、どの項目が滞納されているかについては明確になってございます。 

ただ歳入のほうで予算計上させていただくにあたり、この滞納繰越金で入ってくるお金

は行き先が決まっているものではなくて、一般財源、国保の会計の中に収まる一般財源と

いう扱いになるものですから、歳入を見込むにあたっては、滞納分の色分けについてはそ

れほど気にするところがないと。どの割合で入ってくるかというところの部分があります

ので、どちらかというとその医療給付分に代表させていただく形で、３つの項目の総額が

大体このぐらいになるというような目安で、歳入予算を計上させていただいているところ

です。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

予算の計上の中で、滞納繰越分を何万円計上するかは、それほど重要ではないと思うの

ですが、理屈としては現年度分と同じような比率でもってここにあることが実態かなと思

って質問しました。合計を足して４００万ぐらいという収納を見込んでいるという理解で

よろしいですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

そのとおりです。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

３ページの一般会計繰入金についてお伺いします。 

１,７４０万というのは、保険税を下げるための分の町の援助というか繰入金なのか、

８割減額とか５割減額とか２割減額とか減額率わかりませんけれども、その下がった分の

町からの繰入れなのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

先ほどの説明と重複することがあって申し訳ありませんが、今、ご質問にありました、

一般会計繰入金について、詳細に説明させていただきたいと思います。 

ご指摘にあります、４ページの１,７４０万保険基盤安定繰入金保険税軽減分について

数字的にお尋ねになられたのですが、この金額は保険税が課税され、その所得により７割

減免５割減免２割減免という減免制度を適用される方がいらっしゃいます。 
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その減免した分の額をそっくり国保会計に入れるために、国、道、町が分担して負担す

るという仕組みのルール分になります。 

お話の中で出てきました、町が保険税を軽減するための措置という部分では、次のペー

ジ６ページの４節になります。 

一般被保険者療養給付費繰入分２,０５３万９,０００円。 

こちらのほうが、町が単独で保険税の税額そのものを低くするために、一般会計から繰

入れて税額の調整を図る金額になります。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

これより、総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

この国保会計の子どもの均等割については、以前いろいろ長時間にわたって調査、計算

していただいて、大変貴重な資料をいただきました。 

他の社会保険にない子どもの均等割ですが、これについて廃止するということがだんだ

ん叫ばれてきておりますが、その点についてお伺いいたします。 

それと、町独自で減免または軽減の考えはないか伺います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

以前から、均等割に関して子どもの分も同じようにカウントされるのはどうかというよ

うなご質疑をいただいているところでございます。 

この件につきましては、先の議会等でも回答している部分があるかと思いますが、国保

連合会などから国への要望事項などにも、項目として謳われて要望がされているという状

況にあります。 

それらを受けてということになると思うのですが、国のほうでも保険税に対する考え方

の見直しが進められておりまして、私どもも新聞等の情報でしかわかりませんが、令和４

年度から子どもの均等割の保険料、これについて、子どもの分が５割軽減というような制

度の考え方を、今打ち出してきているという状況にあると承知しております。 

今、国のほうの制度改正が、このように見直されてきている経過の段階でございますの
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で、これらの制度の話の進み具合それを注視しながら、まずは国の制度の通りといいます

か乗って、制度運営を図っていきたいと考えているとこでございます。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民委員 

今の答弁を聞きしまして、大きく進んでいるなというふうにお聞きしました。 

引き続き５割軽減は他の社会保険にないことなので、引き続き町村会を通じて強力に求

めていっていただきたいと考えていますがいかがですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

ただいま説明をさせていただきましたが、道のほうからも、国に対して要望されており

ますので、その動きを私どもも注視していきたいなというふうに思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに総括質疑はありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

総括質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了します。 

これより、議案第２１号令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算

についての件を採決いたします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

これをもって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第４ 議案第２２号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算についての件の

審査を行います。 
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事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

林住民課長。 

○林住民課長 

令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について説明させていただきます。 

内容につきましては事項別明細書で説明させていただきますので、後期高齢者医療特別

会計の５ページ、６ページ歳出をお開き願います。 

歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費本年度予算額６０万円、前年度と

の比較は５万９,０００円の減。ここでは、事務に要する経費について計上しております。 

２項１目ともに徴収費４万円。 

２款１項１目ともに、後期高齢者医療広域連合納付金９,７９５万円、前年度比較２７

５万９,０００円の増。ここでは、後期高齢者医療制度の運営主体である広域連合への納

付金を計上しており、事務費の負担金として３２０万円、保険料と町が負担する保険基盤

安定制度の負担金として９,４７５万円を見込んでおります。 

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１１万円。 

４款１項１目ともに予備費３０万円を計上しております。 

次に歳入について説明させていただきます。 

前のページ、３ページ４ページをお開き願います。 

歳入、１款１項１目ともに、後期高齢者医療保険料、本年度予算額６,９４５万円、前

年度との比較は３０９万円の増となっております。ここでは、後期高齢者医療保険制度に

加入している方の保険料を計上しており、対象人数は１,１００人を見込んでおります。 

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金２,９４３万円。前年度比較３９

万円の減。事務費分として４１３万円、保険基盤安定繰入金として保険料の軽減分２,５

３０万円を一般会計より繰入れるものでございます。 

３款１項１目ともに、繰越金１,０００円。 

４款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金１,０００円、２目過料１,０００円。 

２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１０万円、２目還付加算金１万円。 

３項１目ともに雑入７,０００円を計上しております。 

次に、２ページ総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 

１款総務費から４款予備費まで、歳出合計、本年度予算額９,９００万円、前年度予算

額９,６３０万円、前年度との比較２７０万円の増。財源内訳は、その他特定財源９,８７

０万６,０００円、一般財源３０万円となっております。 

次に、１ページ歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料から、４款諸収入まで歳入合計、

本年度予算額９,９００万円、前年度予算額９,６３０万円、前年度との比較２７０万円の

増となるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

４ページの滞納繰越分で１万円調定されていますが、実際の滞納額はどれぐらいあるの

か聞きたいのと、このようなものは短期証につながっていく滞納なのか、それをお伺いし

たいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

滞納繰越分でございます。 

予算は、以前からの滞納繰越分であれば３月いっぱい、現年に関しては５月いっぱいの

納税期間を経て、その後滞納されたものについて滞納という扱いになりますが、今の見込

みで滞納繰越額が出るであろうということで、予算計上させていただいたという状況にあ

ります。 

令和元年度の決算状況からいきますと、決算額で未納になりましたのは、２件８４万５,

０００円。ただ、これにつきましては、令和２年度中にほぼ解消されておりまして、現在

は１０万円を切る額が滞納額として残っている状況にございます。 

滞納が続いた場合の取扱いでございますが、基本的には通常督促、それから催告、電話

等のやりとりなどを経てということになりますけども、一定期間継続している状況にあれ

ば短期証が発行されて、その発行の都度個人との面会折衝をさせていただきながら、納税

につなげていくというような対応をとらせていただいているところです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

それでお聞きしたかったのは、非常に収納率がいいとお聞きしましたので、そのように

はならないと思っていますが、この件については短期証になるようなケースではないと理

解してよろしいですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

林住民課長。 

○林住民課長 

現在、高額ではありませんが、納税に関して猶予を持ちながら折衝を続けている方がい

らっしゃいますので、短期証の対応させている方については１件ございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

これより、総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

後期高齢者医療のことは、以前、国保全体でやっていたので、私としては、この保険制

度はやっぱり底辺広くして大勢で負担して、保険事故があった場合はそこから負担するこ

とが１番いいと思います。 

あえて国保会計から支援金を出す、健保組合からも出すということになってくると、

段々とある会計からは後期高齢者医療分が高くなってきて、負担出来ないような話が出て

くると、安定的にそれこそ後期高齢者医療制度へ持ってくのが難しくなっていくと思いま

す。 

全体的に分離するのではなくて、以前のよう老人保健制度が良かったと私は考えますが

いかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

これから、団塊の世代も含めて、後期高齢者となられる世代が増加してくるという傾向

が今しばらく続くのかなというふうに思っておりまして、そういう意味でも、後期高齢者

の医療を安定的に行うための事業でありますので、私はこのまま安全に進むことが、高齢

者の医療の安心安全の確保につながるものというふうな認識でおります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより討論に入ります。 

はじめに、反対討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

志民委員。 
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○志民和義委員 

ただいま提案されております、令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算案に反対

の討論を行います。 

この制度は発足当時から高齢者を区別することになると批判が多く、かつての老人保健

制度でよかったという声を聞いております。 

よって本予算案に反対をいたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

次に、賛成討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

ただいま議題となっております議案第２２号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計

予算について、賛成の立場で討論させていただきます。 

後期高齢者医療制度につきましては、急速に少子高齢化が進む中で、国民の医療費が増

加する状況にあり、特に増え続ける老人医療費を安定的に賄うための医療制度として、高

齢者の皆さんが安心して医療を受けられるよう構築されたものです。 

北海道では、道内の全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が、この制度の

運営主体を担っており、１３年を経過し、安定した事業運営が行われています。 

後期高齢者医療特別会計における町の事務としては、保険料の徴収、対象者の加入・脱

会の届出、保険証の引渡しなど、被保険者の身近な窓口業務を遂行しているところです。   

本会計においては、事業円滑に進めるための適正な予算編成がされているところであり

ますので、本予算案に賛成いたします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

次に、反対討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

反対討論なしと認めます。 

次に、賛成討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了します。 

これより、議案第２２号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算についての件を

起立により採決します。 
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本案に賛成の諸君の起立を求めます。 

      （賛成者起立） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご着席願います。 

起立９人。 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時５５分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を続けます。 

日程第５ 議案第２３号令和３年度大樹町介護保険特別会計予算についての件の審査を

行います。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

それでは、予算の内容につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、介護保険特

別会計事項別明細書の７ページ８ページをお開き願います。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１,６８１万３,０００円、前年比１６１

万８,０００円の増でございます。ここでは、介護保険事業を担当する２名分の人件費、

事務経費を計上してございます。 

２項賦課徴収費、１目賦課徴収費３１万８,０００円、前年比１万４,０００円の減。賦

課徴収にかかる郵便料などの経費を計上してございます。 

９ページ１０ページをお開き願います。 

３項介護認定審査会費、１目介護認定審査費１９２万４,０００円、前年比６万７,００

０円の増。 

２目介護認定審査会費４８７万８,０００円、前年比６６万９,０００円の増。南十勝４

町村で共同設置しております審査会の負担金の増によるものでございます。 

３目認定調査費２２６万４,０００円、前年比５万８,０００円の増。認定調査にかかる

経費を計上してございます。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費２億３,０７

９万２,０００円、前年比７７９万４,０００円の増。 

２目居宅介護サービス計画費３,０４８万９,０００円、前年比１１４万３,０００円の
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減。 

３目施設サービス給付費２億９,４００万円、前年比６９７万５,０００円の増。 

４目福祉用具購入費７０万２,０００円、前年比７万６,０００円の減。 

５目住宅改修費３１０万円、前年比１０万円の増。 

６目特定入所者介護サービス費３,５５２万７,０００円、前年比２４７万３,０００円

の減。 

７目審査支払手数料５９万円、前年比２万３,０００円の増。 

２項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費１,５００万円、前年比２００万円

の増。 

２目高額医療合算介護サービス事業費２８０万円、前年比２０万円の減。 

１１ページ１２ページをお開きください。 

３款地域支援事業費、１項介護予防日常生活支援総合事業費、１目介護予防生活支援サ

ービス事業費１,８８８万円、前年比７７万９,０００円の増。 

２目一般介護予防事業費９６９万１,０００円、前年比３３５万１,０００円の減。１２

節委託料では、社会福祉協議会に委託しております一般介護予防事業、ふまねっとクラブ

や音楽体操教室などの介護予防普及事業、啓発事業や地域介護予防活動支援事業に係る経

費などについて計上しております。 

減額の主な要因は、介護予防教室への参加者送迎業務委託料、臨時職員賃金、介護予防

ボランティアポイント報償費の減などによるものでございます。 

２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業費５,２３３万４,０００円、前年

比８６２万８,０００円の増。地域包括支援センターを担当する職員の人件費、事務経費

を計上しております。１２ページの下段の１２節委託料では、ここでも社会福祉協議会に

委託しております生活支援体制整備事業における、生活支援コーディネーターの人件費及

び活動に要する経費を計上しておりますが、新年度社会福祉協議会において生活支援体制

整備事業の充実させていくため、コーディネーター１名を増員するということで、その人

件費が増額となっております。 

１３ページ１４ページをお開き願います。 

２目任意事業４８４万３,０００円、前年比７４万５,０００円の増。委託料として配食

サービスに係る経費、地域支援事業費では介護職員初任者研修に要する経費、除雪サービ

スに要する経費、貸出用福祉車両の維持管理経費などを計上してございます。増額の主な

要因としましては、地域支援事業委託業務における介護用品支給事業や除雪サービス用除

雪機の修繕の増によるものでございます。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金９,０００円、前年

比１,０００円の増。 

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金、前年同

額の１４万６,０００円。 
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次に歳入についてご説明いたしますので、３ページ４ページをお開き願います。 

歳入、１款介護保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、本年度予算額

１億２,４２４万円、前年比３９５万２,０００円の減。 

対象者につきましては、１,９８９名を見込んでおります。前年は１,９８３名で６名の

増となってございます。 

２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金１億５１１万１,０００円、

前年比２２９万４,０００円の増。 

２項国庫補助金、１目調整交付金４,５１７万８,０００円、前年比３６５万７,０００

円の増。 

２目地域支援事業交付金１,７５７万７,０００円、前年比３７１万５,０００円の増。 

３目介護保険事業費補助金４０万円、前年比２０万円の増。 

４目地域支援事業調整交付金１８０万６,０００円、前年比３０万８,０００円の増。 

３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金９,４１１万３,０００円、前年比

１９２万９,０００円の増。 

２項道補助金、１目地域支援事業交付金９４０万１,０００円、前年比１９２万９,００

０円の増。 

４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金１億６,５５１万円、

前年比３５１万円の増。 

２目地域支援事業支援交付金６６１万８,０００円、前年比７７万４,０００円の増。 

５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金９,０００円、前年比１,０００

円の増。 

５ページ６ページをお開き願います。 

６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億４,６３０万８,０００円、前

年比２４９万４,０００円の増。 

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金７６２万５,０００円、前年比５４７

万７,０００円の増。 

７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、前年同額の１,０００

円。 

２目第１号被保険者過料前年同額の１,０００円。 

２項雑入、１目第三者納付金、前年同額の１,０００円。 

２目返納金、前年同額の１,０００円。 

３目雑入１１９万９,０００円、前年比１３万６,０００円の減。 

８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、前年同額の１,０００円。 

次に総括で説明させていただきますので２ページをお開き願います。 

歳出、１款総務費から５款諸支出金まで、歳出合計本年度予算額７億２,５１０万円、

前年度予算額７億２９０万円、前年比２,２２０万円の増。 
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財源内訳は、国道支出金２億７,３５８万６,０００円、その他３億２,７２６万８,００

０円、一般財源が１億２,４２４万６,０００円でございます。 

１ページをご覧いただきたいと思います。 

歳入、１款介護保険料から８款繰越金まで、歳入合計本年度予算額７億２,５１０万円、

前年度予算額７億２９０万円、比較としまして２,２２０万円の増となるものでございま

す。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

１２ページの委託料、地域支援事業、委託業務費ですが、ここで生活支援コーディネー

ターを１名から２名に増やすとなっていますが、具体的な業務を教えていただきたいと思

います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

生活支援コーディネーターとは、地域支え合い推進員ということで、地域と社会資源等

をマッチングしていき、担い手の創出とか要請をするとか活動をする場を確保する。 

あと、利用者と具体的なサービスについて、マッチングをしていくということになって

おります。 

今回、１名増ということで、今までマッチングしているとか、サービスの一般介護予防

であるとか、そういうマッチングについて、これから社会福祉協議会の方で拡充、充実を

させていきたいということがございまして、そこに新たに１人コーディネーターの配置を

予定したいということで予算計上をさせていただいたところでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

地域の中の担い手や、地域の中の利用者の方との調整役ということになれば、社会資源

っていうのは、何となく感じとしてはボランティアさんとか、在野の福祉の担い手を掘り

起こそうというような、そのようなイメージですが、例えば利用者さんとの関係でいけば、

ケアマネジャーとかがそのような業務を従前は担ってきたんでないかなと思っていますが、

その辺の役割分担みたいのはいかがでしょうか。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

ケアマネジャーについては、要支援とか要介護者の部分を担っていただき、それ以外の

要支援にもならないような方については、生活支援コーディネーターが業務を担っていた

だくということで、今回新たに充実をさせていきたいということで増員を予定していると

ころでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

わかりました。介護保険の担当の以前の部分ということは、例えば介護予防のもう少し

前の部分での、フレイルとか介護にならないための教室とかを、保健師とか関係の福祉施

設との調整なども業務に含まれると考えてよろしいでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

委員おっしゃるように予防の段階から、地域のそういう高齢者等々、フレイルも含めて

予防に努めるということもありますし、またケアマネジャーとかそういう部分との連携も

図りながら事業を進めていきたいという内容でございます。 

○西田輝樹委員 

このコーディネーターは、資格的には社会福祉士の方とか、介護士の方とかそのような

具体的な資格の要る仕事ですか。コーディネーターだから資格は必要なく、社会福祉や介

護について全体に造詣の深い方が就任予定ということでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

コーディネーターについては特に資格を有するものではありませんが、今回予定されて

いる方については、ある程度保健業務とかそのような部分の資格を有している方を考えて

いるということでございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

１４ページの３款地域支援事業、２項の包括的支援事業任意事業、２目の任意事業の１
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２節委託料、配食サービス事業の委託業務についてです。 

１２２万６,０００円が計上されていますが、どことどこに委託契約されているのか。

それから１食当たりの単価の問題、高齢者ですから、希望や何かによって、大体概略は

あるけれども、内容によってこの幅がセッティングされているのか、委託業者が弁当を

作って運ぶのか、どこかで作って配送だけするのか、その辺を聞かせていただきたい。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

委託の業者でございますが、コープさっぽろに委託をしております。 

お弁当の金額については、１食６７２円そのうち半分を町が助成するという内容でござ

います。 

対象となる方につきましては町内に住所を有する方で、生活保護法による被保被保護世

帯及び市町村民税が非課税世帯で、おおむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者や、高齢

者のみの世帯、心身障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳を所持者が要件となってござい

ます。 

またお弁当については、コープさっぽろで作ったものを、コープさっぽろの方が宅配を

しております。 

その際に安否確認を行っており、例えばそのお弁当配達するときにいないとか、体調が

悪いということであれば、保健福祉課のほうに連絡がくるような体制をとっております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

よく理解が出来ました。 

それで先ほど言った、高齢者ですからこの幅分かりますがですが、例えば好みって言い

ませんけども、やわらかいものとか、このようなものといった希望を受入れてもらえる範

囲があるのか、画一的に、大体この範囲だったらどこの対象者にも同じものが届くのかそ

こだけちょっと教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

基本的には、皆さん同じようなお弁当という形になります。 

ただ特別食というか、それとはちょっと違うものであれば、実費負担というような形に

なるということになっております。 

以上でございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

４ページの介護保険料です。 

対象者が６名増えたということですが、実際的には予定金額が４００万近く減になって

いますが、なぜこのようになるのか根拠を説明していただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

先ほど介護対象者が６名増えると説明しましたが、介護保険料は減るということでござ

います。 

それについては、介護保険料は１段階から９段階までありまして、今回積算した中で１

段階から３段階の低所得者の部分のニーズが増え、その上の基準額よりも上の方、６段階

から９段階の方の人数が減ったため前年よりも減額になっております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

１２ページの委託料の地域支援事業委託業務の中で、社協に委託されている部分含めて、

ポイント制のようにしてボランティアや参加者の方に、うまく参加を促している制度だな

と思っております。 

昔は地域通貨ですとかエコマネーとかいろんなもので、福祉を動かしていこうとしたと

きもありましたが、何かこの制度はぴったりだなと思っております。 

このポイントの事業を行う上で、事業費なり補助の対象になったりしているのかお伺い

したいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

補助の対象になっている事業でございまして、一般介護予防事業の中の部分で、今回、

介護予防のポイントについては、お金が含まれているということになります。 

介護予防生活支援サービス事業費の中の委託料の項目の中に含まれております。 

今回、社協で見込んでいる数字が７７万円ほどを見込んでおります。 

以上でございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

これより、総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

この場で言うのは何かなとちょっと思って発言しますが、先ほどお話したように、町長、

大変活動を促進するいい制度だなと思っております。 

ちょっと科目違うので答えられないと言えばそれまでの話ですけれども、らいふでやっ

ている健診業務とか、前に教育委員会には１００日運動のような運動を促す制度とがあり

まして、もう少し全体に拡大していい制度でないかなと思っていますがいかがお考えでし

ょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

委員の先般の一般質問でその議論がなされておりまして、私が答える立場ではなかった

ので議論の推移を見守っておりましたが、１００日運動というのは、当時はそれぞれの年

代も含めて、スポーツを慣れ親しむという観点から行われた運動でありましたが、今、高

齢者特に介護予防の関係では、高齢者の皆さんがいかに健康で長く生活をしていただける

かという環境をつくっていくために、昔はスポーツに親しむっていう目的でしたけれども、

これからは高齢者の方々が健康を維持していくための方策として、そういうシステムは介

護予防と、あとは地域支援の中でうまく使っていける、役立つのではないかなという思い

で、実は先般の一般質問を聞いておりましたので、今回この予算をお認めいただければ、

第８期の計画が進められてまいりますし、令和７年には団塊の世代が７５歳に到達すると

いうことも想定されておりますので、今後、高齢者の方々が安心して暮らせるように、こ

の地域支援事業委託業務をさらに有効に活用していかなければならないと思っております。 

そういう意味で、生活支援コーディネーターも今年予算お認めいただければ、１名増員

の体制で、さらに事業も強化していきたいと思っておりますので、どういう形で取り組め

るかは、これから社協やコーディネーターと協議をしていかなければならないと思います

が、高齢者の健康を維持するための手段として、ポイント制度の中にそういう考え方も入

れてくっていうのは方策ではあるなと、有効にうまく使っていけばいい方法になるという

思いを持っております。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

保険給付費の住宅改修費について、制度の考え方を伺いたいと思います。 

現行の制度では、この住宅改修費については上限が２０万円に決められていると思いま

す。 

ただ、例えば材料費とか工事費の値上がり等で、近年、２０万円で間に合わないような

状況が発生していないかどうか。もし、これが高額な手すりとか何か取付けたのではなく

て、一般的な階段とか手すりの取付けを含めて２０万円を超えるような状況があれば、こ

の２０万円を若干上げる改正をする考えが内部議論としてあるのかないのか伺いたいと思

います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

住宅改修の２０万円というのは、国のほうで決められた金額でございます。 

近年２０万円を超える改修があったかどうかについては、今まで行われた中では、全て

２０万以内で終わっている工事でございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

ということは、今、この地域でやっている住宅改修は、ほぼ国の基準内で収まっている

から、特に基準の改正を求めるという考えは当面はないという理解でよろしいですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

井上保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長 

国の基準なので、町がどうこういうことではないと思っておりますが、今までに２０万

円で足りないというようなお話は聞いたことありませんので、引き続き国の範囲内で進め

ていくものと思っております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 
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これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了します。 

これより、議案第２３号令和３年度大樹町介護保険特別会計予算についての件を採決し

ます。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

      （異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第６ 議案第２４号令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についての件

の審査を行います。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

明日見特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービス所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービス所長 

令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についてご説明いたします。 

内容につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、７ページ８ページの歳出をお

開きください。 

歳出、１款１項ともに居宅介護サービス事業費、１目通所介護費、本年度予算額６,９

０７万６,０００円、前年度比３２４万８,０００円の減です。ここでは、老人デイサービ

スセンターの管理運営経費を計上しております。減額の主な理由は、職員１名の育児休業

による人件費の減です。 

次に９ページ１０ページ下段から１６ページまでです。 

２款１項ともに、介護老人福祉施設事業費、１目介護老人福祉施設費、本年度予算額３

億３,５８２万４,０００円、前年度比２,９５５万２,０００円の減です。ここでは、特別

養護老人ホームの管理運営経費を計上しております。減額の主な理由は、今年度工事請負

費がないことから、前年度比較で２,８３１万円の減となっていることによります。 

次に歳入についてご説明いたしますので、３ページ４ページの歳入をお開きください。 

歳入、１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス事業収入、本年

度予算額２,３７４万２,０００円。 

次に、２目介護老人福祉施設事業収入１億６,７４２万９,０００円。 
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続きまして、１項介護予防日常生活支援総合事業費収入、１目通所型サービス事業費収

入１,０３７万円。 

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目居宅介護サービス事業負担金３８４万９,０

００円。 

２目介護老人福祉施設事業負担金４,２８３万６,０００円。 

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億５,３３６万２,０００円。 

４款１項１目ともに繰越金１,０００円。 

５款諸収入、１項受託事業収入、１目介護サービス事業収入５万５,０００円。 

次のページをお開きください。 

２項１目ともに雑入３２５万６,０００円。 

次に、２ページの総括の歳出をお開きください。 

１款居宅介護サービス事業費、２款介護老人福祉施設事業費、歳出合計本年度予算額４

億４９０万円、前年度予算額４億３,７７０万円、比較３,２８０万円の減となります。 

戻りまして、１ページ歳入をご覧ください。 

１款サービス収入から５款諸収入まで。 

歳入合計、本年度予算額４億４９０万円。 

前年度予算額、４億３,７７０万円。 

比較３,２８０万円の減となるものです。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより、歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

８ページ通所介護費、１０節需用費について伺います。 

ここの賄い材料費については、令和２年度は２２万円でしたが、今年度は約半分の１２

万円になっているので、これは人数の減を想定してるいのか。それから１２ページに、施

設関係の賄い材料費がありますが、２２８６万円ぐらい。 

これとの区分がきちんとされていて、こっちはこの辺でというようなことなのか、合わ

せた計算なのか、完璧に施設の分については材料の購入から全部きちんと分かれて、こっ

ちの１２万円というのは、通所の方の全く別物ということだとすれば、なぜ安くなるのか

お聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

賄い材料費ですが、老人ホームの２,２８５万８,０００円ですが、老人ホーム入居者と
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デイサービスの利用者の食事というのは、一括して老人ホームで作っています。 

そして、賄い材料費は全部食費として計上しており、自己負担はそれぞれ定められた金

額をいただいています。デイサービスの会計では食事を作りませんので、負担金は特養の

会計にいただいています。 

デイサービスの賄い材料費について、去年まではおやつを提供していたので、そのおや

つ分を負担金から差し引いてデイの歳入に入れていましたが、デイサービスの利用者は、

皆さん同じおやつを食べることが難しく、糖尿病などの持病がある方はおやつを食べるこ

とができないため、おやつの提供をやめて今はお茶だけを購入して賄い材料費で提供する

ことにしています。 

特養のほうでも、賄い材料費の中でお茶を買って事業者さんに提供していることから、

そのような分け方になっているものです。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

一括で作って、デイサービスの人には食べた分の本人負担分は収入でいただくとして、

１０万円ぐらい減ったのは、デイサービスに通う人については、いろいろ諸般の事情があ

っておやつをやめた分が賄い材料費が減額になった、人数的な減ではないという理解でよ

ろしいですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

そのとおりでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

利用者の滞納繰越金はないので、滞納はないというふうな理解でよろしいんですね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

滞納繰越は現在ございません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

一般会計からの繰入が１億５,３００万くらい入っていますが、収入は国の基準でお金

をいただくので、支出は給与費とか賄い費とか何か原因があって年々再々一般会計からお

金が入ってきていると思うのですが、その原因はいろいろあると思いますが、例えば人員

配置を厚くしているとか、食べるものをおいしくしているとか、通常ほかの特養ではやっ

ていないことをうちではやっているので、赤字の分と言っていいのか一般会計からの繰入

が多くなっているという、理由を教えていただければと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

一般会計の繰入ですが、特養とデイサービスが事業所は別ですので、分けて答えさせて

いただきたいと思います。 

特養の一般会計繰入金ですが、大型の工事などが予算計上されますと増えるようになっ

ておりまして、過去５年間の推移を見てみましたが、過去５年前から２億を超えている状

況にあります。 

特養の歳入の構成は介護事業による収入が６４％で、残り３４％が一般会計繰入金とな

っています。そのうち歳入については、７０％から７７％が人件費になっています。 

いろいろ人件費が値上がりしたり、委託料、物価の値上げなどで総額が年々増えていく

ようになってはいますが、大型の工事が生じると２,０００万３,０００万分一般会計が増

えるということになっておりまして、その年によって差が出ている状況はあります。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

病院とか特養の会計で、興味があるというか自分も福祉のほうにも長くいたので、今ま

でも予算書、決算書を見てきましたが、今までの感じとしては特養分が１億円のデイ分が

４,０００万円ぐらいのところから、だんだん増えてきたと思っていました。 

例えば今この５０人の定数だったら、看護師が国の基準では１８名だけども例えば２０

名配置しているとか、そのような部分の超過負担的なことは考えられないですか。例えば

所長はどの施設でも１名おりますが、うちは例えば生活相談員とか、何々係長とか、その

ような職員を十二分に配置して相談業務にあたっているとか、介護士が１８名だけれども

２０名配置していますとか、そのような施設運営というのはないのでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

特養の職員の人員基準ですが、制度上で決まっていますのが、介護職員が入居者さんに
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対して１なので、介護員としては２０名の基準となっているところ、現在は常勤換算で、

２２から２３名配置となっております。 

看護師も２名ですが、看取り対応とか夜間の対応なども含めて３人体制が必要ですので、

シフトを組んで必要ということで３名配置になっているので、基準より人員は多いかと考

えております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

わかりました。２名か３名かによって、例えば人件費が６００万の看護師さんが１名増

えると、共済費なども含めてそれぐらいの数字の影響があるのではないかなと思いました。 

原因の１つは人件費というか、厚い人員配置にあるのではと思います。それがいいとか

悪いとか言っているわけではなくて。あと、この５年間の部分でボイラーやエアコンの工

事のことも承知しておりますが、そのあとの今の１億に対して例えば３,０００万として

も、７,０００万ぐらいの工事費ではないような気がします。 

もう少しどこかに原因があるのではないかと思っていますが、そこら辺は感じるところ

はありませんか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

委員のおっしゃるとおり工事費は過去５年の件にしても、全予算の１０％多くて１２％

程度を構成しております。 

過去５年の工事費を除いた分の歳出の構成割合は、人件費が７７％占めており、これは

やっぱり巷では多いという数字ではと言われていると思います。 

工事費について多いときで４,０００万近いお金が出ていますので、それでもやっぱり

１０％程度とはなっております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

これより、総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

船戸委員。 
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○船戸健二委員 

介護職員のメンタルヘルスケア対策についてお聞きします。 

新型コロナウイルス対策により、肉体的にも精神的にも負担が増加し、他地域でのクラ

スターの発生に危機感を持ち、プライベートにおいても自粛を続けている生活をしている

と思います。 

そのような長期的な緊張と持続的なストレスが蓄積されると、メンタルヘルスの不調に

つながります。 

日々の何気ないミスが多くなったり、重大な事故が発生したり、職員同士の関係悪化、

また、急な休職や離職により現場の負担が増加するということも懸念されます。 

可能であれば、介護職員や介護助手を増やし、現場の体制に幅を持たせていくことが負

担の軽減につながると思いますが、人員確保が難しいという現在の状況からも、体制、職

員定数を維持するために、今年度は特にメンタルヘルスケア対策が求められてくると思い

ますので、その点についてお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

明日見特別養護老人ホーム所長。 

○明日見特別養護老人ホーム所長 

メンタルヘルスの課題は、介護現場にとっては大変大きな課題と思っております。 

メンタルを崩して離職につながらないようにすることが大事だと思っております。 

現在のところは、１人で絶対悩みを抱え込まないという風通しのよい風土づくりに努め

ております。 

必要があれば個別相談に乗り、それを相談に乗るだけではなく解決に向けて会議をする

など、体制づくりを整えているところです。 

また人事評価制度がございますので、年に１回程度は私と面談が出来ますので、そのと

きにはしっかり時間をかけて話を聞くよう努めております。 

そして厚労省から通知が来ておりまして、令和３年度からハラスメント対策委員会とい

うことで、研修会を行うことなどが義務づけされることから、具体的な対策をとってまい

りたいと考えております。 

以上です。 

○齊藤予算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

現在、オンラインでの相談、厚労省の心のメンテなど体制は整ってきておりますが、や

はり１番近くの職員同士のケアサポート体制、面談やヒアリング等、メンタルヘルス体制

が重要だと考えます。 

メンタルヘルスの不調というのは、本人ではなかなか気づけない部分も多いと思います

ので、１番近くの職員同士での気づき、相談しやすい体制、先ほど町長がおっしゃられた
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ように努めていただきたいなと思います。 

終わります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに総括質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

町長も令和３年度から行革を、行革というのは人を減らしたり、予算減らすばかりじゃ

ないので、あえてここで発言させていただきますが、ぜひ十勝管内の同じような５０床の

町立の特養との経営比較とか、経営分析もプロの方か職員自らができることなのかはわか

りませんけども、うちの町はうちの町ですし、僕もだんだん特養にお世話になる時期に来

ておりますので、人が多くて優しい特養に入所したいと思っていますが、多分財政のこと

もこれから非常に厳しくなっていくと思いますので、ゼロベースで経営の部分の再点検を

していただきたいなと思います。 

たまたまの話ですけれども、同じ５０床の特養の方に、どうして大樹はこのようになっ

ていると思うと聞きましたら、３つほど理由を挙げていただきました。 

そのように必ず理由はあって、福祉のことですからどうしようもないものはどうしよう

もないと思っておりますが、全ての会計にゼロベースで取り組んでいただきたいと思って

いますが、町長いかがでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

特養に限らず全ての分野において、無理無駄をなくす事務の効率化を図っていくという

ことは必要でもありますし、特養は入所されている方の生活を維持していくという役割が

ありますので、まずは特養の役割、入所されている方の安心安全な入所生活を維持してい

くためのサービスをいかに提供していくかは、職員意を注いででやってくれていると思い

ます。 

また、消耗品等も３６５日昼夜を問わず入所されておりますので、かなりの部分で消耗

品等も使いますので、どういう製品を使っていくことがいいかというところも、日々、介

護に携わる職員はみんな、研究しその中から選択をしてくれていると思いますし、そうい

う中でも費用のことも含めて検討していきたいと思っております。 

先ほど同僚委員からも質問がありましたが、コロナ禍でもありクラスターを発生させな

いよう、非常に緊張感のある作業環境にあるかなと思っておりますので、今後も入所者の

安心安全を前提にしながら、もちろん経費の部分で、無駄な経費については節約していく

という思いは、私からも、また改めて職員に伝えなきゃならないと思ってますが、職員は

そういう高い意識を持って日々、取り組んでくれてると認識しております。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに総括質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了します。 

これより、議案第２４号、令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についての

件を採決いたします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き会議を続けます。 

日程第７ 議案第２５号令和３年度大樹町水道事業会計予算についての件の審査を行い

ます。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

それでは、令和３年度大樹町水道事業会計予算について説明させていただきますので、

内容については、特別会計水道事業の事項別明細書３ページ、４ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出の支出の部。 

１款水道事業費用、１項営業費用、１目、原水及び浄水費、本年度予算額、１億６０３
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万６，０００円。 

前年度より９，９２０万６，０００円の増。 

主な動員の増額の要因は、右のページ、４ページの中段、委託料で、上から８段目とな

りますけれども、上水道施設電気計装設備保守点検業務において、点検周期による点検箇

所が増えたことが主な要因でございます。 

５ページ、６ページをお開き願います。 

２目配水及び給水費１，７８２万７，０００円、前年度より４８８万４，０００円の増。 

主な増額要因は、右のページ、６ページ上段委託料の１番上になりますけれども、市街

地の排水管等漏水調査、それが３２０万円増額し、４１１万７，０００円になったことと、

水道施設台帳作成業務が昨年まで資本的予算で計上させていただいたんですが、この委託

業務において、工事による資産を生まないことから科目替えをしたことによる増額が、主

な要因でございます。 

３目総係費２，５１５万円前年より８５８万９，０００円の減。 

主な減額の要因は、右のページ６ページの中段、給料手当、法定福利費関係で、今年度

より、３人から２人になったことで経費を減らしたことが主な要因でございます。 

次のページ、７ページ８ページをお開き願います。 

７ページの下段に行きまして、４目減価償却費３億２，１３０万２，０００円、前年よ

り３０万２，０００円の増。 

５目資産減耗費１，８００万円，前年より２００万円の増。 

２項営業外費用１目支払い利息及び企業債取扱費１，８００万円、前年より２００万円

の減、次のページ、７、９ページ１０ページをお開き願います。 

２目、消費税費７３７万３，０００円，前年より５２８万５，０００円の増、前年より

工事請負費が下がったことが主な要因でございます。 

３目雑支出１０万円、増減はございません。 

３項１目ともに予備費２０万円、これも増減はございません。 

次に、１ページ、２ページにお戻り願います。 

収益的収入及び支出の収入の部、１款水道事業収益、１項営業収益、１目、水収益２億

７，５５６万４，０００円、前年より１，１５６万４，０００円の増。 

前年まで、収納の安全率を９５％としておりましたが、徴収の目標を上げて９８％の収

納率を目指すことで増額となってございます。 

３目手数料５０万５，０００円、増減はございません。 

３目負担金１，０１３万５，０００円，前年より１４１万２，０００円の減。 

４目その他営業収益２万円，増減はございません。 

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金８万円、増減はございません。 

２目一般会計補助金９，１６０万７，０００円，前年より、４２０万８，０００円の減。 

地方公営企業法繰出基準に定める計算過程の前々年度の資本費も下がり、一般会計の繰
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り出し基準の下がったことによる減でございます。 

３目長期前受金戻入６，９００万円，前年度より６００万円の減。 

これにつきましては当年度減価償却資産の取得するためにかかる補助金や負担金等の分

について、延べ収益に整理されるものでございます。 

４目雑収益２７万７，０００円、前年より２７万６，０００円の増。 

これにつきましては、道営事業の監督補助監督、委託金として、北海道より受けるもの

でございます。 

損益勘定留保資金６，６８０万円。 

次に、１３ページ１４ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出の支出の部、１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産取得

費、１億３，８９７万９７万２，０００円、前年度より５，５１７万８，０００円の減。 

ここでは、１４ページ破綻の負担金で、主に、農地整備事業負担金として、芽武配水地

から生花晩成方面への施設整備として、配水管及び送水管の整備に係る工事の負担金４，

０８０万円を負担金として計上してございます。 

次の工事請負費では、計画的な浄水場の設備更新工事を計上しており、住吉浄水場と坂

下浄水場前処理施設の設備更新工事を計上してございます。 

このほか、振別団地９号線と松山８号線に、配水管布設工事を計画してございますが、

この工事の箇所につきましては、議案の最後のページに位置図を添付してございますので、

後ほどお目通し、お願いいたします。 

１５ページ、１６ページをお開き願います。 

２目、消火栓整備費、８１４万円、前年より９９万円の増。 

ここでは、計画的な消火栓の更新工事として計上さしてございます。 

２項１目ともに配水管補償工事費８０万円、前年より４８０万円の減。 

ここでは、大樹公共下水道単独工事に伴う配水管移設工事を計上してございます。 

工事の箇所につきましては、議案の最後のページに位置図を添付してございますので、

後ほどお目通し願いたいと思います。 

３項１目ともに、量水器整備事業費、８８０万円。 

前年より４３０万円の減。 

これは検定満期メーター機の更新に係る経費でございますが、昨年の更新戸数３２９基

から今年は２０３基の更新と数量が減ることから、材料費と、工事費が減るものでござい

ます。 

４項１目ともに、企業債償還費９，９４０万円、前年より２３０万円の増。 

次に、１１ページ、１２ページにお戻り願います。 

資本的収入及び支出の収入の部、１款資本的収入、１項１目ともに工事補償金８０万円。 

前年より４８０万円の減、これにつきましては、先ほど支出のほうで説明させていただ

きました配水管移設工事の移設補償費でございます。 
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２項１目ともに、工事負担金８１４万円，前年より９９万円の増。 

これにつきましては、老朽消火栓の更新工事に係る一般会計からの負担金でございます。 

３項１目ともに、繰入金４，１５０万８，０００円，前年より１１万６，０００円の減。 

損益勘定留保資金２億５６６万４，０００円でございます。 

以上で説明を終わらさせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより、歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

ちょっとお聞きしたいんですが２ページの水道使用料ですが、これ家庭用とか全部金額

違うんですよね。 

それぞれの金額件数を教えていただきたい。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１１分 

再開 午後 １時１２分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き会議を続けます。 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

家事用の小口の単価ですけれども、１，３３４円で件数が６，３７０件。 

水量につきましては１万４，５００立米。 

家事用は、単価が１，９０５円で、超過料金が２４８円。 

件数が２万１，６５８件。 

水量が１６万６，０００立米。 

業務用が単価が４，９５３円で、超過料金が２４８円で、件数が３，５２８件。 

水量が３万５，０００立米。営業用の基本単価が３，５２４円で、超過料金が１５３円， 

件数が３，５２８件，水量が６万１，０００立米。 

工業用が、単価が２万４，７６２立米、件数が２０件で、水量が８万その他は超過料金

だけですけども、４７７円の単価で、ございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西山委員。 
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○西山弘志委員 

ちょっと割りすると工業用の値段出した根拠というのかな、今までやってきたからこの

値段だから今もこの値段の延長線なのかちょっとお聞きします。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

単価の件につきましては条例で定められておりますので、それでまだ料金改定まで至っ

ておりませんので、この単価で継続させていただいております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

ページ６の３目総係費の給料ですが、２年度は３名分で計算して、３年度は２名分でっ

ていう説明で４００万ぐらい減額になるという計算だったんですが、２年度の資料は３名

分じゃなくて２名分で１，０７０万３，０００円で、３年度は２名分で６６４万５，００

０円と。 

だから３名分から２名分にいや２名分から２名分しか言ってないんだけど、４００万ぐ

らい減額なってるはずなんですけど、間違ってますか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１７分 

再開 午後 １時１８分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き会議を続けます。 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

職員の給料の昨年は２名分今年も２名分で申し訳ありません，説明が間違えておりまし

て、課長職の人が一般職になったので、給与が全体的に下がったということでございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

同じ人数で、課長職から、一般職になったら、こんなに４００万も給料下がるんですか。 

そこちょっと、なぜそんなになるのか教えてください。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２０分 

再開 午後 １時２３分 

 

○齊藤予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き会議を続けます。 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

今、昨年の事項別明細書を確認いたしました。 

そうしましたら、やはり課長職と、係員２人で３名で、予算は計上してあったんですが、

予算書の事項別明細書の人数に記載の誤りがありまして、３名のところ２名というふうに

記載してございました。 

申し訳ございません。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

これね、この括弧中これこっちの去年の事項別明細が、３でなければならんかったとで

しょ。説明も２聞いたんだよね。 

説明途中に言ったんだけど、３つったらおかしいんじゃないかって言ったら、２名で１,

０００何十万だったら今年も年度当初が２名で６００何万だから、なぜこんなに差が出る

のよって言ったら課長職だとか何とかって言うけどさ。 

そしたら、これは去年の者、今年は２名分で６００何ぼだから、１人平均単純にあると

３００何十万ですよね。 

去年は一般職にプラス、課長職で１,０７０何万と、そしたらそれ、何と何と足したら

１,０００なんぼになるの。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

昨年の予算ベースでは、課長職が４８５万６４００円。 

係職で３８４万６,０００円。 

管理職で２０６万４００円。 

合計で１,０７６万３,０００円です。 

ですので今年の予算の６６４万を差引きますと、差額が４１１万８,０００円でござい

ます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

ということは、今年の２名っていうのは大体同じメンバーだとすれば、僕が言った６６

０何万は割る２じゃなくて、年齢か何か問題でこの３００万ぐらいと、４００万とかそう

いう構成だということですね。 

去年説明のときに３て訂正してましたか。 

多分訂正してないから、だからそのまま含みしたんですよ。 

だから、２名で１,０００なんぼでもね、そんなびっくりする数字じゃなかったかなと

思ったんですけども、今年いきなり下がったから何かってことだったんですけども、それ

ずっと通ってしまったからしょうがないんだけども、そこはね、重大なちょんぼであるよ

とだけ言っとく。 

自分の持ってる資料だけは３で、みんなに渡したやつが２って言ったらね、そうやって

言われてここで言われるんだったら、もう全部の給食センター慮の数字は、これ何名何名

だとか、わからなくなるわけよ。 

だからその辺はやっぱりきちんとしてもらうとこもあるんだと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般について質疑を終了します。 

これより総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

最近のゲリラ豪雨というわけではないんだけども、濁りがね、なかなか取れないってい

うことで、これも長い話なんですけど大分、もう２０年近く前に処理施設もつけたんです

けどもまた、なかなか川の流れの濁りもとれないんですけども、今後の対策っていうのは

考えているでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

川の濁りについてですけれども、平成２８年の３月災害以降、川の濁りというのが、山

の状況が変わったのか、非常に濁り濁度、きつくなったというふうに聞いております。 

現在の浄水場の施設の中では濁りはとれているように、毎日監視しているので大丈夫で
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すけれども、今後においては、その施設の改修なんかも含めまして、検討段階に入るかも

しれませんけれども、現状では、坂下系住吉系において、濁りも色度もきれいに基準内に

とれているので問題ないというふうに認識しております。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに総括質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

工事請負費の関係ですが、水道事業で所管している配水管給水管の更新工事なんですが、

駄目と早い時期に、幹線排水路を含めて、計画的に改修工事をしていくという話であった

んですが、ここに１４ページの工事請負費にないということですから、３年度は幹線配水

管の改修工事はしないということだと思うんですが、これは今後、４年度以降を計画的に

実施をするという考え方でいいのかどうかちょっと町長に伺います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

１４ページの工事請負費につきましては、老朽管に伴う建設工事のほうは入ってござい

ません。 

１２月の一般質問だったかと思いますが、３１キロの重点排水管というのを、更新して

からなければいけないというふうに、計画はあるんですけれども、配水管、それから施設

のほうもあわせて、現在、どうしていこうかということで、施設と配水管の更新計画とい

うものを今後考えていくように、現在、資料作成中でございますので、それが議会のほう

にお示しできるような段階になれば、お示ししたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

それは早い時期ってことですから、３年度はここに入ってないので、幹線３１号につい

ては、３年度はしない。 

そうすると４年度以降でないと３０キロの幹線管路工事は、スタートはしないという理

解でいいんですよね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

水津建設水道課長。 

○水津建設水道課長 

令和４年度にやるかどうかというのも含めまして、施設と管路とどうしていくかという

ことを今後検討していきたいというふうに考えてございます。 
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○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

それ言われると、今後どうしていくかどうかって言われると困るんだけども、早い時期

にということを遅れれば遅れるほどそれがだんだん手詰まりになってくってことがあるん

で。 

はっきりですね、４年度からこういう計画も出来ておりますって言わなくても、その４

年度以降手をかけてくという今だったら考えてくるったらまた考えて考えて考えてずっと

何年間も据置きみたいでなくて、それは一定の早い時期の後のほうに持ってはいかないっ

てことで言ったんだから。 

少なくとも３年度はないか４年度以降には、受けてく考えだってぐらい言ってもらわな

いと、またずるずるべったりなんじゃないかっていうその辺の決意のほど、どうなんです

か。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

先の一般質問でも、水道の管路がどういう状況にあって、更新が必要だっていうお話は

させていただいております。 

一方、水道会計自体をどういう形で、運営していこうかというところで、料金の改定も

実は来年度検討させていただきたいというふうに思っておりまして、ある意味、管路の更

新ってどういう計画を持ってやるかっていうところと、それに伴って、どこまで料金を改

定していこうかというところもリンクする関係もちょっとありますので、管路の更新も含

めて、３年度中にはある程度方向を示したいというふうに思っておりまして、その間の更

新のスケジュールが大体見えてきたら、全額を料金の改定で賄おうというふうに思ってま

せんけども、料金の改定もどこら辺までやっていくかというところもあわせて、３年度に

計画をしていきたいなというふうに思っておりますので、しかるべき段階で、両方の部分、

議会のほうにもご説明ができればなと思っております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに総括質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○齊藤予算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終了します。 

これより、議案第２６号令和３年度大樹町水道事業会計予算についての件を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第８ 議案第２６号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についての

件の審査を行います。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

それでは議案第２６号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてご説

明申し上げます。 

内容につきましては特別会計国民健康保険病院事業、事項別明細書によりご説明いたし

ますので、３ページ４ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出の部、１款病院事業費用、１項医療費用、１目給与費、本年度予算

額７億７,９５４万円、前年度と比較しまして、１,１０７万円の増。派遣看護師の報酬を

計上したことによります増が主な要因となっております。節の給料では、人数の増減はあ

りませんが、事務員１名の減、医療事務員１名増のほか、臨床検査技師の退職、採用によ

りまして、医療技術員の１名増、再任用職員の１名減となっております。 

５ページ、６ページをお開き願います。 

報酬では、平日の院外医師による宿直の一部を、常勤医に振替たことによります出張医

報酬の減のほか、派遣看護師２名分の会計年度任用職員報酬の増となっております。 

２目材料費１億４,２６３万円、５３６万円の増。診療材料費、医療消耗備品費で、新

型コロナウイルスワクチン接種費用を見込んだことによる増が要因となっております。 

７ページ、８ページをお開き願います。 

３目の経費１億３９０万円、９０万円の増。消耗品費と、消耗備品費、印刷製本費では、

新型コロナウイルスワクチン接種費用を見込んだことによります増、修繕費では、国が構

築を進めております、マイナンバーカード等を使ったオンラインによる資格確認システム

の整備経費を計上しております。賃借料では、新たに派遣看護師の住宅借上料を計上して

おります。 

９ページ、１０ページをお開き願います。 
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雑費の各種手数料では、キャッシュレス決済手数料を計上しております。キャッシュレ

ス決済の導入により、クレジットカードやｎａｎａｃｏなどによる電子マネーのほか、Ｌ

ＩＮＥＰａｙなどのスマートコード決済による支払いが可能となります。 

４目減価償却費、７,４３７万円、７３万円の減。 

１１ページ１２ページをお開き願います。 

５目資産減耗費２万円、前年度との増減はありません。 

６目研究研修費２６９万円、６２万円の減。新型コロナウイルス感染症の流行により、

学会等の開催がオンラインでの視聴も可能となったことによる旅費の減が主な要因です。 

２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費１９万円、５１万円の減。病院事業

債の５年利率見直しによります減でございます。 

２目患者外給食材料費１００万円、増減はありません。 

３目雑損失５９万円、１万円の増。 

４目消費税１８３万円、９万円の増。 

３項１目ともに予備費で２０万円、増減はありません。 

１ページ２ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出の収入の部。 

１款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益２億９４１０万円、３,２９０万円の

減。 

１日平均入院患者数は前年と同じく４５人としておりますが、１人１日当たりの診療単

価を実態に合わせまして、約２,０００円減額し、１万７,９００円としたことによるもの

でございます。 

２目外来収益２億２,６２０万円、７,３８０万円の減。１日平均患者外来数をここ数年

の受診実績をもとにしまして、１２５人とし、前年度計画に比べまして、４０人の減とし

たことによるものです。 

３目その他医業収益４,８５７万円、１，６２７万円の増。新型コロナウイルスワクチ

ン接種料金の増が主な要因です。 

２項医業外収益、１目受取利息配当金３万１,０００円、１万１,０００円の増。 

２目他会計負担金９万円、５１万円の減。病院事業債の５年利率見直しによります減で

ございます。 

３目他会計負担金、４億５,０００万円、１億円の増。医業収益を実績に基づいた予定

額としまして、下方修正したことによります営業費用の補填として、一般会計補助金の増

額をお願いするものでございます。 

４目患者外給食収益６０万円、増減はありません。 

５目長期前受金戻入、８,３５０万円、４４０万円の増。平成２７年度の病院外構工事

にかかわります一般会計負担金の収益化が主な要因です。 

６目その他医業外収益３８６万９,０００円、２０９万９,０００円の増。オンライン資
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格確認システムの整備に対する、社会保険診療報酬支払基金からの補助金が要因です。 

１５ページ、１６ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出の支出の部、１款資本的支出、１項建設改良費、１目有形固定資産

購入費７２万円、１,２０５万円の減。Windows７のサポート終了に伴いまして、給食管理

におけるパソコン一式とシステムを更新するものでございます。 

２目施設費４４４万円、皆増です。医師住宅、旧副院長住宅の１回ユニットバスの更新

と脱衣室の改修及び２回の和室の改修、そして住宅全体の管理システムの改修となる内容

となっております。 

２項企業債償還金、１目企業債元金償還金４,１４３万円、８７万円の増。平成２７年

度の病院改築外構工事にかかります、病院事業債の元金償還開始が主な要因となっており

ます。 

３項１目ともに貸付金で１３５万円、３３万円の減。道内転入勤務１名と町外勤務１名

分としていたものを、道外からの転入勤務者１名分としたことによる減となっております。 

１３ページ１４ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出の収入の部、１款資本的収入、１項１目ともに一般会計負担金で、

４,３９９万円、８９万円の減。 

２項１目ともに企業債で２６０万円、１８０万円の減。 

３項１目ともに貸付金返還金で１万円、増減はありません。 

損益勘定留保資金１３４万円、３３万円の減。看護就業支援金貸与金の減によるもので

ございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

ページもわからなくてあれなんですけども、キャッシュレスで使って、そのための費用

と言って何かキャッシュレス使える種類のことをおっしゃられたようになんですけども、

そこをもう一度教えていただきたいと思います。 

いいです。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

キャッシュレス決済ですが、病院の窓口で現金の授受を行わないで、ＮＣカードとかの

クレジットカードとか、スマートフォンによりますｎａｎａｋｏとかのＷＡＯＮとかの決

済ですとか、あとのバーコードとか、ＱＲコードによりますースマートフォンでの決済を
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病院の窓口で、ＩＣレコーダーというんでしょうかその読み取り用する機械を設置して、

患者さんが支払いをしていくという方法です。 

町の患者の負担金のですね、２％から４％の手数料分、が、その事業者のほうに支払う

手数料になってまして今回６０万弱の予算を計上させていただきました。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

どのようなカードにも、基本的には対応できるというふうな意味なんですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

カードのほうがですね、通常のビザカードですかＪＣＢですとか、マスターズカードで

すとか、一定の５社ぐらいで、これで使われてます代表的なカードは全部対応しておりま

す。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

６ページの出張医の報酬、２,９１９万９,０００円なんですが、説明の中で、２年度よ

りも２３８万ぐらい減額になっているんですが、出張医の土日祝日の日直、当直分でいく

らか前年度よりも減になったという説明だったと思うんですが、それ再度何日分でいくら

だったか教えてください。 

会計年度任用職員の報酬というのは派遣看護師の報酬だというふうに聞きました。 

これ、３名とか４名とか人数あるのでその人数だけ教えてください。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

６ページの出張医の報酬ですが、平日の宿直を院外のドクターに頼んでいた２３日分、

１１５万円の減と、平日の祝日ですね金曜日とか木曜日とか、１日だけであるところの分

を、院外のドクターに頼むのはなくて、うちの先生方がやるということの分でございます。 

それと、派遣看護師は２名分でございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 
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これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

これより、総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

菅委員。 

○齊藤予算審査特別委員長 

８ページのですね。 

タクシー借上料なんですが、これいつも議論になってるんですが、金額えらい多いんで

すよね。 

前年２年度４４２万４,０００円から、今年度は４７８万４,０００円に上がってるんで

すが、何か遠距離に使ってるような話も聞いたんですがその辺ちょっと内訳教えてくださ

い。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

金額の増要因ですが、回数等は変更ないんですけれども、タクシー料金を決めるための

積算の根拠資料が改定になってまして、単価を改定増改定したことによる増になってます。 

今は片道１万４,３００円なんですが、令和２年度は１万２,８００円です。 

ですので、１,５００円の単価の増となっております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

これ、何となく帯広だと思うんですが、そうすると帯広から出張医が１回来ると去年だ

ったら１万２,８００円掛ける２で、今年でいうと１万４,３００円掛ける２で大体２万８,

０００円ぐらいかかるという積算をしてると。 

お医者さんはタクシー以外では来ないのですね。 

非常に財政大変な中で分かるんですが、例えばこの辺は、ちゃんとドライブレコーダー

をつけた公用車もあるし、７０台もつけるんだから安全運転で迎えに行くというような方

法で、もう毎週来たら毎週毎週３０，０００円がタクシー代かかる、その辺改善するよう

な考え方はないんでしょうかね。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

このタクシーの片道、１回行ってもらって１万４,３００円の主なその利用の方法なん

ですが、週末の当直医札幌からＪＲ乗ってきた先生の、帯広市からうちの病院までの送迎

の分がメインです。 

あと毎月１回帯広の先生に頼んでる分もありまして、そこから来る分と整形外科とか泌
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尿器科とかですね専門外来開設しておりますけども、その先生の送迎のための送迎の１万

４,３００円、全部含めての額になっております。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

料金わかりました。札幌から来る出張医の帯広から大樹の往復。帯広の整形とか頼んだ

人のタクシー代と、そのかかる料金分かるんですが、ここは何となく、何かほかに方法が

あるんじゃないかというふうに、全部じゃなくてもそう、そういう感じがするんですけど

も。 

こういうことがまさしく行革の始まりの一歩かなという気がしないわけじゃありません

ので、自分でバスに乗って言ったら、ちょっとえげつないかもしれませんが、公用車を活

用する方法を考えられませんか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

病院に勤務いただいている院外の先生の送迎を、タクシーを使ってやっているところで

す。 

私も帯広または札幌等に公務で出張する際には、タクシーと職員の併用で行っていると

ころもあります。 

従前は、実は町立病院にほかの用途もありましたけども送迎を担うような形での職員も

配置したこともありましたけども、人員を削減するという意味で、減らしたというところ

です。 

今、病院の事務で勤務している職員も、非常に少ない人数でやっておりますので、対応

全然出来ないかというとそうではありませんけれども、どうしても人員的な配置も含めて

こういう対応をとっていることについてはご理解をいただきたいと思います。 

仮にやれる部分があれば１回でも２回でもやることもありますが、病院のそれぞれの用

務を持った中で勤務をしておりますので、このタクシーの借上についてはご理解をいただ

きたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

しつこいと言われるかもしれませんが、例えば札幌からＪＲで札幌からこの当直医とか

じゃなくても、例えば、帯広から自分の自家用車で来て、その分の借上料を払うとかいろ

んなことが考えられると僕は思うんですけども、そういう近隣にそういうことはやっても

らえるお医者さんがいないというのは仕方ないんですが、札幌からＪＲで来ててタクシー

で来て土日いて、そういう部分が何となく聞こえとしては非常に頭の印象に残るんですよ
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ね。 

そういうとこは行く行くは改善するべきことで、お医者さんがいないと言っても、わざ

わざ札幌から常時ってのはどうなのかなと思うんで、そこは今後の課題としてぜひ受け止

めていただきたいと思います。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

ずっと長いこと、町立病院に毎年２億５,０００万円くらいのお金が一般会計から病院

のほうに入っていってるのを見ていたんですけども、ここ一、二年はコロナで額も急激に

増えてることについては理解出来ます。 

自分が間違いであったことで、ちょっと理解出来ないことがですね、毎年毎年一般会計

から病院にお金が入ってるから、町立病院には借金という言葉がいいのか、累積赤字とい

う言葉がいいのか、そういうものはてっきりもないもんだと、こういうふうな会計に疎い

ものですから知識がないもんですから、まずお聞きしたいのは、累積欠損金というのはど

れぐらいあるんでしょうか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

令和２年度末の累積欠損金の額ですが、１１億６,４３９万９,０２３円ございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

そのお金というのは例えば実際に○○銀行に借金あるような、そういうふうなものでな

いというふうなことも、何となく、思ってはいるんですけども、これは単に減価償却費と

かなんとかって出ていかないお金の部分のですね、経営上のプラスとマイナスの何ていう

か実際現金的な給料を払ったり何払ったりして、１年分については４億５,０００万とか

３億５,０００万を、一般会計から毎年毎年繰入れてることは、別の意味で今の１１億の

欠損金っていうのか赤字というのか、それはどのような性格なもので、返さなきゃならな

いもんなのかそれとも、会計上の数字というふうに思っていいのか、そこら辺を教えてく

ださい。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

前回、決算のときにもお話いただきましたのでちょっと僕のほうで整理してますので、

今、西田委員がおっしゃられたことは全て絡んでいると僕は思っております。 



 

－ 46 － 

その中でちょっと回答をまとめたものをさせていただきたいと思います。 

未処理欠損金累積欠損金が多い、経営で大丈夫かということだと思うんですけれども、

まず損益計算書についてなんですけれども、損益計算書は発生主義に基づいた４月から３

月までの成績書みたいなものということで、例えば収益ですと２月３月に診療を行った分

の診療報酬は、４月５月に入ってくるわけですが、年度を越えて入ってくるんですけれど

も、収入としてまず損益計算書でみます。 

支出については、３月までに検収を行ったもの、または請求を受けているもので支払っ

ていないものも、その年度の主支出の分として計上します。 

また現金とは別に、一般会計ばっかりだとちょっと理解に苦しむっていうかは、ぴんと

こない部分が機関参入経費収益、費用の分ということで代表されるのが、減価償却費、長

期前受金戻入となります。 

これはその年に発生してるものではないんですけれども、償却の年数も２０年償却だっ

たら２０年のうちの該当する年の分として減価償却費いくらあるか。 

そのときにもらった補助金とか一般会計負担金っていう部分が、長期前受金になるんで

すけれども、その分を経費で見るからに、収入でもいいましょうというものです。 

なので発生主義ということで、現金だけの計算ではなくて、その年度にかかるとしたら

これだけの経費とこれだけの収入ですよっていう、成績表みたいなものなんですよね。 

一般会計等では、収入と支出の資金差で黒字赤字というふうに言いますけれども、資金

差だけじゃなくそういった損益計算書上で、公営企業の関係は、黒字赤字といいます。 

うちはしばらく欠損金、赤字ですので、赤字なんですが、決して現金上赤字になってる

ということではなくて、成績表上赤字になっているということでございます。 

毎年毎年の損失分が積み重なって、累積欠損金ということですけれども、それ自体が借

金ではありませんし、一般会計で資金収支差による赤字ではありません。 

営業成績が数値化されたものであります。 

資金が足りているかどうかにつきましては、毎年の決算のときに、資金不足比率につい

て報告してると思うんですが、もう１０年以上なりますけれども、どこの会計、病院以外

も含めまして、資金不足が発生してるという状況にはありません。 

これも一般会計補助金が、そうならないに入ってるっていうことが１番の要因になって

おります。 

○齊藤予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

あともう一つですね、水道なんかのことについて前にお聞きしたら内部留保資金という

のが、１００億の資本想定に対して１０億程度、何年か前ですね今、もっと貧乏になって

るかもしれませんけども、１０億円ぐらいあるんだよということも、水道の聞いたんです

けども病院っていうのは今のマイナスの分で現金ではないことわかりました。 
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一般会計でいうプラスマイナスでないことも、何となくわかったので、水道みたくその

逆に、内部留保資金なんていうのは貯金的なものというのは、町立病院では持っているん

ですか。 

○齊藤予算審査特別委員長 

下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

損益勘定留保資金ということで、あくまでも資金ですのでこれイコール現金ではござい

ません。 

損益勘定留保資金ということで令和元年度末で７,７２７万２,８９１円ございます。 

ちなみに令和２年度の決算の貸借対照表上の現金は、７,６５１万９,７５９円ございま

すこれは未払金ですとか、まだ収入になってないものもありますので、この時点でこの額

ありますよということなんですが、大体、損益勘定留保資金と同じような数がございます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

      （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了します。 

これより、議案第２６号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についての

件を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

再開 午後 ２時２０分 
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○齊藤予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

日程第９ 議案第２７号令和３年度大樹町下水道事業会計予算についての件の審査を行

います。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

水津建設水道課長兼下水終末処理場長。 

○水津建設水道課長 

それでは令和３年度大樹町下水道事業会計予算について説明させていただきます。 

内容につきましては特別会計、下水道事業の事業別明細書、説明いたしますので、３ペ

ージ４ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出の支出の部、１款下水道事業費用、１項営業費用、１目管渠管理費、

本年度予算額７０１万５,０００円、前年度より７万７,０００円の減。主な減の要因は、

右のページ、４ページの上段の委託料ですが、施行年度の区切った区域の汚水管清掃のた

め、年度による清掃の延長が違うことから主な要因でございます。 

２目処理場管理費６,９１４万２,０００円、前年より６４６万９,０００円の増。主な

増額の要因ですが、右のページ４ページの中段、修繕費ですが、下水終末処理場の機械設

備の点検整備周期が重なった形で、修繕費が増額となったものでございます。 

３目個別排水管理費１,９６３万１,０００円、前年度より８４万８,０００円の増。主

な増額要因は、右のページの中段、委託料ですが、昨年度設置いたしました、個別排水処

理施設の増設により維持管理費業務が増額となるものでございます。 

次のページ、５ページ６ページをお開き願います。 

４目総経費１,９３３万９,０００円、前年度比より３８０万９,３８９万円の減。主な

減額の要因が委託料で、昨年度導入いたしました水道企業会計システムがなくなったこと

が減額の主な要因でございます。 

次のページ７ページ８ページをお開き願います。 

５目普及推進費１２２万２,０００円、前年より９万円の減。主な減額の要因は、負担

金で、昨年の人件費内訳が４人から２人に減ったことが、減額の主な要因でございます。 

６目減価償却費１億６,５４９万円、新たな項目でございます。有形固定資産減価償却

費を今年度から企業会計になりましたので、平成３年度から令和２年度までの取得した資

産について計上しております。 

２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費１,６４０万９,０００円、前年より

２７３万３,０００円の減。起債の借方により、償還の完了したものや、元利均等、元金

５年据置きなどの影響による年の変動だと考えております。 

２目消費税費１３３万９,０００円、前年より８８万４,０００円の減。右側のページ８

ページ中段の公課費として、消費税及び地方消費税を計上してございます。 

３目雑支出５万円、増減はございません。 
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３項特別損失、１目その他特別損失１９０万５,０００円、前年度より１９０万５,００

０円の増。８ページ中段のその他特別損失として、特別会計から企業会計へ移行した初年

度の賞与引当金繰入金と、法定福利費の引当金繰入金の計上と、令和２年度の消費税及び

地方消費税を計上したものでございます。 

４項１目１節ともに予備費で１０万円でございます、増減はございません。 

次に、１ページ２ページにお戻り願います。 

収益的収入及び支出の収入の部、１款下水道事業収益、１項営業収益、１目使用料６,

８６８万３,０００円。前年より５６万８,０００円の増でございます。 

２目手数料３万円、増減はございません。 

２項営業外収益、１目一般会計補助金１億９,７９０万１,０００円、前年より９,６０

４万９,０００円の増。この増の要因でございますが、前年度までは特別会計１本で、２

億３７０万４,０００円の補助金を一般会計からいただいていましたが、企業会計になっ

たときに、３条の収益的予算と４条の資本的予算に２分の１ずつ割振った後の差引きのた

め、９,６０４万９,０００円増に見えるものでございます。これは大きな増ですけれども、

今年だけのものでございます。 

２目長期前受金戻入１億６,０８６万４,０００円。新たな項目で、これにつきましては、

当年度の減価償却資産の取得するためにかかる補助金や負担金等の分について繰延べ収益

が整理され、繰り入れるものでございます。 

３目雑収益１,０００円、増減はございません。 

次に、１１ページ、１２ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出の支出の部、１款資本的支出、１項建設改良費、１目公共下水道建

設費４,２５６万８,０００円。 

前年度より２４１万６,０００円の増。 

主な増額の要因が１２ページ中段、委託料で、下水道事業計画変更とストックマネジメ

ントの終了したもので、１,５６０万ほどの減額でございます。工事請負費、下水道環境

工事２カ所の施設整備をするもので、１,７５０万円増額となっているため、全体で増額

となるものでございます。工事箇所につきましては、議案の最後のページに位置図を添付

してございますので、後ほどお目通し願いたいと思います。 

次に、１３ページ、１４ページをお開き願います。 

２目個別排水処理施設建設費２,９８６万円、前年より５３９万円の減。 

主に工事請負費の昨年工事で、高規格道路の補償工事として、設置補助が終わりました

ので、この分が減額となっております。 

２項１目ともに企業債償還金１億５９３万円、前年より２２４万７,０００円の増。こ

れについては、下水道事業債の元金５年据置きなどの影響から考えられます。 

次に、９ページ１０ページにお戻り願います。 

資本的収入及び支出の収入の部、１款資本的収入、１項１目ともに企業債３,４１０万
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円、前年より６２０万円の増。これにつきましては、公共下水道特別排水事業の起債とし

て借りた額の変動による増減と考えられます。 

２項繰入金２１０万８,０００円、前年より９,９７４万４,０００円の減。この減の要

因でございますが、３条の収益的収入で説明したとおり、前年まで、特別会計一本で２億

３７０万４,０００円を、補助金を一般会計からいただいていたんですが、企業会計にな

ったことで、３条の収益と予算と４条の資本的予算に２分の１ずつ割振ったほうの差引き

額となっているもので、減額に見えるものでございます。これも、大きな金額の差は今年

だけのものでございます。 

３項１目ともに受益者負担金２１０万７,０００円、前年より１０８万７,０００円の増。

令和２年から３年の下水道受益者負担金として計上してございます。 

４項１目ともに収益者分担金１０８万円、前年度より１８万円の増。令和２年度から３

年度分の分の戸別排水受益者分担金として計上してございます。 

５項１目ともに、国庫補助金８５０万円、前年度より２３０万円の減。下水終末処理場

の実施設計と公共下水道事業の管渠工事費における、国庫補助金をして計上してございま

す。 

消費税及び地方消費税資本的収支調整金で５７２万４,０００円。 

利益剰余処分額で１億２,４７３万９,０００円でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤予算審査特別委員長 

説明が終わりましたのでこれより、歳入歳出全般についての質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了します。 

これより、総括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論を行います。 

討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 
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これをもって、討論を終了します。 

これより、議案第２７号令和３年度大樹町下水道事業会計予算についての件を採決しま

す。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

以上をもちまして、本委員会に付託された８件の議案審査は、全て終了いたしました。 

お諮りします。 

本委員会に付託されました８件の議案の審査報告書は、正副委員長に一任願いたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、審査報告書は正副委員長に一任いただくことに決しました。 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤予算審査特別委員長 

これで、本日の日程を全て終了したので、会議を閉じます。 

よって、大樹町予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 

                             閉会 午後 ２時３３分 
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